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【本文】                   令和５年度北海道交通安全実施計画（原案）新旧対照表 

第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

P16 

ア 生活道路

における交通

安全対策の推

進 

 

P17 

イ 通学路等

における交通

安全の確保 

 

ウ 高齢者、障

がい者等の安

全に資する歩

行空間等の整

備 

 

P16 

ア 生活道路

における交通

安全対策の推

進 

P17 

イ 通学路等

における交通

安全の確保 

 

第１章 道路交通の安全 

１ 道路交通環境の整備 

 （１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 生活道路における交通安全対策の推進 

「ゾーン30プラス」の推進を図るため、可搬型ハンプの貸出しにより

生活道路への物理的デバイス設置の促進を図るほか、ビッグデータの活

用により潜在的な危険箇所の解消を進める。 

 

○ 通学路等における交通安全の確保 

歩道未設置区間の通学路において歩道の新設を行う。 

実施箇所：国道40号…和寒町日の出ほか 

 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

歩道の横断勾配の緩和及び路面段差の改善、視覚障がい者誘導用ブロ

ックの設置によるバリアフリー化を行う。 

 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 生活道路における交通安全対策の推進 

死傷事故発生割合が高い生活道路における歩行者及び自転車利用者に

かかる交通事故が多発する地区について、公安委員会により実施される

交通規制及び交通管制と連携して、総合的な事故防止対策を推進する。 

 

○ 通学路等における交通安全の確保 

高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所や児童館等に通

う児童や幼児の通行の安全を確保するため、定期的な合同点検の実施

や対策の改善・充実等の継続的な取組を支援するとともに、関係機関

と連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

一般道道…大野大中山線ほか 

 

第１章 道路交通の安全 

１ 道路交通環境の整備 

 （１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 生活道路における交通安全対策の推進 

「ゾーン30プラス」の推進を図るため、可搬式ハンプの貸出しにより

生活道路への物理的デバイス設置の促進を図るほか、ビッグデータの活

用により潜在的な危険箇所の解消を進める。 

 

○ 通学路等における交通安全の確保 

歩道未設置区間の通学路において歩道の新設を行う。 

実施箇所：国道237号…平取町振内ほか 

 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

歩道の横断勾配の緩和及び路面段差の改善、視覚障がい者誘導用ブロ

ックの設置によるバリアフリー化を行う。 

 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 生活道路における交通安全対策の推進 

死傷事故発生割合が高い生活道路における歩行者及び自転車利用者に

かかる交通事故が多発する地区について、公安委員会により実施される

交通規制及び交通管制と連携して、総合的な事故防止対策を推進する。 

 

○ 通学路等における交通安全の確保 

高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所や児童館等に通

う児童や幼児の通行の安全を確保するため、定期的な合同点検の実施

や対策の改善・充実等の継続的な取組を支援するとともに、関係機関

と連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

一般道道…大野大中山線ほか 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

ウ 高齢者、障

がい者等の安

全に資する歩

行空間等の整

備 

 

 

P16 

ア 生活道路

における交通

安全対策の推

進 

 

 

 

 

P17 

イ 通学路等

における交通

安全の確保 

 

 

 

 

 

ウ 高齢者、障

がい者等の安

全に資する歩

行空間等の整

備 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

高齢者、障がい者等を含めて全ての人が安全に安心して参加し活動

できる社会を実現するため、駅、公共施設、病院等の周辺を中心に平坦

で幅の広い歩道整備を推進する。 

登別温泉通（登別駅駅前広場）ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、交通部交通指導課）］ 

○ 生活道路における交通安全の確保 

市街地等の生活道路における交通安全対策として、「ゾーン30 」を

整備するほか、見やすく分かりやすい高輝度の道路標識・道路標示の整

備や信号灯器のＬＥＤ化等の施策を推進する。 

また、「ゾーン30」を整備する際には、速度抑制に効果のある物理的

デバイスの設置を道路管理者等に働きかけ、速度規制と物理的デバイ

スの適切な組合せにより交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」とし

て整備されるように努める。 

 

○ 通学路における交通安全の確保 

道路交通実態に応じ、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が

連携し、必要に応じ合同点検を実施し、課題を抽出した上で、ハード・

ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

 

○ 未就学児等が日常的に集団で移動する経路等における交通安全の確

保 

市町村保育担当部局等において設定されるキッズゾーンについて、

その設定に協力するとともに、キッズゾーン内における必要な交通規

制、適切な交通指導取締り、交通安全教育等を実施する。 

 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

横断歩道、バス停留所付近の悪質性、危険性、迷惑性の高い駐車違反

に対する取締りを強化するとともに、高齢者・障がい者等の安全に資す

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

高齢者、障がい者等を含めて全ての人が安全に安心して参加し活動

できる社会を実現するため、駅、公共施設、病院等の周辺を中心に平坦

で幅の広い歩道整備を推進する。 

登別温泉通（登別駅駅前広場）ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、交通部交通指導課）］ 

○ 生活道路における交通安全の確保 

市街地等の生活道路における交通安全対策として、「ゾーン30 」を

整備するほか、見やすく分かりやすい高輝度の道路標識・道路標示の整

備や信号灯器のＬＥＤ化等の施策を推進する。 

また、「ゾーン30」を整備する際には、速度抑制に効果のある物理的

デバイスの設置を道路管理者等に働きかけ、速度規制と物理的デバイ

スの適切な組合せにより交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」とし

て整備されるように努める。 

 

○ 通学路における交通安全の確保 

道路交通実態に応じ、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が

連携し、必要に応じ合同点検を実施し、課題を抽出した上で、ハード・

ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

 

○ 未就学児等が日常的に集団で移動する経路等における交通安全の確

保 

市町村保育担当部局等において設定されるキッズゾーンについて、

その設定に協力するとともに、キッズゾーン内における必要な交通規

制、適切な交通指導取締り、交通安全教育等を実施する。 

 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

横断歩道、バス停留所付近の悪質性、危険性、迷惑性の高い駐車違反

に対する取締りを強化するとともに、高齢者・障がい者等の安全に資す
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P16 

ア 生活道路

における交通

安全対策の推

進 

P17 

イ 通学路等

における交通

安全の確保 

ウ 高齢者、障

がい者等の安

全に資する歩

行空間等の整

備 

P18 

（２）高速道路

の更なる活用

促進による生

活道路との機

能分化 

（３）幹線道路

における交通

安全対策の推

進 

ア 事故ゼロ

プランの推進 

 

イ 事故危険

箇所対策の推

進 

る歩行空間等として整備した歩道や視覚障がい者誘導用ブロック上等

の駐車違反についても、積極的な取締りをする。 

 

［札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ ゾーン３０の整備 

青葉町1・2丁目地区ほか  

 

○ 通学路等の歩道整備 

市道…南郷線ほか  

 

○ 高齢者・障がい者等の移動等の円滑化（バリアフリー化）の促進 

市道…西２丁目線ほか  

 

（２）高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高規格幹線道路（自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路

で、全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動

車国道及び一般国道の自動車専用道路で構成。）から生活道路に至る道

路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進する。 

 

（３）幹線道路における交通安全対策の推進 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

交通安全に資する道路整備事業の実施に当たっては、効果を科学的

に検証しつつ、マネジメントサイクルを適用することにより、効率的・

効果的な実施に努め、少ない予算で最大限の効果を獲得できるよう、

「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」を推進する。 

 

○ 事故危険箇所対策の推進 

特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や、ビッグデータの

活用により潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安

る歩行空間等として整備した歩道や視覚障がい者誘導用ブロック上等

の駐車違反についても、積極的な取締りをする。 

 

［札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ ゾーン３０の整備 

東白石地区ほか  

 

○ 通学路等の歩道整備 

市道…清田３号線ほか  

 

○ 高齢者・障がい者等の移動等の円滑化（バリアフリー化）の促進 

市道…西２丁目線ほか  

 

（２）高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高規格幹線道路（自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路

で、全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動

車国道及び一般国道の自動車専用道路で構成。）から生活道路に至る道

路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進する。 

 

（３）幹線道路における交通安全対策の推進 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

交通安全に資する道路整備事業の実施に当たっては、効果を科学的に

検証しつつ、マネジメントサイクルを適用することにより、効率的・効

果的な実施に努め、少ない予算で最大限の効果を獲得できるよう、「事

故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」を推進する。 

 

○ 事故危険箇所対策の推進 

特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や、ビッグデータの活用

により潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 

 

実施箇所の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

P19 

エ 重大事故

の再発防止 

 

 

オ 適切に機

能分担された

道路網の整備 

 

 

 

 

 

 

P20 

キ 改築等に

よる交通事故

対策の推進 

 

 

 

P18 

ア 事故ゼロ

プランの推進 

 

 

 

 

委員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施する。 

実施箇所 国道230号…札幌市中央区（石山交差点改良ほか） 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに事

故要因を調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格道路等の整

備を推進し、より多くの交通量を分担させることによって道路ネットワ

ーク全体の安全性を向上させる。 

通過交通の排除と交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交通

環境を確保するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進する。   

区分 実施箇所 

高規格道路 北海道横断自動車道…本別～釧路ほか 

 

○ 改築等による交通事故対策の推進 

交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図る

ため、既存道路の拡幅、バイパス等の整備を推進する。    

区分 実施箇所 

一般国道 国道３８号…釧路新道ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課・まちづくり局都市環境課）］ 

○ 交通事故対策マネジメントの推進 

事故の危険性が高い特定の区間において、事故要因に即した効果の高

い対策を実施し、その効果を検証して次の対策に活かすなど、マネジメ

ントサイクルを導入することにより、効率的・効果的な対策実施に努め

る。 

 

○ 事故危険箇所対策の推進 

道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施する。 

実施箇所 国道230号…札幌市中央区（石山交差点改良ほか） 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに事

故要因を調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格道路等の整

備を推進し、より多くの交通量を分担させることによって道路ネットワ

ーク全体の安全性を向上させる。 

通過交通の排除と交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交通

環境を確保するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進する。   

区分 実施箇所 

高規格道路 北海道横断自動車道…本別～釧路ほか 

 

○ 改築等による交通事故対策の推進 

交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図る

ため、既存道路の拡幅、バイパス等の整備を推進する。  

区分 実施箇所 

一般国道 国道38号…釧路新道ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 交通事故対策マネジメントの推進 

事故の危険性が高い特定の区間において、事故要因に即した効果の高

い対策を実施し、その効果を検証して次の対策に活かすなど、マネジメ

ントサイクルを導入することにより、効率的・効果的な対策実施に努め

る。 

 

○ 事故危険箇所対策の推進 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

イ 事故危険

箇所対策の推

進 

 

 

P19 

エ 重大事故

の再発防止 

 

オ 適切に機

能分担された

道路網の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P20 

キ 改築等に

おける交通事

故対策の推進 

 

 

 

 

特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や、ビッグデータの活用

により潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と

連携して集中的な事故抑止対策を実施する。 

実施箇所 主要道道…礼文島線ほか 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに

事故要因を関係機関と調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

基本的な交通の安全を確保するため、高規格道路から居住地域内道路

に至る道路ネットワーク機能が適切に分担されるよう、道路の体系的整

備を推進するとともに、他の交通機関との連携強化を図る道路整備を推

進する。        

区分 実施箇所 

地域高規格道路 主要道道…鷹栖東神楽線 

バイパス及び環状道路 主要道道…幕別帯広芽室線ほか 

重要拠点へのアクセス

道路 

一般道道…山花鶴丘線ほか 

花川通（石狩市）ほか 

大規模自転車道 一般道道…札幌恵庭自転車道線 

 

○ 改築等による交通事故対策の推進 

交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するた

め、道路の改築事業等による交通事故対策を推進する。 

区分 実施箇所  

道路改築 一般道道…小樽環状線ほか 

鉄道との立体交差道路の整備 永山東光線（旭川市）ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 事故危険箇所対策の推進 

特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や、ビッグデータの活用

により潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と

連携して集中的な事故抑止対策を実施する。 

実施箇所 主要道道…下川愛別線ほか 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに事

故要因を関係機関と調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

基本的な交通の安全を確保するため、高規格幹線道路から居住地域内

道路に至る道路ネットワーク機能が適切に分担されるよう、道路の体系

的整備を推進するとともに、他の交通機関との連携強化を図る道路整備

を推進する。       

区分 実施箇所 

地域高規格道路 主要道道…鷹栖東神楽線 

バイパス及び環状道路 主要道道…幕別帯広芽室線ほか 

重要拠点へのアクセス

道路 

一般道道…山花鶴丘線ほか 

花川通（石狩市）ほか 

大規模自転車道 一般道道…札幌恵庭自転車道線 

 

○ 改築等による交通事故対策の推進 

交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するた

め、道路の改築事業等による交通事故対策を推進する。 

区分 実施箇所  

道路改築 一般道道…小樽環状線ほか 

鉄道との立体交差道路の整備 永山東光線（旭川市）ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 事故危険箇所対策の推進 

 

 

 

実施箇所の

修正 

 

 

 

 

 

名称の変更 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P18 

イ 事故危険

箇所対策の推

進 

ウ 幹線道路

における交通

規制 

 

 

 

P19 

エ 重大事故

の再発防止 

 

カ 高速自動

車国道等にお

ける事故防止

対策の推進 

 

P20 

ク 交通安全

施設等の高度

化 

 

 

 

P18 

イ 事故危険

箇所対策の推

進 

事故の態様、交通量、地域住民等の意見を踏まえ、道路管理者と連携

して集中的な事故抑止対策を実施する。 

 

○ 幹線道路における交通規制 

交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設の整備状

況、道路交通の実態等を勘案しつつ、最高速度規制の見直しを行い、そ

の適正化を図る。 

交通事故、天候不良等の交通障害発生時においては、その状況に即し、

臨時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図る。 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに事

故要因を調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 高速自動車国道等における事故防止対策等の推進 

渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情報板を含む情報板

の効果的な活用を推進する。また、ヘリコプターによる救助・救急活動

を安全かつ円滑に行うため、関係機関と連携し支援する。 

 

○ 交通安全施設等の高度化 

   交通実態に応じて、複数の信号機を面的、線的に連動させる等の信号

制御の改良を推進するとともに、視認性の向上に資する信号灯器のＬＥ

Ｄ化を推進する。 

           また、道路の構造、交通の状況に応じた交通の安全を確保するため、

道路標識の高輝度化等を推進する。 

 

［札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ 事故危険箇所の対策 

主要道道…北郷中央線ほか  

 

事故の態様、交通量、地域住民等の意見を踏まえ、道路管理者と連携

して集中的な事故抑止対策を実施する。 

 

○ 幹線道路における交通規制 

交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設の整備状

況、道路交通の実態等を勘案しつつ、最高速度規制の見直しを行い、そ

の適正化を図る。 

交通事故、天候不良等の交通障害発生時においては、その状況に即し、

臨時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図る。 

 

○ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに事

故要因を調査し、同様の事故の再発防止を図る。 

 

○ 高速自動車国道等における事故防止対策等の推進 

渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情報板を含む情報板

の効果的な活用を推進する。また、ヘリコプターによる救助・救急活動

を安全かつ円滑に行うため、関係機関と連携し支援する。 

 

○ 交通安全施設等の高度化 

   交通実態に応じて、複数の信号機を面的、線的に連動させる等の信号

制御の改良を推進するとともに、視認性の向上に資する信号灯器のＬＥ

Ｄ化を推進する。 

           また、道路の構造、交通の状況に応じた交通の安全を確保するため、

道路標識の高輝度化等を推進する。 

 

［札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ 事故危険箇所の対策 

主要道道…札幌環状線ほか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P19 

オ 適切に機

能分担された

道路網の政部 

キ 改築等に

よる交通事故

対策の推進 

P19 

オ 適切に機

能分担された

道路網の整備 

 

カ 高速自動

車国道におけ

る事故防止対

策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P20 

（４）交通安全

施設等の整備

事業の推進 

○ 環状、バイパス道路の整備 

環状通、屯田・茨戸通ほか  

 

○ 道路改築 

一般道道…真駒内御料札幌線ほか 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

基本的な交通の安全を確保するため、高規格幹線道路から居住地域内

道路に至るネットワークによって適切に機能が分担されるよう、高速自

動車国道の整備を推進する。 

 

○ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合

的に実施する観点から、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等

を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図る。 

安全で円滑な自動車交通を確保するため、自発光式視線誘導標、高機

能舗装の整備等を重点的に実施するとともに、道路構造上往復に分離さ

れていない二車線区間(暫定供用区間)については、対向車線へのはみ出

しによる重大事故を防止するため、分離対策の強化を図るほか、逆走に

よる事故防止のための標識や路面標示の整備、野生動物の侵入防止を図

る。 

さらに、交通障害等の発生時においては、道路交通情報センターや報

道機関、道路情報板等によるお客さま等へのリアルタイムな情報提供を

行う。 

 

（４）交通安全施設等の整備事業の推進（北海道開発局、北海道、札幌市） 

〔令和５年度交通安全施設等整備事業 【道路管理者分】〕 

一種事業：道路本体を改良して交通安全を図る事業（歩道設置，交差点改

良，視距改良，路肩改良，段差解消等） 

○ 環状、バイパス道路の整備 

環状通、屯田・茨戸通ほか  

 

○ 道路改築 

一般道道…真駒内御料札幌線ほか 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 適切に機能分担された道路網の整備 

基本的な交通の安全を確保するため、高規格幹線道路から居住地域内

道路に至るネットワークによって適切に機能が分担されるよう、高速自

動車国道の整備を推進する。 

 

○ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合

的に実施する観点から、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等

を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図る。 

安全で円滑な自動車交通を確保するため、自発光式視線誘導標、高機

能舗装の整備等を重点的に実施するとともに、道路構造上往復に分離さ

れていない二車線区間(暫定供用区間)については、対向車線へのはみ出

しによる重大事故を防止するため、分離対策の強化を図るほか、逆走に

よる事故防止のための標識や路面標示の整備、野生動物の侵入防止を図

る。 

さらに、交通障害等の発生時においては、道路交通情報センターや報

道機関、道路情報板等によるお客さま等へのリアルタイムな情報提供を

行う。 

 

（４）交通安全施設等の整備事業の推進（北海道開発局、北海道、札幌市） 

〔令和４年度交通安全施設等整備事業 【道路管理者分】〕 

一種事業：道路本体を改良して交通安全を図る事業（歩道設置，交差点改

良，視距改良，路肩改良，段差解消等） 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

ア 交通安全

施設等の戦略

的維持管理 

 

 

 

 

 

 

P21 

イ 歩行者・自

転車対策及び

生活道路対策

の推進 

 

 

 

P21 

ウ 幹線道路

対策の推進 

 

 

 

エ 交通円滑

化対策の推進 

 

 

 

P20 

ア 交通安全

二種事業：道路付属物等を設置し交通安全を図る事業（道路照明灯，防護

柵，道路反射鏡，区画線，道路標識等） 

            （単位：百万円） 

道路管理者 

工種 
開発局 北海道 札幌市 全道計 

１種事業 10,270 5,289 2,611 18,170 

２種事業 5,718 1,768 397 7,883 

合計 15,988 7,057 3,008 26,053 

 

○ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活道路において人優先の考えの下、ハンプやクランク等の車両速度

の抑制、通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推

進するとともに、少子高齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリ

ー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の確保を図る。また、自

転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等

による歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

 

○ 幹線道路対策の推進 

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることか

ら、事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交

通事故対策を実施する。この際、事故データの客観的な分析による事故

原因の検証に基づき、交差点改良等の対策を実施する。 

 

○ 交通円滑化対策の推進 

交通安全に資するため、交差点の立体化等を推進するなど、交通の円

滑化を推進し、自動車からの二酸化炭素排出を抑制する。 

 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］                

○ 計画的かつ効果的な交通安全施設等の整備 

二種事業：道路付属物等を設置し交通安全を図る事業（道路照明灯，防護

柵，道路反射鏡，区画線，道路標識等） 

            （単位：百万円） 

道路管理者 

工種 
開発局 北海道 札幌市 全道計 

１種事業 10,005 5,623 2,389 18,017 

２種事業 6,134 2,045 255 8,434 

合計 16,139 7,668 2,644 26,451 

 

○ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活道路において人優先の考えの下、ハンプやクランク等の車両速度

の抑制、通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推

進するとともに、少子高齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリ

ー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の確保を図る。また、自

転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等

による歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

 

○ 幹線道路対策の推進 

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることか

ら、事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交

通事故対策を実施する。この際、事故データの客観的な分析による事故

原因の検証に基づき、交差点改良等の対策を実施する。 

 

○ 交通円滑化対策の推進 

交通安全に資するため、交差点の立体化や開かずの踏切の解消等を推

進するなど、交通の円滑化を推進し、自動車からの二酸化炭素排出を抑

制する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］                

  ○ 計画的かつ効果的な交通安全施設等の整備 

 

 

 

 

 

事業費の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備終了に

伴う修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

施設等の戦略

的維持管理 

 

 

 

 

P21 

イ 歩行者・自

転車対策及び

生活道路対策

の推進 

 

 

 

 

イ 通学路等

における交通

安全の確保 

 

 

 

 

 

P21 

ウ 幹線道路

対策の推進 

 

 

エ 交通円滑

化対策の推進 

「インフラ長寿命化基本計画」等に即して、交通安全施設等の整備状

況を把握・分析した上で、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、道

路交通環境の変化等により、交通実態に適合しなくなった交通安全施設

の真に必要な箇所に移設又は撤去、施設の長寿命化等による戦略的なス

トック管理、ライフサイクルコストの削減を推進する。 

 

○ 生活道路対策の推進 

市街地等の生活道路対策として、「ゾーン30」を小・中学校等の通学路

を含む区域に加え、公共施設、病院、児童遊園等の高齢者や子供が利用

する施設を含む区域等においても、整備する。 

また、「ゾーン30」を整備する際には、速度抑制に効果のある物理的デ

バイスの設置を道路管理者等に働きかけ、速度規制と物理的デバイスの

適切な組合せにより交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」として整

備されるように努める。 

 

  ○ 通学路等対策の推進 

教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、必要に応じ合

同点検を実施し、課題を抽出した上で、速度規制や登下校時間帯に限っ

た車両通行止め等によるソフト面での対策に加え、信号機、横断歩道な

どの交通安全施設等の整備等によるハード面での対策を適切に組み合わ

せるなど、引き続き、地域の実情に対応した効果的な対策を検討し、可

能なものから速やかに実施する。 

 

○ 幹線道路対策の推進 

事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通

事故対策を実施する。この際、事故データの客観的な分析による事故原

因の検証に基づき、信号機の改良等の対策を実施する。 

  

○ 交通円滑化対策の推進 

交通安全に資するため、道路整備事業と連動した信号機の改良等を推

「インフラ長寿命化基本計画」等に即して、交通安全施設等の整備状

況を把握・分析した上で、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、道

路交通環境の変化等により、交通実態に適合しなくなった交通安全施設

の真に必要な箇所に移設又は撤去、施設の長寿命化等による戦略的なス

トック管理、ライフサイクルコストの削減を推進する。 

 

  ○ 生活道路対策の推進 

市街地等の生活道路対策として、「ゾーン30」を小・中学校等の通学路

を含む区域に加え、公共施設、病院、児童遊園等の高齢者や子供が利用

する施設を含む区域等においても、整備する。 

また、「ゾーン30」を整備する際には、速度抑制に効果のある物理的デ

バイスの設置を道路管理者等に働きかけ、速度規制と物理的デバイスの

適切な組合せにより交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」として整

備されるように努める。 

 

○ 通学路等対策の推進 

教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、必要に応じ合

同点検を実施し、課題を抽出した上で、速度規制や登下校時間帯に限っ

た車両通行止め等によるソフト面での対策に加え、信号機、横断歩道な

どの交通安全施設等の整備等によるハード面での対策を適切に組み合わ

せるなど、引き続き、地域の実情に対応した効果的な対策を検討し、可

能なものから速やかに実施する。 

 

○ 幹線道路対策の推進 

事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通

事故対策を実施する。この際、事故データの客観的な分析による事故原

因の検証に基づき、信号機の改良等の対策を実施する。 

  

○ 交通円滑化対策の推進 

交通安全に資するため、道路整備事業と連動した信号機の改良等を推
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

オ ＩＴＳの

推進による安

全で快適な道

路交通環境の

実現 

 

 

 

 

カ 道路交通

環境整備への

住民参加の促

進 

 

 

P22 

（６）歩行者空

間のユニバー

サルデザイン

化 

 

 

 

 

 

 

 

進するほか、駐車対策を実施することにより交通容量の拡大を図り、交

通の円滑化対策を推進する。 

 

  ○ ＩＴＳの推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御その他道

路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管制システ

ムの充実・改良を図る。 

具体的には、信号機の集中制御化等の信号制御の改良を図るほか、情

報通信技術等を用いて、光ビーコンの整備、交通管制センターの改良等

により新交通管理システム（ＵＴＭＳ）を推進し、安全で快適な道路環

境の実現を図る。 

 

○ 道路交通環境整備への住民参加の促進             

地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設等の点検を

行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、「標識ＢＯＸ」、「信号

機ＢＯＸ」等を活用して、道路利用者等が日常から抱いている意見を道

路交通環境の整備に反映する。 

 

（５）歩行者空間のバリアフリー化 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動

できる社会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩

行空間の連続的・面的なバリアフリー化を積極的に推進する。 

主要道道…深川雨竜線ほか  

 

〔札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

（再掲）市道…西２丁目線ほか  

 

（６）無電柱化の推進 

進するほか、駐車対策を実施することにより交通容量の拡大を図り、交

通の円滑化対策を推進する。 

 

  ○ ＩＴＳ の推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御その他道

路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管制システ

ムの充実・改良を図る。 

具体的には、信号機の集中制御化等の信号制御の改良を図るほか、情

報通信技術等を用いて、光ビーコン の整備、交通管制センターの改良等

により新交通管理システム（ＵＴＭＳ ）を推進し、安全で快適な道路環

境の実現を図る。 

 

○ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設等の点検を

行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、「標識ＢＯＸ」、「信号

機ＢＯＸ」等を活用して、道路利用者等が日常から抱いている意見を道

路交通環境の整備に反映する。 

 

（５）歩行者空間のバリアフリー化 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動

できる社会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩

行空間の連続的・面的なバリアフリー化を積極的に推進する。 

主要道道…深川雨竜線ほか  

 

〔札幌市（建設局土木部道路課）］ 

○ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

（再掲）市道…西２丁目線ほか  

 

（６）無電柱化の推進 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P22 

（７）無電柱化

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P22 

（８）効果的な

交通規制の推

進 

 

 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 歩道の幅員の確保や歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全

を図るため、道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好

な景観の形成、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興の観点

から、新たな無電柱化計画を地域で策定し、道路の新設、拡幅等を行う

際に同時整備を推進するなど、本格的な無電柱化を推進する。 

区分 実施箇所 

電線共同溝 国道12号…札幌市白石区 白石中央電線共同溝

ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 北海道無電柱化推進計画（令和３年12月策定）に基づき、道路の「防

災性の向上」、「通行空間の安全性・快適性確保」、「良好な景観形成」の

観点から無電柱化を推進する。 

区分 実施箇所 

電線共同溝 主要道道…深川雨竜線ほか 

 

［札幌市（建設局土木部業務課）］ 

○ 札幌市無電柱化の推進に関する計画（令和４年３月改訂）に基づき、

道路の「防災」、「安全・円滑な交通確保」、「景観形成、観光振興」のた

めに、無電柱化を推進する。 

区分 実施箇所 

電線共同溝 市道…旭山公園米里線ほか 

 

（７）効果的な交通規制の推進    

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に

点検・見直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・

ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通

流の維持を図る。 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 歩道の幅員の確保や歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全

を図るため、道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好

な景観の形成、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興の観点

から、新たな無電柱化計画を地域で策定し、道路の新設、拡幅等を行う

際に同時整備を推進するなど、本格的な無電柱化を推進する。  

区分 実施箇所 

電線共同溝 国道12号…札幌市白石区 白石本通電線共同溝

ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 北海道無電柱化推進計画（令和３年12月策定）に基づき、道路の「防

災性の向上」、「通行空間の安全性・快適性確保」、「良好な景観形成」の

観点から無電柱化を推進する。 

区分 実施箇所 

電線共同溝 主要道道…深川雨竜線ほか 

 

［札幌市（建設局土木部業務課）］ 

○ 札幌市無電柱化の推進に関する計画（令和４年３月改訂）に基づき、

道路の「防災」、「安全・円滑な交通確保」、「景観形成、観光振興」のた

めに、無電柱化を推進する。 

区分 実施箇所 

電線共同溝 市道…旭山公園米里線ほか 

 

（７）効果的な交通規制の推進    

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に

点検・見直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・

ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通

流の維持を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P22 

（９）自転車利

用環境の総合

的整備 

ア 安全で快

適な自転車利

用環境の整備 

 

ア 安全で快

適な自転車利

用環境の整備 

 

 

 

 

 

 

ア 安全で快

適な自転車利

用環境の整備 

速度規制については、最高速度規制が交通実態や道路交通環境にあっ

た合理的なものとなっているかどうかの観点から、点検・見直しを進め

る。 

駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でな

い場所を中心に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環

境、交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進する。 

信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやす

くするために、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押ボタン

式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進する。 

 

（８）自転車利用環境の総合的整備  

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成28年７月、国土

交通省・警察庁）に基づき、自転車道及び暫定形態による車道混在（矢

羽根型路面表示等）の整備を推進する。 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

「自転車活用推進法」第10条の規定に基づく都道府県自転車活用推進

計画として策定された「第２期北海道自転車利活用推進計画（令和３年

３月策定）」の趣旨に基づき、自転車専用道路等の整備や安全で快適な自

転車利用環境創出ガイドライン（平成28年７月改定、国土交通省・警察

庁）を踏まえ、市町村や関係機関と連携し、暫定形態による車道混在（矢

羽根型路面表示等）などの整備を推進する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

自転車の良好な通行環境を実現するため、自転車歩道通行可・自転車

横断帯等の交通規制の見直しを推進する。 

速度規制については、最高速度規制が交通実態や道路交通環境にあっ

た合理的なものとなっているかどうかの観点から、点検・見直しを進め

る。 

駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でな

い場所を中心に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環

境、交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進する。 

信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやす

くするために、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押ボタン

式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進する。 

 

（８）自転車利用環境の総合的整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成28年７月、国土

交通省・警察庁）に基づき、自転車道及び暫定形態による車道混在（矢

羽根型路面表示等）の整備を推進する。 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

「自転車活用推進法」第10条の規定に基づく都道府県自転車活用推進

計画として策定された「第２期北海道自転車利活用推進計画（令和３年

３月策定）」の趣旨に基づき、自転車専用道路等の整備や安全で快適な自

転車利用環境創出ガイドライン（平成28年7月改定、国土交通省・警察庁）

を踏まえ、市町村や関係機関と連携し、暫定形態による車道混在（矢羽

根型路面表示等）などの整備を推進する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

自転車の良好な通行環境を実現するため、自転車歩道通行可・自転車

横断帯等の交通規制の見直しを推進する。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

ア 安全で快

適な自転車利

用環境の整備 

 

 

 

 

 

 

P23 

エ ＥＴＣ2.0

の展開 

 

 

 

 

 

P25 

ア 道路交通

情報通信シス

テムの整備 

 

イ 新交通管

理システムの

推進 

 

 

 

 

［札幌市（建設局総務部自転車対策担当課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

平成30年３月に策定した「札幌都心部 自転車通行位置の明確化の取り

組み」に基づき、車道混在（矢羽根型路面表示等）の整備を推進しており、

今後は都心部以外の自転車乗り入れ台数や自転車関連事故件数の多い駅

周辺においても整備を拡大することで、市内の自転車ネットワークを拡充

し、歩行者、自転車及び自動車の安全で快適な通行環境の実現を図る。 

 

（９）高度道路交通システムの活用    

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ ＥＴＣ2.0の展開 

ＥＴＣ の通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0サービスの普及・促進を

官民一体となって展開していく。ＥＴＣ2.0対応カーナビ及びＥＴＣ2.0

車載器により、ＥＴＣに加え、渋滞回避支援、安全運転支援、災害時の支

援といった情報提供サービスを提供する。また、商用車の運行管理支援な

どを今後展開する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道路交通情報通信システムの整備 

安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋滞情報、所

要時間、規制情報等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳ の整備を推進す

るとともに、高精度な情報提供の充実を図る。 

 

○ 新交通管理システムの推進 

最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビ

ーコンの機能を活用してＵＴＭＳの整備を行うことにより、ＩＴＳ を推

進する。 

 

○ 交通事故防止のための運転支援システムの推進          

 

［札幌市（建設局総務部自転車対策担当課）］ 

○ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

平成30年３月に策定した「札幌都心部 自転車通行位置の明確化の取り

組み」に基づき、車道混在（矢羽根型路面表示等）の整備を推進し、歩行

者、自転車及び自動車の安全で快適な通行環境の実現を図る。 

 

 

 

（９）高度道路交通システムの活用    

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ ＥＴＣ2.0の展開 

ＥＴＣ の通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0 サービスの普及・促進を

官民一体となって展開していく。ＥＴＣ2.0対応カーナビ及びＥＴＣ2.0

車載器により、ＥＴＣに加え、渋滞回避支援、安全運転支援、災害時の支

援といった情報提供サービスを提供する。また、商用車の運行管理支援な

どを今後展開する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道路交通情報通信システムの整備 

安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋滞情報、所

要時間、規制情報等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳ の整備を推進す

るとともに、高精度な情報提供の充実を図る。 

 

○ 新交通管理システムの推進 

最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビ

ーコンの機能を活用してＵＴＭＳの整備を行うことにより、ＩＴＳを推

進する。 

 

○ 交通事故防止のための運転支援システムの推進 

 

 

 

 

 

整備内容の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

ウ 交通事故

防止のための

運転支援シス

テムの推進 

 

P23 

エ ＥＴＣ2.0

の展開 

 

P24 

(11)交通需要

マネジメント

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転者に対し、信号灯火に関する情報等を提供することで注意を促し、

ゆとりある運転が可能となる環境を作り出すことによって、交通事故の

防止を図るため信号情報活用運転支援システム（ＴＳＰＳ ）の整備を推

進する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ ＥＴＣの通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0の活用によるスマートウ

ェイの推進を展開する。 

 

（10）交通需要マネジメントの推進  

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 都市部における交通の円滑化 

依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るこ

とによる交通安全の推進に資するため、広報・啓発活動を積極的に行う

など、ＴＤＭ の定着・推進に加え、バイパス・環状道路の整備や交差点

改良等の交通容量拡大等を推進する。 

 

［北海道運輸局（交通政策部交通企画課、環境・物流課）］ 

○ モビリティ・マネジメント(MM)の推進 

運輸部門からのCO2排出量に占める自家用乗用車の割合は、45.7%(2020

年度) であり、自家用自動車からCO2排出量の少ない交通モード等への転

換が求められている。過度に自動車に依存するライフスタイルから電車・

バスなどの公共交通の利用や徒歩・自転車など、環境に配慮した交通行動

への自発的な転換を促す「モビリティ・マネジメント(MM)」の取組を推進

する。 

 

○ 地域公共交通の活性化 

人口減少、少子高齢化が加速度的に進展することにより、公共交通事

業をとりまく環境が年々厳しさを増している中、特に地方部においては、

公共交通機関の輸送人員の減少により、公共交通ネットワークの縮小や

運転者に対し、信号灯火に関する情報等を提供することで注意を促し、

ゆとりある運転が可能となる環境を作り出すことによって、交通事故の

防止を図るため信号情報活用運転支援システム（ＴＳＰＳ ）の整備を推

進する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ ＥＴＣの通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0の活用によるスマートウ

ェイの推進を展開する。 

 

（10）交通需要マネジメントの推進 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 都市部における交通の円滑化 

依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るこ

とによる交通安全の推進に資するため、広報・啓発活動を積極的に行う

など、ＴＤＭ の定着・推進に加え、バイパス・環状道路の整備や交差点

改良等の交通容量拡大等を推進する。 

 

［北海道運輸局（交通政策部交通企画課、環境・物流課）］ 

○ モビリティ・マネジメント(MM)の推進 

運輸部門からのCO2排出量に占める自家用乗用車の割合は、39.0%(1990

年度)から45.9%(2019年度)へと上昇しており、自家用自動車からCO2排出

量の少ない交通モード等への転換が求められていることから、過度に自

動車に依存するライフスタイルから電車・バスなどの公共交通の利用や

徒歩・自転車など、環境に配慮した交通行動への自発的な転換を促す「モ

ビリティ・マネジメント(MM)」の取組を推進する。 

 

○ 地域公共交通の活性化 

人口減少、少子高齢化が加速度的に進展することにより、公共交通事

業をとりまく環境が年々厳しさを増している中、特に地方部においては、

公共交通機関の輸送人員の減少により、公共交通ネットワークの縮小や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス水準の一層の低下が懸念されている。その一方で、人口減少社

会において地域の活力を維持、強化するためには、コンパクトなまちづ

くりと連携して、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えの

下、地域公共交通ネットワークを確保することが重要であることから、

地方公共団体を中心とした地域公共交通計画等の作成を通じた持続可能

な地域公共交通ネットワークの形成（再構築）を図る取組を支援する。 

 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

地域の多様な関係者が協働した、地域の公共交通の確保・維持、利便

性の向上等の取組や、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実

現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組を

支援する。 

 

［北海道（総合政策部交通政策局交通企画課、地域創生局地域政策課）］ 

○ 公共交通機関利用の促進 

ア 地域の暮らしや産業経済を支える交通ネットワークの実施に向け

た施策の推進 

道では、平成30年３月、本道の交通が進むべき方向性を示す「北海

道交通政策総合指針」を策定したところであり、今後は、本指針に基

づき、環境変化に的確に対応しながら、本道の更なる発展を支える交

通ネットワークの実現に向け、交通事業者はもとより、行政、関係団

体、道民の皆様など、関係者が一体となった取組を展開していく。 

 

イ 地方バス路線などの確保 

① 生活バス路線の確保 

道内のバス路線は、過疎化や自家用車の普及などにより、利用者

が減少傾向で推移しており、厳しい状況が続いている。このため、乗

合バス路線の運行経費のほか、廃止されたバス路線を市町村等が代

替して運行する経費等について助成を行い、地域住民にとって必要

不可欠な生活バス路線の確保を図る。 

サービス水準の一層の低下が懸念されている。その一方で、人口減少社

会において地域の活力を維持、強化するためには、コンパクトなまちづ

くりと連携して、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えの

下、地域公共交通ネットワークを確保することが重要であることから、

地方公共団体を中心とした地域公共交通計画等の作成を通じた持続可能

な地域公共交通ネットワークの形成（再構築）を図る取組を支援する。 

 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

地域の多様な関係者が協働した、地域の公共交通の確保・維持、利便

性の向上等の取組や、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実

現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組を

支援する。 

 

［北海道（総合政策部交通政策局交通企画課、地域創生局地域政策課）］ 

○ 公共交通機関利用の促進 

ア 地域の暮らしや産業経済を支える交通ネットワークの実施に向け

た施策の推進 

道では、平成30年３月、本道の交通が進むべき方向性を示す「北海

道交通政策総合指針」を策定したところであり、今後は、本指針に基

づき、環境変化に的確に対応しながら、本道の更なる発展を支える交

通ネットワークの実現に向け、交通事業者はもとより、行政、関係団

体、道民の皆様など、関係者が一体となった取組を展開していく。 

 

イ 地方バス路線などの確保 

① 生活バス路線の確保 

道内のバス路線は、過疎化や自家用車の普及などにより、利用者

が減少傾向で推移しており、厳しい状況が続いている。このため、乗

合バス路線の運行経費のほか、廃止されたバス路線を市町村等が代

替して運行する経費等について助成を行い、地域住民にとって必要

不可欠な生活バス路線の確保を図る。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔地域間幹線系統確保維持事業費補助金・生活交通路線維持対策事業〕 

令和５年度予算額   1,343,165千円 

 

○生活交通路線維持対策事業費補助金 計画内容 

事業名 事業内容 

地域間幹線系統確保維持事業 24事業者 146路線 

生活交通路線維持対策事業 

 広域生活交通路線維持費 17事業者 62路線 

 市町村生活バス路線運行費 13市町村 33路線 

 4事業者 11路線 

 （対象期間：R4.10.1～R5.9.30） 

 

○地域間幹線系統車両減価償却費等補助金計画内容〔令和５年

度を初年度とする計画〕 

事業名 事業内容 

地域間幹線系統車両減価償却費

等補助事業 

１事業者 

 

 

② バス利用の促進 

ノンステップバスの導入など高齢者等の移動の利便性及び安全性

の向上に資する事業等に対し助成を行い、バス利用の促進を図る。 

〔バス利用促進等総合対策事業費補助金〕 

令和５年度予算額 700千円 

○バス利用促進等総合対策事業費補助金 計画内容 

事業名 事業内容 

ノンステップバ

ス等導入事業 

高齢者、障がい者等の公共交通機関を

利用した移動の利便性及び安全性の

向上を図る。 
 

 

〔地域間幹線系統確保維持事業費補助金・生活交通路線維持対策事業〕 

令和４年度予算額   1,349,671千円 

 

○生活交通路線維持対策事業費補助金 計画内容 

事業名 事業内容 

地域間幹線系統確保維持事業 24事業者  146路線 

生活交通路線維持対策事業 

 広域生活交通路線維持費 17事業者  59路線 

 市町村生活バス路線運行費 13市町村  31路線 

 4事業者  12路線 

 （対象期間： R3.10.1～R4.9.30） 

 

○地域間幹線系統車両減価償却費等補助金計画内容〔令和４年

度を初年度とする計画〕 

事業名 事業内容 

地域間幹線系統車両減価償却費

等補助事業 

１事業者 

 

 

② バス利用の促進 

ノンステップバスの導入など高齢者等の移動の利便性及び安全性

の向上に資する事業等に対し助成を行い、バス利用の促進を図る。 

〔バス利用促進等総合対策事業費補助金〕 

令和４年度予算額   700千円 

○バス利用促進等総合対策事業費補助金 計画内容 

事業名 事業内容 

ノンステップバ

ス等導入事業 

高齢者、障がい者等の公共交通機関を

利用した移動の利便性及び安全性の

向上を図る。 
 

 

 

 

事業費等の

修正 
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P24 

ア 災害に備

えた道路の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 集落維持・活性化に資する地域交通確保等に向けた取組への支援 

市町村等と連携し、集落の維持・活性化に向けたデマンド交通の導

入など、地域の実情に応じ、通院や買い物など日常生活を支える交通サ

ービスの整備を促進する。 

〔地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）参考：令和４年度実

績〕 

事業名 事業費 

集落デマンド交通導入事業 7,800千円 ４団体 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 都市部における交通の円滑化 

都市部における道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るた

め、交通管制の高度化を図るなど、交通管制システムを効果的に整備す

る。 

 

（11）災害に備えた道路交通環境の整備   

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 災害に備えた道路の整備 

地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で安

心な生活を支える道路交通の確保を図る。 

地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路

ネットワークを確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を

推進する。 

また、豪雨・豪雪時等においても、安全・安心で信頼性の高い道路ネ

ットワークを確保するため、道路斜面等の防災対策や災害のおそれのあ

る区間を回避・代替する道路の整備を推進する。 

津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、道路利用者

への早期情報提供、津波被害発生時においても緊急輸送道路を確保する

ため、津波浸水区域を回避する高規格幹線道路等の整備を推進する。 

 

ウ 集落維持・活性化に資する地域交通確保等に向けた取組への支援 

市町村等と連携し、集落の維持・活性化に向けたデマンド交通の導

入など、地域の実情に応じ、通院や買い物など日常生活を支える交通サ

ービスの整備を促進する。 

〔地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）参考：令和３年度実

績〕 

事業名 事業費 

集落デマンド交通導入事業 9,500千円 ５団体 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 都市部における交通の円滑化 

都市部における道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るた

め、交通管制の高度化を図るなど、交通管制システムを効果的に整備す

る。 

 

（11）災害に備えた道路交通環境の整備   

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 災害に備えた道路の整備 

地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で安

心な生活を支える道路交通の確保を図る。 

地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路

ネットワークを確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を

推進する。 

また、豪雨・豪雪時等においても、安全・安心で信頼性の高い道路ネ

ットワークを確保するため、道路斜面等の防災対策や災害のおそれのあ

る区間を回避・代替する道路の整備を推進する。 

津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、道路利用者

への早期情報提供、津波被害発生時においても緊急輸送道路を確保する

ため、津波浸水区域を回避する高規格幹線道路等の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費等の

修正 
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P24 

ア 災害に備

えた道路の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P25 

イ 災害に強

い交通安全施

設等の整備 

 

 

 

 

 

区分 実施箇所 

橋梁の耐震補強 国道240号 富士見橋 ほか 

防災対策 国道40号 天塩防災 ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 災害に備えた道路の整備 

地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で安

心な生活を支える道路交通の確保や、地震発生時の応急活動を迅速かつ

安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、緊急

輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進する。また、豪雨、豪雪時等に

おいても、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、

道路斜面等の防災対策や災害のおそれのある区間について対策を推進

する。 

津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、緊急輸送道

路の確保及び避難路の整備を推進する。 

区分 実施箇所 

橋梁の耐震補強 主要道道…根室半島線 引臼橋 ほか 

災害防除 主要道道…礼文島線ほか 

 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 災害に強い交通安全施設等の整備 

   地震等の災害が発生した場合において、安全で円滑な道路交通を確保

するため、光ビーコン、交通情報板等の交通安全施設の整備や通行止め

等の交通規制を迅速かつ効果的に実施するための交通規制資機材の整

備を推進する。 

あわせて、災害発生時の停電による信号機の機能停止を防止する信号

機電源付加装置が正常に作動するよう適切に更新を行うとともに、老朽

化した信号機、道路標識・標示など計画的な更新を推進する。 

 

区分 実施箇所 

橋梁の耐震補強 国道38号 釧路大橋 ほか 

防災対策 国道40号 天塩防災 ほか 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 災害に備えた道路の整備 

地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で安

心な生活を支える道路交通の確保や、地震発生時の応急活動を迅速かつ

安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、緊急

輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進する。また、豪雨、豪雪時等に

おいても、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、

道路斜面等の防災対策や災害のおそれのある区間について対策を推進す

る。 

津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、緊急輸送道

路の確保及び避難路の整備を推進する。 

区分 実施箇所 

橋梁の耐震補強 一般道道…問寒別停車場下国府線 新問寒

別大橋 ほか 

災害防除 主要道道…礼文島線ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 災害に強い交通安全施設等の整備 

地震等の災害が発生した場合において、安全で円滑な道路交通を確保

するため、光ビーコン、交通情報板等の交通安全施設の整備や通行止め

等の交通規制を迅速かつ効果的に実施するための交通規制資機材の整備

を推進する。 

あわせて、災害発生時の停電による信号機の機能停止を防止する信号

機電源付加装置が正常に作動するよう適切に更新を行うとともに、老朽

化した信号機、道路標識・標示など計画的な更新を推進する。 

 

 

実施箇所の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

ウ 災害発生

時における交

通規制 

 

 

 

エ 災害発生

時における情

報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

P25 

(13)総合的な

駐車対策の推

進 

P26 

オ ハード・ソ

フト一体とな

った駐車対策

推進 

 

ア きめ細か

な駐車規制の

推進 

 

 

○ 災害発生時における交通規制 

災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

被害状況を把握した上で、必要に応じ、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）の規定に基づく通行禁止等必要な交通規制を迅速かつ的確に実

施する。 

 

○ 災害発生時における情報提供の充実  

災害発生時において、災害の状況や交通規制等に関する情報を

的確に提供する。  

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 災害発生時において、高速道路の被災状況や道路交通状況を迅速、的

確に収集・分析・提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び

お客さま等への道路交通情報の提供を実施する。 

 

（12）総合的な駐車対策の推進  

［北海道（建設部まちづくり局都市計画課）］ 

○ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

ア 駐車場の整備に関する基本方針、駐車場の整備の目標年次及び目標

量を定める駐車場整備計画の策定を推進する。 

イ 大規模な建築物に対し駐車場の整備を義務づける附置義務条例の制

定を促進させるとともに、各種補助制度や融資制度を活用した駐車場

整備に配慮する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、交通部交通指導課）］ 

○ きめ細かな駐車規制の推進 

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直

しを実施するとともに、物流の必要性に配慮し、地域の交通実態に応じ

た規制の緩和を行うなど、きめ細やかな駐車規制を推進する。 

 

○ 災害発生時における交通規制 

災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

被害状況を把握した上で、必要に応じ、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）の規定に基づく通行禁止等必要な交通規制を迅速かつ的確に実

施する。 

 

○ 災害発生時における情報提供の充実  

災害発生時において、災害の状況や交通規制等に関する情報

を的確に提供する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 災害発生時において、高速道路の被災状況や道路交通状況を迅速、的

確に収集・分析・提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び

お客さま等への道路交通情報の提供を実施する。 

 

（12）総合的な駐車対策の推進 

［北海道（建設部まちづくり局都市計画課）］ 

○ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

ア 駐車場の整備に関する基本方針、駐車場の整備の目標年次及び目標

量を定める駐車場整備計画の策定を推進する。 

イ 大規模な建築物に対し駐車場の整備を義務づける附置義務条例の制

定を促進させるとともに、各種補助制度や融資制度を活用した駐車場

整備に配慮する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課、交通部交通指導課）］ 

○ きめ細かな駐車規制の推進 

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直

しを実施するとともに、物流の必要性に配慮し、地域の交通実態に応じ

た規制の緩和を行うなど、きめ細やかな駐車規制を推進する。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

イ 違法駐車

対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

P26 

エ 違法駐車

を排除しよう

とする機運の

醸成・高揚 

 

P26 

オ ハード・ソ

フト一体とな

った駐車対策

推進 

 

 

P26 

エ 違法駐車

を排除しよう

とする気運の

情勢・高揚 

 

(14)道路交通

情報の充実 

○ 違法駐車対策の推進 

違法駐車の取締りについては、地域の駐車実態、地域住民の意見・要

望等に即した駐車監視員の取締活動ガイドラインを策定・公表し、当該

ガイドラインに基づき、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置

いた取締りを推進する。 

また、放置違反金制度による使用者責任の追及、保管場所としての道

路使用や車庫飛ばし事件等の自動車の保管場所の確保等に関する法律違

反を検挙することにより、良好な駐車秩序の確立を図る。 

 

○ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、道民への広報・

啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な連携を図り、地域

交通安全活動推進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を得

ながら違法駐車排除気運の醸成・高揚を図る。 

 

○ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域

の駐車管理構想を見直し、自治会、地元商店街等地域の意見・要望を十

分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利用者や関係事業者等による

自主的な取組の促進、違法駐車の取締り、積極的な広報・啓発活動等ハ

ード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推進する。 

 

［札幌市（市民文化局地域振興部区政課）］ 

○ 違法駐車防止を呼びかける広報啓発活動を始め、各地域で市民参加の

違法駐車防止パトロールなどを行っている関係機関・団体と連携し、違

法駐車等防止のための気運の醸成・高揚に努める。 

 

（13）道路交通情報の充実  

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 

○ 違法駐車対策の推進 

違法駐車の取締りについては、地域の駐車実態、地域住民の意見・要

望等に即した駐車監視員の取締活動ガイドラインを策定・公表し、当該

ガイドラインに基づき、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置

いた取締りを推進する。 

また、放置違反金制度による使用者責任の追及、保管場所としての道

路使用や車庫飛ばし事件等の自動車の保管場所の確保等に関する法律

違反を検挙することにより、良好な駐車秩序の確立を図る。 

 

○ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、道民への広報・

啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な連携を図り、地域

交通安全活動推進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を得

ながら違法駐車排除気運の醸成・高揚を図る。 

 

○ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域

の駐車管理構想を見直し、自治会、地元商店街等地域の意見・要望を十

分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利用者や関係事業者等による

自主的な取組の促進、違法駐車の取締り、積極的な広報・啓発活動等ハ

ード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推進する。 

 

［札幌市（市民文化局地域振興部区政課）］ 

○ 違法駐車防止を呼びかける広報啓発活動を始め、各地域で市民参加の

違法駐車防止パトロールなどを行っている関係機関・団体と連携し、違

法駐車等防止のための気運の醸成・高揚に努める。 

 

（13）道路交通情報の充実 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P27 

ウ 分かりや

すい道路交通

環境の確保 

 

 

 

 

ウ 分かりや

すい道路交通

環境の確保 

 

 

 

 

 

 

P26 

ア 情報収集・

提供体制の充

実 

 

P27 

イ ITSを活用

した道路交通

情報の高度化 

 

ウ 分かりや

すい道路交通

環境の確保 

主要な幹線道路の交差点及び交差点付近等において、案内標識の英語

表記改善、道路情報板の英語表記等の推進により、国際化の進展への対

応に努める。 

また、高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せて路線番号を案

内する「ナンバリング」を導入することにより、訪日外国人をはじめ、

全ての利用者にわかりやすい道案内を推進する。 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 

主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、路線番号の追記や

英語表記改善等を実施した案内標識の設置を推進し、国際化の進展への

対応に努める。 

また、高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せて路線番号を案

内する「ナンバリング」を導入することにより、訪日外国人をはじめ、

全ての利用者にわかりやすい道案内を推進する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 情報収集・提供体制の充実 

多様化する道路利用者のニーズに応えて道路利用者に対し必要な道路

交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するた

め、交通情報板、光ビーコン等の整備による情報収集・提供体制の充実

を図るとともに、交通管制システムの充実・高度化を図る。 

 

○ ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化  

ＩＴＳの一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供する

ＶＩＣＳ等の整備を図る。 

 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 

道路利用者に対して分かりやすい交通規制を実施するために道路標識

の高輝度化等を推進する。 

主要な幹線道路の交差点及び交差点付近等において、案内標識の英語

表記改善、道路情報板の英語表記等の推進により、国際化の進展への対

応に努める。 

また、高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せて路線番号を案

内する「ナンバリング」を導入することにより、訪日外国人をはじめ、

全ての利用者にわかりやすい道案内を推進する。 

 

［北海道（建設部土木局道路課）］ 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 

主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、路線番号の追記や

英語表記改善等を実施した案内標識の設置を推進し、国際化の進展への

対応に努める。 

また、高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せて路線番号を案

内する「ナンバリング」を導入することにより、訪日外国人をはじめ、

全ての利用者にわかりやすい道案内を推進する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 情報収集・提供体制の充実 

多様化する道路利用者のニーズに応えて道路利用者に対し必要な道路

交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するた

め、交通情報板、光ビーコン等の整備による情報収集・提供体制の充実

を図るとともに、交通管制システムの充実・高度化を図る。 

 

○ ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化  

ＩＴＳの一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供する

ＶＩＣＳ等の整備を図る。 

 

○ 分かりやすい道路交通環境の確保 

道路利用者に対して分かりやすい交通規制を実施するために道路標識

の高輝度化等を推進する。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

P26 

ア 情報収集・

提供体制の充

実 

 

 

 

P27 

イ ITSを活用

した道路交通

情報の高度化 

 

P27 

(15)交通安全

に寄与する道

路交通環境の

整備 

ア 道路の使

用及び占有の

適正化 

イ 休憩施設

等の整備の推

進 

 

 

エ 道路法に

基づく通行の

禁止又は制限 

 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 情報収集・提供体制の充実 

多様化するお客さま等のニーズにこたえてお客さま等に対し必要な道

路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保する

ため、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板、道路情報提供装置等

の整備による情報収集・提供体制の充実を図る。 

 

○ ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化 

ＩＴＳの一環として、お客さま等に渋滞状況等の道路交通情報を提供

するインターネットによる道路情報提供や道路交通情報通信システム

（ＶＩＣＳ）等を整備する。 

 

（14）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 道路の使用及び占用の適正化等 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たって

は、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適

正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適

正化について指導する。 

 

○ 休憩施設等の整備の推進 

過労運転に伴う交通事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応し

て、都市間の一般道路において追越しのための付加車線や「道の駅」等

の休憩施設等の整備を積極的に推進する。 

 

○ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、

欠壊又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路

に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には、道路法（昭和

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 情報収集・提供体制の充実 

多様化するお客さま等のニーズにこたえてお客さま等に対し必要な道

路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保する

ため、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板、道路情報提供装置等

の整備による情報収集・提供体制の充実を図る。 

 

○ ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化 

ＩＴＳの一環として、お客さま等に渋滞状況等の道路交通情報を提供

するインターネットによる道路情報提供や道路交通情報通信システム

（ＶＩＣＳ）等を整備する。 

 

（14）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 道路の使用及び占用の適正化等 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たって

は、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適

正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適

正化について指導する。 

 

○ 休憩施設等の整備の推進 

過労運転に伴う交通事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応し

て、都市間の一般道路において追越しのための付加車線や「道の駅」等

の休憩施設等の整備を積極的に推進する。 

 

○ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、

欠壊又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路

に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には、道路法（昭和
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ア 道路の使

用及び占有の

適正化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27年法律第180号）に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。

また、道路との関係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高限

度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止するため、指

導取締りの推進を図る。 

 

［北海道（建設部建設政策局維持管理防災課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 道路の使用及び占用の適正化等 

ア 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっ

ては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため

に適正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管

理の適正化について指導する。 

 

イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強

力な指導取締りによりその排除を行い、特に市街地について重点的に

その是正を実施する。 

さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民

をはじめ道路利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用

等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、

「道路ふれあい月間」等を中心に道路の愛護思想の普及を図る。 

なお、道路工事調整等を効果的に行うため、図面を基礎として、デ

ジタル地図を活用し、データ処理を行うコンピュータ・マッピング・シ

ステムの更なる充実及び活用の拡大を図る。 

 

ウ 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工

事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 

さらに、掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推

進する。 

27年法律第180号）に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。

また、道路との関係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高限

度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止するため、指

導取締りの推進を図る。 

 

［北海道（建設部建設政策局維持管理防災課、まちづくり局都市環境課）］ 

○ 道路の使用及び占用の適正化等 

ア 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっ

ては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため

に適正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管

理の適正化について指導する。 

 

イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強

力な指導取締りによりその排除を行い、特に市街地について重点的に

その是正を実施する。 

さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民

をはじめ道路利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用

等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、

「道路ふれあい月間」等を中心に道路の愛護思想の普及を図る。 

なお、道路工事調整等を効果的に行うため、図面を基礎として、デ

ジタル地図を活用し、データ処理を行うコンピュータ・マッピング・シ

ステムの更なる充実及び活用の拡大を図る。 

 

ウ 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工

事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 

さらに、掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推

進する。 
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P27 

ウ 子供の遊

び場等の確保 

 

 

 

 

 

 

 

P27 

ア 道路の使

用及び占有の

適正化等 

 

 

 

 

 

 

 

P28 

(16)冬季道路

交通環境の整

備 

ア 人優先の

安全・安心な歩

行空間の整備 

 

 

○ 子供の遊び場等の確保 

子供の遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の防止に資

するとともに、都市における良好な生活環境づくり等を図るため、社会

資本整備重点計画等に基づき、住区基幹公園、都市基幹公園の整備を推

進する。 

区分 実施箇所 

住区基幹公園 緑陽東公園（音更町）ほか 

都市基幹公園 東光スポーツ公園（旭川市）ほか 

 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道路使用の適正化等 

道路使用の許可に当たっては、道路環境、交通量、交通規制等の諸条

件を総合的に勘案し、道路における危険の防止及び交通の安全と円滑の

確保とともに、許可申請に係る行為の公益性にも十分配慮した適正な運

用に努める。 

特に、地域活性化等を目的とする行事、映画ロケーション等に伴う道

路使用の許可に当たっては、適切な助言、情報提供を行うほか、交通へ

の影響、地域住民、道路利用者等の合意形成の状況等を総合的に判断し、

より弾力的かつ透明性の高い運用を行う。 

 

（15）冬季道路交通環境の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

冬季の歩行者の安全・安心で快適な通行のため、除雪等による歩行空

間の確保に努める。 

特に、中心市街地や公共施設周辺、通学路等をはじめ歩行者の安全確

保の必要性が高い区間等について、冬季の安全で快適な歩行空間を確保

するため、積雪による歩道幅員の減少や凍結による転倒の危険等冬季特

 

○ 子供の遊び場等の確保 

子供の遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の防止に資

するとともに、都市における良好な生活環境づくり等を図るため、社会

資本整備重点計画等に基づき、住区基幹公園、都市基幹公園の整備を推

進する。 

区分 実施箇所 

住区基幹公園 若葉公園（音更町）ほか 

都市基幹公園 東光スポーツ公園（旭川市）ほか 

その他の公園 東の里遊水池（北広島市）ほか 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道路使用の適正化等 

道路使用の許可に当たっては、道路環境、交通量、交通規制等の諸条

件を総合的に勘案し、道路における危険の防止及び交通の安全と円滑の

確保とともに、許可申請に係る行為の公益性にも十分配慮した適正な運

用に努める。 

特に、地域活性化等を目的とする行事、映画ロケーション等に伴う道

路使用の許可に当たっては、適切な助言、情報提供を行うほか、交通へ

の影響、地域住民、道路利用者等の合意形成の状況等を総合的に判断し、

より弾力的かつ透明性の高い運用を行う。 

 

（15）冬季道路交通環境の整備 

［北海道開発局（建設部道路維持課）］ 

○ 人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

冬季の歩行者の安全・安心で快適な通行のため、除雪等による歩行空

間の確保に努める。 

特に、中心市街地や公共施設周辺、通学路等をはじめ歩行者の安全確

保の必要性が高い区間等について、冬季の安全で快適な歩行空間を確保

するため、積雪による歩道幅員の減少や凍結による転倒の危険等冬季特

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 
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イ 幹線道路

における冬季

交通安全対策

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

P28 

ウ 地域に応

じた安全の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人優先の

安全・安心な歩

行空間の整備 

 

 

有の障害に対し、歩道除雪や防滑砂の散布等その重点的な実施に努める。 

 

○ 幹線道路における冬季交通安全対策の推進 

安全かつ円滑・快適な冬季交通を確保するため、一般道路の新設・改

築に当たっては、冬季交通にかかる交通安全施設についても併せて整備

することとし、防雪柵又は防雪林、視線誘導標、雪崩予防柵等の防雪対

策や、堆雪が交通障害とならないよう堆雪幅を確保する拡幅整備等に努

める。 

区分 施工箇所 

防雪柵 国道232号…天塩町ほか 

防雪林 国道44号…根室市ほか 

雪崩予防柵 国道277号…八雲町ほか 

 

○ 地域に応じた安全の確保 

交通の安全は、地域に根ざした課題であることから、沿道の地域の人々

のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、冬季における地

域の気象や交通特性に応じた道路交通環境の整備を行う。 

また、積雪寒冷特別地域である北海道においては、冬季の安全な道路

交通を確保するため、積雪・凍結路面対策として除雪や凍結防止剤散布

を実施する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、気象、路面状況等を収

集し、道路利用者に提供する道路情報提供装置等の充実を図る。 

除雪延長：車道6,855km 

 

［北海道（建設部建設政策局維持管理防災課）］ 

○ 冬季の安全な道路交通の確保 

  冬季の安全な道路交通を確保するため、冬季積雪・路面凍結対策とし

て、道路除排雪の実施及び交差点、坂道、スリップ事故多発箇所を中心

とする凍結防止剤や滑り止め材等の効果的な散布による冬季路面管理に

努める。 

有の障害に対し、歩道除雪や防滑砂の散布等その重点的な実施に努める。 

 

○ 幹線道路における冬季交通安全対策の推進 

安全かつ円滑・快適な冬期交通を確保するため、一般道路の新設・改

築に当たっては、冬期交通にかかる交通安全施設についても併せて整備

することとし、防雪柵又は防雪林、視線誘導標、雪崩予防柵等の防雪対

策や、堆雪が交通障害とならないよう堆雪幅を確保する拡幅整備等に努

める。 

区分 施工箇所 

防雪柵 国道232号…遠別町ほか 

防雪林 国道44号…根室市ほか 

雪崩予防柵 国道277号…八雲町ほか 

 

○ 地域に応じた安全の確保 

交通の安全は、地域に根ざした課題であることから、沿道の地域の人々

のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、冬季における地

域の気象や交通特性に応じた道路交通環境の整備を行う。 

また、積雪寒冷特別地域である北海道においては、冬季の安全な道路

交通を確保するため、積雪・凍結路面対策として除雪や凍結防止剤散布

を実施する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、気象、路面状況等を収

集し、道路利用者に提供する道路情報提供装置等の充実を図る。 

除雪延長：車道6,854 km 

 

［北海道（建設部建設政策局維持管理防災課）］ 

○ 冬季の安全な道路交通の確保 

冬季の安全な道路交通を確保するため、冬季積雪・路面凍結対策とし

て、道路除排雪の実施及び交差点、坂道、スリップ事故多発箇所を中心

とする凍結防止剤や滑り止め材等の効果的な散布による冬季路面管理に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業量の修

正 
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P28 

イ 幹線道路

における冬季

交通安全対策

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人優先の

安全・安心な歩

行空間の整備 

 

 

 

 

 

 

 

また、歩行者の安全・安心な通行のため、除雪等による歩行空間の確

保に努める。 

   ［除雪延長（令和４年度）］ 

区分 実施計画 

車道 10,344 km 

歩道  2,529 km 

 

○ 幹線道路における冬季交通安全対策の推進 

安全かつ円滑・快適な冬季交通を確保するため、一般道路の新設・改

築にあたっては、必要に応じて、冬季交通に係る交通安全施設について

も併せて整備することとし、防雪柵、視線誘導標、雪崩予防柵等の防雪

対策や、堆雪が交通障害とならないよう堆雪幅を確保する拡幅整備等に

努める。 

区分 施工箇所 

防雪柵 主要道道…江別奈井江線ほか 

雪崩予防柵 一般道道…忠別清水線ほか 

ロードヒーティング 主要道道…室蘭環状線ほか 

堆雪幅確保 一般道道…上問寒幌延停車場線 

  

［札幌市（建設局土木部雪対策室）］ 

○ 冬季の安全な道路交通を確保するため、冬季積雪・路面凍結対策とし

て、道路除排雪の実施、交差点や坂道、スリップ事故多発箇所を中心と

する凍結防止剤や滑り止め材等の効果的な散布による冬季路面管理の充

実及び、除雪等による歩行者が安全・安心に通行するための歩行空間確

保に努める。 

  ［除雪延長］ 

区分 令和４年度 

車道  5,453 km 

歩道  3,048 km 

 

また、歩行者の安全・安心な通行のため、除雪等による歩行空間の確

保に努める。 

   ［除雪延長（令和３年度）］ 

区分 実施計画 

車道 10,326 km 

歩道  2,535 km 

 

○ 幹線道路における冬季交通安全対策の推進 

安全かつ円滑・快適な冬季交通を確保するため、一般道路の新設・改

築にあたっては、必要に応じて、冬季交通に係る交通安全施設について

も併せて整備することとし、防雪柵、視線誘導標、雪崩予防柵等の防雪

対策や、堆雪が交通障害とならないよう堆雪幅を確保する拡幅整備等に

努める。 

区分 施工箇所 

防雪柵 主要道道…江別奈井江線ほか 

雪崩予防柵 主要道道…江差木古内線ほか 

ロードヒーティング 主要道道…室蘭環状線ほか 

堆雪幅確保 一般道道…上問寒幌延停車場線 

  

［札幌市（建設局土木部雪対策室）］ 

○ 冬季の安全な道路交通を確保するため、冬季積雪・路面凍結対策とし

て、道路除排雪の実施、交差点や坂道、スリップ事故多発箇所を中心と

する凍結防止剤や滑り止め材等の効果的な散布による冬季路面管理の充

実及び、除雪等による歩行者が安全・安心に通行するための歩行空間確

保に努める。 

〔除雪延長〕 

区分 令和３年度 

車道  5,450 km 

歩道  3,046 km 

 

 

 

 

 

事業量の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施箇所の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業量の修

正 
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P29 

（１）段階的か

つ体系的な交

通安全教育の

推進 

P32 

ク 外国人に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高速道路においては、冬季における安全でかつ円滑な交通確保のため

に次の３本柱を基本に各対策を実施する。 

ア 視程障害対策 吹雪・地吹雪による視界不良対策のため自

発光式視線誘導標や防雪柵等を整備する。 

イ 冬季路面対策 冬期間の気象変化に対しても極力交通を確

保するように、地域・気象特性及び道路の

特性に応じた効率的な雪氷作業等を実施す

る。 

ウ 交通安全啓発 ・ＳＮＳやラジオ等様々なメディアを通じ

て広報を実施する。 

・雪道に関する交通安全講習会、現地キャ

ンペーン、パンフレット等を活用し、お客

さま等をはじめ、より多くの方々へさら

なる交通安全意識の浸透を目指し、冬季

の交通安全対策を実施する。 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

［北海道運輸局（観光部観光企画課）］ 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

外国人観光客のレンタカー等を活用したドライブ観光促進を目的に、

行政機関やレンタカー事業者などで構成している「北海道外国人観光客

ドライブ観光促進連絡協議会」において、外国人観光客が安全・安心・

快適にドライブ観光を体験できるための環境整備を官民一体で推進す

る。 

なお、外国人観光客に対し、北海道の冬道の危険性や道内をドライブ

する場合の留意点、日本の交通ルール等に関する普及・啓発を図る。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高速道路においては、冬季における安全でかつ円滑な交通確保のため

に次の３本柱を基本に各対策を実施する。 

ア 視程障害対策 吹雪・地吹雪による視界不良対策のため自

発光式視線誘導標や防雪柵等を整備する。 

イ 冬季路面対策 冬期間の気象変化に対しても極力交通を確

保するように、地域・気象特性及び道路の

特性に応じた効率的な雪氷作業等を実施す

る。 

ウ 交通安全啓発 ・ＳＮＳやラジオ等様々なメディアを通じ

て広報を実施する。 

・雪道に関する交通安全講習会、現地キャ

ンペーン、パンフレット等を活用し、お客

さま等をはじめ、より多くの方々へさら

なる交通安全意識の浸透を目指し、冬季

の交通安全対策を実施する。 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

［北海道運輸局（観光部観光企画課）］ 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

外国人観光客のレンタカー等を活用したドライブ観光促進を目的に、

行政機関やレンタカー事業者などで構成している「北海道外国人観光客

ドライブ観光促進連絡協議会」において、外国人観光客が安全・安心・

快適にドライブ観光を体験できるための環境整備を官民一体で推進す

る。 

 

 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度

外国人観光

客の事故が

増加したた

め取組追加 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P29 

ア 幼児に対

する交通安全

教育の推進 

 

P31 

カ 高齢者に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

P32 

ク 外国人に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

P30 

イ 小学生に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

○ 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児が保護者と一緒に交通安全を学習する幼児交通安全クラブ（こぐ

まクラブ）の結成と育成を促進するため、結成(活動)の手引の作成・配

付等を行う。（公益社団法人北海道交通安全推進委員会補助事業） 

 

○ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

地域経済団体等（商店・事業所等）と連携し、高齢者への交通安全ひ

と声アドバイスを実施する「シルバーアドバイザーの店」の登録を推進

するほか、「高齢歩行者教育システム」及び「自転車シミュレーター」を

市町村等に貸し出し、市町村等はこれを活用した参加・体験・実践型の

講習を実施する。 

 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

道のホームページ内で、日本の道路標識や基本的な交通ルール・マナ

ー、冬道の運転などについて、日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語

で紹介する。 

〈ドライブ北海道 ～交通安全の基礎知識～〉 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/safety-drive/ 

 

〈ようこそ！～安全運転で北海道観光～〉 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/download.html

#welcome 

 

［北海道教育庁（学校教育局生徒指導・学校安全課、生涯学習推進局社会教

育課）］ 

○ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら、体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動

全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の安

全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について

○ 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児が保護者と一緒に交通安全を学習する幼児交通安全クラブ（こぐ

まクラブ）の結成と育成を促進するため、結成(活動)の手引の作成・配

付等を行う。（公益社団法人北海道交通安全推進委員会補助事業） 

 

○ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

地域経済団体等（商店・事業所等）と連携し、高齢者への交通安全ひ

と声アドバイスを実施する「シルバーアドバイザーの店」の登録を推進

するほか、「高齢歩行者教育システム」及び「自転車シミュレーター」を

市町村等に貸し出し、市町村等はこれを活用した参加・体験・実践型の

講習を実施する。 

 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

道のホームページ内で、日本の道路標識や基本的な交通ルール・マナ

ー、冬道の運転などについて、日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語

で紹介する。 

〔ドライブ北海道 ～交通安全の基礎知識～〕 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/safety-drive/ 

 

〔ようこそ！～安全運転で北海道観光～〕 

北海道庁インターネット放送局『Hokkai・Do・画』 

 

 

［北海道教育庁（学校教育局生徒指導・学校安全課、生涯学習推進局社会教

育課）］ 

○ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら、体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動

全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の安

全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレスに

置き換え 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

ウ 中学生に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

P30 

エ 高校生に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P31 

オ 成人に対

重点的に指導する。特に、歩行中に交通事故に遭う状況が低学年に最も

多く見られることから、小学校等と幼稚園、保育所等が連携した合同で

の交通安全教室等の開催など、小学校入学前の段階からの交通安全の取

組を推進する。 

 

○ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら、保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育

活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自動車

等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点

的に指導する。特に登下校中における交通事故が増加傾向にあり、とり

わけ、自転車運転中の事故が多いことから、改めて交通ルールの遵守や

生徒自らが危険を予測し回避する力を身に付けられるよう、警察等と連

携した体験型の交通安全教育の取組を推進する。 

 

○ 高校生に対する交通安全教育の推進 

高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら、保健体育、総合的な探究の時間、特別活動など学校の教育活動

全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予

測と回避、運転者の責任、応急手当等について理解を深めるとともに、

生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想されること

から、免許取得前の交通安全教育の充実を図る。 

高校生学校安全推

進事業 

全ての道立高等学校において、交通安全

宣言など生徒が自ら積極的に学ぶ啓発活

動を通して、生徒が自ら安全に行動し、

他の人や社会の安全に貢献できる資質・

能力の育成を図る。 

 

 

○ 成人に対する交通安全教育の推進 

重点的に指導する。特に、歩行中に交通事故に遭う状況が低学年に最も

多く見られることから、小学校等と幼稚園、保育所等が連携した合同で

の交通安全教室等の開催など、小学校入学前の段階からの交通安全の取

組を推進する。 

 

○ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら、保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育

活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自動車

等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点

的に指導する。特に登下校中における交通事故が増加傾向にあり、とり

わけ、自転車運転中の事故が多いことから、改めて交通ルールの遵守や

生徒自らが危険を予測し回避する力を身に付けられるよう、警察等と連

携した体験型の交通安全教育の取組を推進する。 

 

○ 高校生に対する交通安全教育の推進 

高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら、保健体育、総合的な探究の時間、特別活動など学校の教育活動

全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予

測と回避、運転者の責任、応急手当等について理解を深めるとともに、

生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想されること

から、免許取得前の交通安全教育の充実を図る。 

高校生学校安全推

進事業 

全ての道立高等学校において、体験型の

交通安全教室などの行事や、交通安全宣

言など生徒が自ら積極的に学ぶ啓発活動

を通して、生徒が自ら安全に行動し、他

の人や社会の安全に貢献できる資質・能

力の育成を図る。 

 

○ 成人に対する交通安全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道教育

推進計画の

交通安全に

係る指標の

変更を反映 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

する交通安全

教育の推進 

 

 

 

P29 

ア 幼児に対

する交通安全

教育の推進 

 

 

 

P30 

イ 小学生に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

ウ 中学生に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

エ 高校生に

対する交通安

交通安全に関する学習と実践については、少年団体、青年団体、女性

団体、ＰＴＡなどの社会教育関係団体等が実施する各種事業等のほか、

公民館等が行う学級、講座、講演会、集会などを通じて、その推進が図

られるよう奨励に努める。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対しては、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践す

る態度を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行する

ために必要な基本的な知識・技能を習得させるため、幼稚園、保育所、

認定こども園等と連携して、視聴覚教材等を活用した交通安全教育の実

施に努める。 

 

○ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対しては、歩行者及び自転車利用者として必要な技能・知識

を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避し

て安全に通行する意識及び能力を高めるため、小学校、ＰＴＡ等と連携

して、学校周辺の道路の具体的な危険箇所を取り上げ、関心を持たせる

工夫を凝らすなど、効果的な交通安全教育の実施に努める。特に、歩行

中の幼児及び児童の死傷者数は、小学校入学直後の小学校１年生が最も

多くなり、小学校２年生がこれに次ぐことから、こうした実態について

その保護者等への周知等にも留意する。 

 

○ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学生に対しては、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能・

知識を習得させるとともに、自己の安全だけではなく、他人の安全にも

配慮できるようにするため、中学校、ＰＴＡ等と連携した自転車安全教

室等の実施に努める。 

 

○ 高校生に対する交通安全教育の推進 

交通安全に関する学習と実践については、少年団体、青年団体、女性

団体、ＰＴＡなどの社会教育関係団体等が実施する各種事業等のほか、

公民館等が行う学級、講座、講演会、集会などを通じて、その推進が図

られるよう奨励に努める。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対しては、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践す

る態度を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行する

ために必要な基本的な知識・技能を習得させるため、幼稚園、保育所、

認定こども園等と連携して、視聴覚教材等を活用した交通安全教育の実

施に努める。 

 

○ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対しては、歩行者及び自転車利用者として必要な技能・知識

を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避し

て安全に通行する意識及び能力を高めるため、小学校、ＰＴＡ等と連携

して、学校周辺の道路の具体的な危険箇所を取り上げ、関心を持たせる

工夫を凝らすなど、効果的な交通安全教育の実施に努める。特に、歩行

中の幼児及び児童の死傷者数は、小学校入学直後の小学校１年生が最も

多くなり、小学校２年生がこれに次ぐことから、こうした実態について

その保護者等への周知等にも留意する。 

 

○ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学生に対しては、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能・

知識を習得させるとともに、自己の安全だけではなく、他人の安全にも

配慮できるようにするため、中学校、ＰＴＡ等と連携した自転車安全教

室等の実施に努める。 

 

○ 高校生に対する交通安全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

全教育の推進 

 

 

 

オ 成人に対

する交通安全

教育の推進 

 

 

 

 

P32 

キ 障がい者

に対する交通

安全教育の推

進 

 

カ 高齢者に

対する交通安

全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生に対しては、二輪車の運転者及び自転車の利用者として必要な

技能・知識を習得させるとともに、交通社会の一員として責任を持った

行動ができるよう、高校、ＰＴＡ等と連携した交通安全教育の実施に努

める。 

 

○ 成人に対する交通安全教育の推進 

大学生等に対する交通安全教育は、二輪車、四輪車の保有、使用実態

に応じて、学生自らが計画、主催する安全運転実技講習会や安全運転セ

ミナーの開催を促進し、交通安全意識の高揚を図る。 

社会人に対する交通安全教育は、関係機関・団体と連携して、参加・

体験・実践型の交通安全教育の実施に努める。 

 

○ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

障がい者や介護者、交通ボランティア等の障がい者に付き添う者を対

象に、地域における福祉活動の機会等を利用し、障がいの程度に応じた

きめ細かい交通安全教育の実施に努める。 

 

○ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者に対しては、加齢によって生じる身体機能の変化が行動に及ぼ

す影響等を理解させ、自ら納得して安全な交通行動を実践することがで

きるよう、高齢歩行者システムやドライビングシミュレーター等を活用

した参加・体験・実践型の交通安全教育の実施に努める。 

特に、歩行者・自転車乗車中の交通死亡事故においては、市街地にお

ける事故の割合が高く、歩行者にあっては、横断歩道外横断等の法令違

反、自転車にあっては、交差点の安全進行等の法令違反が多いことを踏

まえ、事故の特徴や高齢者の特性に基づいた交通安全教育の実施に努め

る。 

また、高齢運転者の交通死亡事故においては、非市街地における車両

単独や正面衝突事故の割合が高いことから、安全な運転に必要な技能・

知識を再認識させるため、事故の態様に応じた交通安全教育の実施に努

高校生に対しては、二輪車の運転者及び自転車の利用者として必要な

技能・知識を習得させるとともに、交通社会の一員として責任を持った

行動ができるよう、高校、ＰＴＡ等と連携した交通安全教育の実施に努

める。 

 

○ 成人に対する交通安全教育の推進 

大学生等に対する交通安全教育は、二輪車、四輪車の保有、使用実態

に応じて、学生自らが計画、主催する安全運転実技講習会や安全運転セ

ミナーの開催を促進し、交通安全意識の高揚を図る。 

社会人に対する交通安全教育は、関係機関・団体と連携して、参加・

体験・実践型の交通安全教育の実施に努める。 

 

○ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

障がい者や介護者、交通ボランティア等の障がい者に付き添う者を対

象に、地域における福祉活動の機会等を利用し、障がいの程度に応じた

きめ細かい交通安全教育の実施に努める。 

 

○ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者に対しては、加齢によって生じる身体機能の変化が行動に及ぼ

す影響等を理解させ、自ら納得して安全な交通行動を実践することがで

きるよう、高齢歩行者システムやドライビングシミュレーター等を活用

した参加・体験・実践型の交通安全教育の実施に努める。 

特に、歩行者・自転車乗車中の交通死亡事故においては、市街地にお

ける事故の割合が高く、歩行者にあっては、横断歩道外横断等の法令違

反、自転車にあっては、交差点の安全進行等の法令違反が多いことを踏

まえ、事故の特徴や高齢者の特性に基づいた交通安全教育の実施に努め

る。 

また、高齢運転者の交通死亡事故においては、非市街地における車両

単独や正面衝突事故の割合が高いことから、安全な運転に必要な技能・

知識を再認識させるため、事故の態様に応じた交通安全教育の実施に努
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

ク 外国人に

対する交通安

全教育の推進 

 

ケ 冬季に係

る交通安全教

育 

 

 

 

 

 

 

 

P33 

(2)効果的な交

通安全教育の

推進 

 

 

 

 

 

(2)効果的な交

通安全教育の

推進 

 

 

 

める。 

 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

日本の交通ルールに関する知識の普及による交通事故防止を目的とし

た交通安全教育を実施する。 

 

○ 冬季に係る交通安全教育 

冬季における交通事故実態、特徴等を踏まえ、安全に道路を通行する

ために必要な知識を習得させるとともに、参加・体験・実践型の交通安

全教育の実施に努める。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

訪日外国人旅行者の増加に伴い、高速道路における交通事故を抑止す

るため、多言語での交通安全啓発を展開する。 

 

（２）効果的な交通安全教育の推進 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 地域経済団体（商店・事業所等）と連携し、高齢者への交通安全ひと

声アドバイスを実施する「シルバーアドバイザーの店」の登録を推進す

るほか、「高齢歩行者教育システム」及び「自転車シミュレーター」を市

町村等に貸し出し、市町村等はこれを活用した参加・体験・実践型の講

習を実施する。（再掲） 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 長期的に交通安全の水準を向上させ、交通事故を防止するため、交通

安全教育指針（平成10年国家公安委員会告示第15号 ）に基づき、段階的

かつ体系的に参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

そのため、地域交通安全活動推進委員、安全運転管理者、交通安全指

導員等交通安全教育に携わる者を主体的に教育できる指導者として育成

める。 

 

○ 外国人に対する交通安全教育の推進 

日本の交通ルールに関する知識の普及による交通事故防止を目的とし

た交通安全教育を実施する。 

 

○ 冬季に係る交通安全教育 

冬季における交通事故実態、特徴等を踏まえ、安全に道路を通行する

ために必要な知識を習得させるとともに、参加・体験・実践型の交通安

全教育の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な交通安全教育の推進 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 地域経済団体（商店・事業所等）と連携し、高齢者への交通安全ひと

声アドバイスを実施する「シルバーアドバイザーの店」の登録を推進す

るほか、「高齢歩行者教育システム」及び「自転車シミュレーター」を市

町村等に貸し出し、市町村等はこれを活用した参加・体験・実践型の講

習を実施する。（再掲） 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 長期的に交通安全の水準を向上させ、交通事故を防止するため、交通

安全教育指針（平成10年国家公安委員会告示第15号 ）に基づき、段階的

かつ体系的に参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

そのため、地域交通安全活動推進委員、安全運転管理者、交通安全指

導員等交通安全教育に携わる者を主体的に教育できる指導者として育成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の取組

について新

規追加 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

(3) 交通安全

に関する普及

啓発活動の推

進 

P34 

カ 後部座席

を含めたすべ

ての座席にお

けるシートベ

ルトの正しい

着用の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

P33 

ア 交通安全

運動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

を図り、地域・職域の実態に即した交通安全教育を計画的かつ強力に推

進する。 

 

（３）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 保安・環境調整官）］ 

○ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の

徹底 

自動車運送事業者を対象に、乗務員に対する適正なシートベルトの着

用を指導する。 

特に、旅客自動車運送事業者に対しては、座席ポケットへのリーフレ

ットの備付、車内へのステッカーの貼付並びに車内放送を実施するほか、

貸切バス事業者については、乗客がシートベルトを着用していることを

発車前に運転者又は添乗員に目視で確認させる等、シートベルト着用に

ついてあらゆる機会を捉え乗客に注意喚起を行うよう、関係団体並びに

各種会議、講習等を通じて指導を徹底する。 

また、関係団体と連携して貸切バス及び都市間バスを重点的に「シー

トベルト着用促進街頭啓発」を実施する等、シートベルトの正しい着用

についての普及啓発に取り組む。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課、保健福祉部地域医療推進局

医務薬務課）］ 

○ 交通安全運動の推進   ※全機関参画 

道民一人ひとりの交通安全意識の高揚によって交通事故防止を図るた

め、本項目に掲げる普及啓発活動について、通年運動、期別運動、交通

安全の日等の運動、警報発表時の運動などにおける重点的な取組として、

北海道、北海道教育委員会、北海道警察、市町村を始め、関係機関・団

体等が緊密に連携し、体系的かつ効果的に展開する。 

〈交通安全運動の推進方針の概要〉 

年間スローガン 
ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で

安心な北海道～ 

を図り、地域・職域の実態に即した交通安全教育を計画的かつ強力に推

進する。 

 

（３）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 保安・環境調整官）］ 

○ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の

徹底 

自動車運送事業者を対象に、乗務員に対する適正なシートベルトの着

用を指導する。 

特に、旅客自動車運送事業者に対しては、座席ポケットへのリーフレ

ットの備付、車内へのステッカーの貼付並びに車内放送を実施する等、

シートベルト着用についてあらゆる機会を捉え乗客に注意喚起を行うよ

う、関係団体並びに各種会議、講習等を通じて指導を徹底する。 

また、関係団体と連携して貸切バス及び都市間バスを重点的に「シー

トベルト着用促進街頭啓発」を実施する等、シートベルトの正しい着用

についての普及啓発に取り組む。 

 

 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課、保健福祉部地域医療推進局

医務薬務課）］ 

○ 交通安全運動の推進   ※全機関参画 

道民一人ひとりの交通安全意識の高揚によって交通事故防止を図るた

め、本項目に掲げる普及啓発活動について、通年運動、期別運動、交通

安全の日等の運動、警報発表時の運動などにおける重点的な取組として、

北海道、北海道教育委員会、北海道警察、市町村を始め、関係機関・団

体等が緊密に連携し、体系的かつ効果的に展開する。 

〔交通安全運動の推進方針の概要〕 

年間スローガン 
ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で

安心な北海道～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導・監督

マニュアル
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動の重点（通

年） 

① 子供と高齢者の安全確保 

② 飲酒運転の根絶 

③ スピードダウン 

④ シートベルトの全席着用 

⑤ 居眠り運転の防止 

⑥ 自転車の安全利用 

⑦ 安全意識の向上 

期別運動期間 

春の全国交通安全運動 ５月11日～５月20日 

夏の交通安全運動    ７月13日～７月22日 

秋の全国交通安全運動 ９月21日～９月30日 

冬の交通安全運動   11月13日～11月22日 

全道統一行動日 

～ｾｰﾌﾃｨｺｰﾙ～ 

 各期別運動の初日（休日の場合は休日直前の

平日）を全道統一行動日として設定して、道内

全域を対象とした地域ぐるみの一斉街頭啓発

活動である「セーフティコール」を実施する。 

交通安全の日等

の運動 

①  飲酒運転根絶の日（７月13日） 

② 交通事故死ゼロを目指す日（５月20日、９

月30日） 

③ 道民交通安全の日（毎月15日） 

④ 自転車安全日（毎月第１及び第３金曜日） 

⑤ その他の交通安全の日 

無事故の日（６月25日）、バイクの日（８月

19日） 

特別対策 

 北海道又は各総合振興局・振興局は、交通死

亡事故や飲酒運転事案の多発により「交通死亡

事故多発警報」又は「飲酒運転根絶緊急対策」

等の発表・実施基準に達した場合には、速やか

に警報又は緊急対策の実施を発表するととも

に、関係機関・団体等による対策会議を開催す

るなど、地域住民等への注意喚起を図る緊急か

運動の重点（通

年） 

① 子供と高齢者の安全確保 

② 飲酒運転の根絶 

③ スピードダウン 

④ シートベルトの全席着用 

⑤ 居眠り運転の防止 

⑥ 自転車の安全利用 

⑦ 安全意識の向上 

期別運動期間 

春の全国交通安全運動 ４月６日～４月15日 

夏の交通安全運動   ７月13日～７月22日 

秋の全国交通安全運動  ９月21日～９月30日 

冬の交通安全運動   11月13日～11月22日 

全道統一行動日 

～ｾｰﾌﾃｨｺｰﾙ～ 

 各期別運動の初日（休日の場合は休日直前の

平日）を全道統一行動日として設定して、道内

全域を対象とした地域ぐるみの一斉街頭啓発

活動である「セーフティコール」を実施する。 

交通安全の日 

等の運動 

①  飲酒運転根絶の日（７月13日） 

② 交通事故死ゼロを目指す日（4月10日、９月

30日） 

③ 道民交通安全の日（毎月15日） 

④ 自転車安全日（毎月第１及び第３金曜日） 

⑤ その他の交通安全の日 

無事故の日（６月25日）、バイクの日（８月

19日） 

特別対策 

 北海道又は各総合振興局・振興局は、交通死

亡事故や飲酒運転事案の多発により「交通死亡

事故多発警報」又は「飲酒運転根絶緊急対策」

等の発表・実施基準に達した場合には、速やか

に警報又は緊急対策の実施を発表するととも

に、関係機関・団体等による対策会議を開催す

るなど、地域住民等への注意喚起を図る緊急か

 

 

 

 

 

 

 

統一地方選

のため変更 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

P34 

エ 飲酒運転

根絶に向けた

交通安全教育

及び広報啓発

活動等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P33 

つ効果的な広報啓発、住民集会、街頭啓発等の

交通安全運動を実施する。 

 

○ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

北海道飲酒運転の根絶に関する条例の制定を契機に飲酒運転根絶を実

現するため、「飲酒運転根絶の日」（7/13）の取組、飲酒運転根絶ロゴマ

ークを活用した啓発活動などにより住民や企業の意識の醸成などを促進

するとともに、「北海道飲酒運転根絶推進協議会」の関係機関・団体・事

業者等と連携し、飲酒運転の根絶に関する施策を円滑かつ効果的に推進

する。 

また、地域に根ざした飲酒運転根絶を図るため、飲酒運転根絶宣言飲

食店等の登録制度等の推進をはじめ、若年運転者対策として地元大学・

専門学校及び地元マスメディア等と連携した啓発活動等を実施すること

で、飲酒運転を見逃さないという土壌づくりに取り組む。 

〔交通安全対策推進事業費（飲酒運転根絶推進関連事業）〕 

項目 事業内容 予算額 

飲酒運転防止

対策事業 

・児童・生徒向けパンフレット

の配布及び条例周知等の普及

啓発 

2,210千円 

公益社団法人

北海道交通安

全推進委員会

実施分 

・地域での飲酒運転根絶の取

組を担う人材育成のための研

修会の開催 

・飲酒運転根絶の日決起大会

の開催 

・地域連携型飲酒運転根絶事

業の実施 

14,494千円 

北海道交通安

全指導員連絡

協議会実施分 

・交通安全指導員による飲酒

運転根絶見廻り隊の結成 

2,846千円 

 

つ効果的な広報啓発、住民集会、街頭啓発等の

交通安全運動を実施する。 

 

○ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

北海道飲酒運転の根絶に関する条例の制定を契機に飲酒運転根絶を実

現するため、「飲酒運転根絶の日」（7/13）の取組、飲酒運転根絶ロゴマ

ークを活用した啓発活動などにより住民や企業の意識の醸成などを促進

するとともに、「北海道飲酒運転根絶推進協議会」の関係機関・団体・事

業者等と連携し、飲酒運転の根絶に関する施策を円滑かつ効果的に推進

する。 

また、地域に根ざした飲酒運転根絶を図るため、地元企業、飲食店等

をはじめ、若年運転者対策として地元大学・専門学校及び地元マスメデ

ィア等と連携した啓発活動等を実施することで、飲酒運転を見逃さない

という土壌づくりに取り組む。 

〔交通安全対策推進事業費（飲酒運転根絶推進関連事業）〕 

項目 事業内容 予算額 

飲酒運転防止

対策事業 

・児童・生徒向けパンフレット

の配布及び条例周知等の普

及啓発 

2,210千円 

公益社団法人

北海道交通安

全推進委員会

実施分 

・地域での飲酒運転根絶の取

組を担う人材育成のための

研修会の開催 

・飲酒運転根絶の日決起大会

の開催 

・地域連携型飲酒運転根絶事

業の実施 

14,221千円 

北海道交通安

全指導員連絡

協議会実施分 

・交通安全指導員による飲酒

運転根絶見廻り隊の結成 

2,850千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組を具体

的に記載 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の修

正 

 

 

 

 

 

事業費の修

正 
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ウ 反射材用

品等の普及促

進 

P35 

ケ 居眠り運

転の防止活動

の推進 

P36 

サ その他の

普及啓発活動

の推進 

ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P34 

オ スピード

ダウンの励行

運動の推進 

カ 後部座席

を含めたすべ

ての座席にお

○ 交通死亡事故の抑止（高齢者の事故防止、居眠り運転の防止） 

死亡事故の割合が多い高齢者の交通事故を防止するため、歩行者・自

転車利用者等に対する夜光反射材の貼付活動や視認効果体験等を通じ

て、夜光反射材の普及に向けた取組を推進する。 

また、居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故を防止するため、

長距離運転における休憩の呼びかけなどの啓発活動を推進する。 

〔交通安全対策推進事業費（高齢者等関連事業費）〕 

項目 事業内容 予算額 

高齢者交通

事故防止対

策事業 

 

 

・シルバーアドバイザーの店によ

る高齢者へのひと声アドバイス

の実施 

・夜光反射材の配布・直接貼付によ

る夜間の高齢者の交通事故防止 

1,069千円 

居眠り運転

事故防止対

策事業 

・居眠り運転事故防止ロードマッ

プ作成 

・居眠り運転防止協力店用のぼり・

ステッカーの作成 

622千円 

運転免許自

主返納促進

事業 

・運転に不安を感じる高齢者が運

転免許証を自主的に返納しやす

い環境づくりを行う「北海道高

齢者運転免許自主返納サポート

制度」の周知及び協賛事業者の

募集 

・高齢運転者を対象とした体験型

講習の実施 

－ 

 

○ スピードダウンの励行運動の推進 

安全速度の励行運動（エコドライブ運動）の啓発活動を推進する。 

 

○ 全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

○ 交通死亡事故の抑止（高齢者の事故防止、居眠り運転の防止） 

死亡事故の割合が多い高齢者の交通事故を防止するため、歩行者・自

転車利用者等に対する夜光反射材の貼付活動や視認効果体験等を通じ

て、夜光反射材の普及に向けた取組を推進する。 

また、居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故を防止するため、

長距離運転における休憩の呼びかけなどの啓発活動を推進する。 

〔交通安全対策推進事業費（高齢者等関連事業費） 〕 

項目 事業内容 予算額 

高齢者交通

事故防止対

策事業 

 

 

・シルバーアドバイザーの店によ

る高齢者へのひと声アドバイス

の実施 

・夜光反射材の配布・直接貼付によ

る夜間の高齢者の交通事故防止 

1,069千円 

運転免許自

主返納促進

事業費 

・運転に不安を感じる高齢者が運

転免許証を自主的に返納しやす

い環境づくりを行う「北海道高

齢者運転免許自主返納サポート

制度」の周知及び協賛事業者の

募集 

・高齢運転者を対象とした体験型

講習の実施 

5,231千円 

居眠り運転

事故防止対

策事業 

・居眠り運転事故防止ロードマッ

プ作成 

・居眠り運転防止協力店用のぼり・

ステッカーの作成 

622千円 

 

○ スピードダウンの励行運動の推進 

安全速度の励行運動（エコドライブ運動）の啓発活動を推進する。 

 

○ 全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算事業終

了による順

番入れ替え

等 
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けるシートベ

ルトの正しい

着用の徹底 

ク 自転車の

安全利用の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P35 

コ 効果的な

広報の実施 

 

 

 

 

P36 

サ その他の

普及啓発活動

の推進 

 

 

 

 

事故事例に基づく後部座席を含めた全ての座席でのシートベルトの着

用効果についての広報啓発活動を推進する。 

 

○ 自転車の安全利用の推進 

小学生・中学生・高校生の各年齢層に応じた自転車の安全利用に関す

るリーフレットを作成し、第１学年の児童・生徒全員に配付する。（公益

社団法人北海道交通安全推進委員会事業費補助） 

また、道路交通法及び北海道自転車条例で規定する全ての自転車利用

者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務と自転車損害賠償保険等の

加入について一層の普及促進を図る。 

 

○ 危険ドラッグ対策の推進 

危険ドラッグ等の乱用薬物に関する内容を盛り込んだポスターの掲

示、教育機関等へ薬物の専門家を派遣し、啓発活動を行う等、危険ドラ

ッグを含む乱用薬物の危険性・有害性に関する普及啓発を図る。 

 

○ 効果的な広報の実施 

報道機関によるキャンペーンなどマスメディアの活用とともに、ホー

ムページや広報誌等、道や国の行政機関などの道内全域を対象とする媒

体、市町村等の地域に根差した媒体、さらには関係機関、団体、企業・

事業所等の媒体も積極的に活用し、事故事例や身近な交通安全情報を提

供するなど、その効果的な実施に努める。 

 

○ その他の普及啓発活動の推進   

「交通事故のない社会の実現」を目指し、道・市町村をはじめとする

関係機関・団体等が緊密に連携し、各種の普及啓発活動を行う。 

令和５年７月１日施行の改正道路交通法を踏まえ、特定小型原動機付

自転車に関する交通ルールの周知を図る。 

 

［北海道教育庁（学校教育局生徒指導・学校安全課）］ 

事故事例に基づく後部座席を含めた全ての座席でのシートベルトの着

用効果についての広報啓発活動を推進する。 

 

○ 自転車の安全利用の推進 

小学生・中学生・高校生の各年齢層に応じた自転車の安全利用に関す

るリーフレットを作成し、第１学年の児童・生徒全員に配付する。（公益

社団法人北海道交通安全推進委員会事業費補助） 

また、北海道自転車条例（平成30年４月１日施行）で示された乗車用

ヘルメットの着用と自転車損害賠償保険等の加入についての普及促進を

図る。 

 

○ 危険ドラッグ対策の推進 

危険ドラック等の乱用薬物に関する内容を盛り込んだポスターの掲

示、教育機関等へ薬物の専門家を派遣し、啓発活動を行う等、危険ドラ

ッグを含む乱用薬物の危険性・有害性に関する普及啓発を図る。 

 

○ 効果的な広報の実施 

報道機関によるキャンペーンなどマスメディアの活用とともに、ホー

ムページや広報誌等、道や国の行政機関などの道内全域を対象とする媒

体、市町村等の地域に根差した媒体、さらには関係機関、団体、企業・

事業所等の媒体も積極的に活用し、事故事例や身近な交通安全情報を提

供するなど、その効果的な実施に努める。 

 

○ その他の普及啓発活動の推進 

「交通事故のない社会の実現」を目指し、道・市町村をはじめとする

関係機関・団体等が緊密に連携し、各種の普及啓発活動を行う。 

 

 

 

［北海道教育庁（学校教育局生徒指導・学校安全課）］ 

 

 

 

 

 

 

自転車乗車

用ヘルメッ

トの着用が

改正道交法

施行におい

ても努力義

務化された

ことについ

て反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正道交法

施行に伴う

取組を追加 
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P34 

ク 自転車の

安全利用の推

進 

 

 

 

 

 

P34 

サ その他の

普及啓発活動

の推進 

ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P34 

エ 飲酒運転

根絶に向けた

○ 自転車の安全利用の推進 

自転車を利用する際には、車両としてのルールを遵守するとともに、

歩行者の安全への配慮が必要なことを理解させるため、「自転車安全利用

五則」等の活用により、自転車の正しい乗り方に関する普及啓発を行う。 

また、自転車の歩道通行時におけるルール、スマートフォン等を操作

しながらの乗車やイヤホン等を使用しての乗車の危険性について指導す

るとともに、「道路交通法」及び「北海道自転車条例」に基づき、自転車

乗車時における乗車用ヘルメット着用の努力義務化、自転車損害賠償保

険等への加入に関する普及啓発を行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、運転免許試験課）］ 

○ 高齢者等への安全の徹底 

ア 高齢者の行動特性を理解した安全運転の実践を呼びかけ、高齢者が

被害となる交通事故を防止するとともに、高齢運転者標識を表示して

いる車両に対する保護義務の周知を徹底し、高齢者の安全を優先した

意識の高揚を図る。 

 

イ 地域交通安全活動推進委員や民生委員児童委員等の関係機関・団体

と連携し、高齢者宅訪問活動を通じた安全指導や声かけを推進する。 

 

ウ 歩行者や自転車利用者に対する反射材の直接貼付活動や販売店等と

の協議による購入し易い環境づくりを推進するほか、反射材着用効果

体験会等を通じ、反射材の効果と必要性を理解させ、普及促進を図る。 

 

エ 申請による運転免許の取消し制度や運転免許経歴証明書制度につい

て周知を図るとともに、自治体を始めとした関係機関・団体に対して、

公共交通機関の運賃割引等の優遇措置等、運転免許証を返納しやすい

環境づくりについて働きかけを行う。 

 

○ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

○ 自転車の安全利用の推進 

自転車を利用する際には、車両としてのルールを遵守するとともに、

歩行者の安全への配慮が必要なことを理解させるため、「自転車安全利用

五則」等の活用により、自転車の正しい乗り方に関する普及啓発を行う。 

また、自転車の歩道通行時におけるルール、スマートフォン等を操作

しながらの乗車やイヤホン等を使用しての乗車の危険性について指導す

るとともに、「北海道自転車条例」に基づき、乗車用ヘルメットの着用、

自転車損害賠償保険等への加入に関する普及啓発を行う。 

 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、運転免許試験課）］ 

○ 高齢者等への安全の徹底 

ア 高齢者の行動特性を理解した安全運転の実践を呼びかけ、高齢者が

被害となる交通事故を防止するとともに、高齢運転者標識を表示して

いる車両に対する保護義務の周知を徹底し、高齢者の安全を優先した

意識の高揚を図る。 

 

イ 地域交通安全活動推進委員や民生委員児童委員等の関係機関・団体

と連携し、高齢者宅訪問活動を通じた安全指導や声かけを推進する。 

 

ウ 歩行者や自転車利用者に対する反射材の直接貼付活動や販売店等と

の協議による購入し易い環境づくりを推進するほか、反射材着用効果

体験会等を通じ、反射材の効果と必要性を理解させ、普及促進を図る。 

 

エ 申請による運転免許の取消し制度や運転免許経歴証明書制度につい

て周知を図るとともに、自治体を始めとした関係機関・団体に対して、

公共交通機関の運賃割引等の優遇措置等、運転免許証を返納しやすい

環境づくりについて働きかけを行う。 

 

○ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

 

 

 

 

自転車乗車

用ヘルメッ

トの着用が

改正道交法

施行におい

ても努力義

務化された

ことについ

て反映 
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交通安全教育

及び広報啓発

活動等の推進 

 

オ スピード

ダウンの励行

運動の推進 

 

 

P34 

カ 後部座席

を含めたすべ

ての座席にお

けるシートベ

ルトの正しい

着用の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

ク 自転車の

安全利用の推

進 

 

 

 

 

飲酒運転及び飲酒運転を助長する行為の根絶に向けて、飲食店や酒類

販売店、駐車場等への訪問活動による協力要請や歓楽街における街頭啓

発、飲酒関連業界等と連携した各種広報啓発活動を推進するとともに、

ハンドルキーパー運動の普及を図る。 

 

○ スピードダウンの励行運動の推進 

速度の出し過ぎによる危険性の認識向上を図るため、ドライビングシ

ミュレーター等を活用した交通安全教育や各種広報媒体を活用した啓発

活動を推進する。 

 

○ 全ての座席におけるシートベルトの着用の徹底 

後部座席を含めた全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの

正しい着用の徹底を図るため参加・体験・実践型の講習等により、非着

用の危険性の認識向上や後部座席のシートベルト着用の必要性・有効性

を周知し、地域・職域における着用率向上に向けた取組を促進する。 

また、長距離バスやデイサービス等の事業者に対する法令遵守を働き

かけるとともに、関係機関・団体と連携して、全席でのシートベルト着

用の徹底について普及啓発活動を推進する。 

 

○ 運転中の携帯電話等の不使用の徹底 

運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る

極めて危険な行為であることから、関係機関・団体等と連携を図りなが

ら、広報啓発活動を推進し、その不使用の徹底を図る 

 

○ 自転車の安全利用の推進 

ア 「交通の方法に関する教則」や「自転車安全利用五則」を活用する

などして、効果的な広報啓発活動を実施し、全ての自転車利用者に対

して自転車の通行ルール等の周知を図る。 

さらに、「道路交通法」及び「北海道自転車条例」で全ての年齢層の

自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されて

    飲酒運転及び飲酒運転を助長する行為の根絶に向けて、飲食店や酒類

販売店、駐車場等への訪問活動による協力要請や歓楽街における街頭啓

発、飲酒関連業界等と連携した各種広報啓発活動を推進するとともに、

ハンドルキーパー運動 の普及を図る。 

 

○ スピードダウンの励行運動の推進 

速度の出し過ぎによる危険性の認識向上を図るため、ドライビングシ

ミュレーター等を活用した交通安全教育や各種広報媒体を活用した啓発

活動を推進する。 

 

○ 全ての座席におけるシートベルトの着用の徹底 

後部座席を含めた全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの

正しい着用の徹底を図るため参加・体験・実践型の講習等により、非着

用の危険性の認識向上や後部座席のシートベルト着用の必要性・有効性

を周知し、地域・職域における着用率向上に向けた取組を促進する。 

また、長距離バスやデイサービス等の事業者に対する法令遵守を働き

かけるとともに、関係機関・団体と連携して、全席でのシートベルト着

用の徹底について普及啓発活動を推進する。 

 

○ 運転中の携帯電話等の不使用の徹底 

運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る

極めて危険な行為であることから、関係機関・団体等と連携を図りなが

ら、広報啓発活動を推進し、その不使用の徹底を図る。 

 

○ 自転車の安全利用の推進 

ア 車両としての交通ルールの遵守、交通マナーの実践等、自転車の安

全利用を促進し、「北海道自転車条例」に示されている乗車用ヘルメッ

トの着用と自転車損害賠償責任保険等の加入に関する普及啓発の強化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車乗車

用ヘルメッ

トの着用が

改正道交法

施行におい

ても努力義

務化された
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P35 

ケ 居眠り運

転の防止活動

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 効果的な

広報の実施 

いることから、自転車事故の実態や乗車用ヘルメット着用による被害

軽減効果について、効果的な広報啓発活動を推進し、全ての年齢層の

自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の徹底を図るととも

に、自転車損害賠償責任保険等の加入に関する普及啓発の強化を図る。 

  また、自転車を用いた配達業務中の交通事故防止に向け、関係事業

者に対する働きかけ、自転車配達員への指導啓発等を推進するほか、自

転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返す自転

車運転者に対する教育を推進する。    

 

イ 自転車指導啓発重点地区・路線の選定場所においては、自転車や歩

行者が多く通行する時間帯を中心に、集中的かつ重点的に指導啓発活

動を行い、また、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い違

反に重点を置いた指導取締りを推進する。 

 

○ 居眠り運転の防止活動の推進 

居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故を防止するため、長距

離運転における休憩の呼びかけや道の駅、コンビニエンスストア等「居

眠り運転防止協力店」の周知など啓発活動を実施する。 

 

○ 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの周知と安全教育の推進 

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて、ウェブサイト

やＳＮＳ等による情報発信等の効果的な広報啓発活動を実施して周知

を図るとともに、特定小型原動機付自転車運転者講習を適切に運用し、

特定小型原動機付自転車運転者の交通ルールに対する遵法意識を醸成

する。 

さらに、特定小型原動機付自転車の販売事業者及びシェアリング事業

者が、それぞれ購入者及び利用者に対して安全な運転を確保するために

必要な教育が行うことができるよう支援・協力する。 

 

○ 効果的な広報の実施 

 

 

 

 

   また、自転車を用いた配達業務中の交通事故防止に向け、関係事業

者に対する働きかけ、自転車配達員への指導啓発等を推進するほか、自

転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返す自転

車運転者に対する教育を推進する。 

    

イ 自転車指導啓発重点地区・路線の選定場所においては、自転車や歩

行者が多く通行する時間帯を中心に、集中的かつ重点的に指導啓発活

動を行い、また、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い違

反に重点を置いた指導取締りを推進する。 

 

○ 居眠り運転の防止活動の推進 

居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故を防止するため、長距

離運転における休憩の呼びかけや道の駅、コンビニエンスストア等「居

眠り運転防止協力店」の周知など啓発活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 効果的な広報の実施 

ことについ

て反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正道交法

施行による

特定小型原

動機付自転

車の交通方

法等に関す

る規定の整

備に伴い新

規追加 
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P36 

サ その他の

普及啓発活動

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、街頭ビジョン等の広報媒

体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報をタイムリーにきめ

細かく発信し、道民の交通安全意識の高揚を図る。 

また、これまで構築してきた電子メールによる情報発信ネットワー

ク（北のひろめーる）の拡大に努める。 

 

イ 北海道警察本部、各方面本部及び各警察署のホームページに交通事

故発生状況等を掲載し、事故データ及び事故多発エリアに関する情報

提供を図る。 

 

○ その他の普及啓発活動の推進 

ア 夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転等に

よる事故実態・危険性等を広く周知する。 

特に、薄暮時間帯から夜間における歩行者や対向車の早期発見によ

る交通事故防止策として、前照灯の上向き点灯（対向車や先行車がい

ない状況におけるハイビームの活用）について広報啓発を推進する。 

 

イ 横断歩道手前での減速義務と横断歩道において歩行者を優先する義

務について広報啓発を推進する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

  ○ 効果的な広報の実施 

    高速道路における交通事故を抑止するため、次のとおり啓発活動を実

施する。 

   ア 春夏秋冬の交通安全運動期間において、各休憩施設やインターチェ

ンジ入口にて季節ごとの特色に応じた交通安全キャンペーンを実施す

る。 

   イ 道内各地域のイベントや、ラジオＣＭ等各種メディアを通した交通

安全啓発を実施する。 

   ウ ＴｗｉｔｔｅｒやＹｏｕＴｕｂｅ等ＳＮＳを活用した交通安全啓発

ア テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、街頭ビジョン等の広報媒

体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報をタイムリーにきめ

細かく発信し、道民の交通安全意識の高揚を図る。 

また、これまで構築してきた電子メールによる情報発信ネットワー

ク（北のひろめーる）の拡大に努める。 

 

イ 北海道警察本部、各方面本部及び各警察署のホームページに交通事

故発生状況等を掲載し、事故データ及び事故多発エリアに関する情報

提供を図る。 

 

○ その他の普及啓発活動の推進 

ア 夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転等に

よる事故実態・危険性等を広く周知する。 

特に、薄暮時間帯から夜間における歩行者や対向車の早期発見によ

る交通事故防止策として、前照灯の上向き点灯（対向車や先行車がい

ない状況におけるハイビームの活用）について広報啓発を推進する。 

 

イ 横断歩道手前での減速義務と横断歩道において歩行者を優先する義

務について広報啓発を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の取組

について新

規追加 
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(4) 交通の安

全に関する民

間団体等の主

体的活動の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施する。 

 

（４）交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進  

［北海道経済産業局(総務企画部総務課)］ 

○ 交通の安全に関する民間団体等の主体活動の推進のため、地域経済団

体等の所管する団体に対し、それぞれの立場に応じた交通安全のための

諸活動（交通安全教育、広報活動等）が、地域の実情に即して効果的か

つ積極的に行われるよう普及啓発を行う。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 道内の市町村や様々な団体、企業等が会員となって交通安全運動を展

開している公益社団法人北海道交通安全推進委員会を通じ、地域におけ

る交通事故の発生状況を踏まえた重点的な広報啓発活動を展開する。 

また、歩行者等の交通指導などを実践している交通安全指導員の全道

組織である北海道交通安全指導員連絡協議会に助成し、その育成を図る。 

 

〔交通安全対策推進事業費（団体補助金）※飲酒運転の根絶に係る予算を

除く〕 

項目 事業内容 予算額 

北海道交通安全推

進委員会補助金 

 

・交通安全推進員の研修・設

置 

・期別運動の実施 

・子どもと高齢者の交通事

故防止事業 

・母親交通安全活動の強化 

・自転車事故防止事業 

・新聞等による広報啓発活

動 など 

46,424千円 

交通安全指導促進

推進事業費補助金 

・指導員研修会 

・指導員被服整備 

7,249千円 

 

 

（４）交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

［北海道経済産業局（総務企画部総務課）］ 

○ 交通の安全に関する民間団体等の主体活動の推進のため、地域経済団

体等の所管する団体に対し、それぞれの立場に応じた交通安全のための

諸活動（交通安全教育、広報活動等）が、地域の実情に即して効果的か

つ積極的に行われるよう普及啓発を行う。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 道内の市町村や様々な団体、企業等が会員となって交通安全運動を展

開している公益社団法人北海道交通安全推進委員会を通じ、地域におけ

る交通事故の発生状況を踏まえた重点的な広報啓発活動を展開する。 

また、歩行者等の交通指導などを実践している交通安全指導員の全道

組織である北海道交通安全指導員連絡協議会に助成し、その育成を図る。 

 

〔交通安全対策推進事業費（団体補助金）※飲酒運転の根絶に係る予算を

除く〕 

項目 事業内容 予算額 

北海道交通安全推

進委員会補助金 

 

・交通安全推進員の研修・設

置 

・期別運動の実施 

・子どもと高齢者の交通事

故防止事業 

・母親交通安全活動の強化 

・自転車事故防止事業 

・新聞等による広報啓発活

動 など 

46,509千円 

交通安全指導促進

事業費補助金 

・指導員研修会 

・指導員被服整備 

6,684千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の修

正 
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(5) 地域にお

ける交通安全

活動への参加・

協働の推進 

 

 

 

P37 

３ 安全運転

の確保 

（１）運転者教

育等の充実 

P34 

カ 後部座席

を含めたすべ

ての座席にお

けるシートベ

ルトの正しい

着用の徹底 

 

 

 

P39 

シ 冬季の運

転に関する運

転者教育 

 

 

 

  

 

（５）住民の参加・協働の推進 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 多くの道民の自主的な参加と運動の一層の活性化を図るため、地域ぐ

るみの活動として、期別運動の初日に道内全域を対象とした一斉街頭啓

発活動である「セーフティコール」を実施するとともに、地域の実態に

応じて、期別運動期間中に通年運動の取組を強化して実施する。 

 

３  安全運転の確保  

（１）運転者教育等の充実 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 保安・環境調整官）］ 

○ シートベルト着用の徹底 

自動車運送事業者に対して、乗務員のシートベルトの着用並びに車内

放送等の実施による乗客のシートベルトの着用促進について乗務員教

育を実施するよう、関係団体並びに各種会議、講習等を通じて指導する。 

 

○ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

事業用自動車等に従事する運転者に対する適性診断については、自動

車運送事業等の安全を確保するため、事業者に対して義務付けられた初

任運転者及び高齢運転者等の受診について指導を徹底する。また、認定

機関の民間参入促進により、引き続き、受診環境の整備を行い、適性診

断の受診を積極的に促進する。 

 

○ 冬季の運転に関する運転者教育 

自動車運送事業者に対して、「冬道運転訓練」等の参加・体験型の運転

者教育を実施するなど、冬季の安全運転に関する知識及び運転技能向上

に効果的な教育を実施するよう、関係団体並びに各種会議、講習等を通

じて指導し、冬型交通事故の防止を推進する。 

 

  

 

（５）住民の参加・協働の推進 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 期別運動の初日を多くの道民の自主的な参加と運動の一層の活性化を

図るため、地域ぐるみの活動として、道内全域を対象とした一斉街頭啓

発活動である「セーフティコール」を実施するとともに、運動期間中に

地域の実態に応じて、通年運動の取組を強化して実施する。 

 

３  安全運転の確保  

（１）運転者教育等の充実 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 保安・環境調整官）］ 

○ シートベルト着用の徹底 

自動車運送事業者に対して、乗務員のシートベルトの着用並びに車内

放送等の実施による乗客のシートベルトの着用促進について乗務員教育

を実施するよう、関係団体並びに各種会議、講習等を通じて指導する。 

 

○ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

事業用自動車等に従事する運転者に対する適性診断については、自動

車運送事業等の安全を確保するため、事業者に対して義務付けられた初

任運転者及び高齢運転者等の受診について指導を徹底する。また、認定

機関の民間参入促進により、引き続き、受診環境の整備を行い、適性診

断の受診を積極的に促進する。 

 

○ 冬季の運転に関する運転者教育 

自動車運送事業者に対して、「冬道運転訓練」等の参加・体験型の運転

者教育を実施するなど、冬季の安全運転に関する知識及び運転技能向上

に効果的な教育を実施するよう、関係団体並びに各種会議、講習等を通

じて指導し、冬型交通事故の防止を推進する。 

 

 

 

 

 

文章整理 
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P38 

ウ アルコー

ル健康障害を

有する者等へ

の対応 

 

 

 

 

 

 

P37 

ア 運転免許

を取得しよう

とする者に対

する教育の充

実 

 

 

 

 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 高齢運転者対策の充実 

運転に不安を感じる高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境

づくりを行う「北海道高齢運転者免許自主返納サポート制度」を推進す

るほか、民間事業者や道警察等の関係機関と連携して、全道各地でシニ

アドライバー向けの安全運転講習会及び安全運転サポート車の試乗体験

などを行い、高齢者の事故防止に向けた取組を推進する。 

 

［北海道(保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課)］ 

○ アルコール健康障害を有する者等への対応 

飲酒運転の予防及び再発の防止のため、アルコール健康障害を有する

者（アルコール健康障害を有していた者を含む。）及びその家族に対する

相談支援等を推進する。 

また、飲酒運転により検挙された方には、公安委員会からの通知時に

保健所等によるアルコール健康障害に関する保健指導を受けるよう勧奨

する文書を同封し、当該飲酒運転をした者に係るアルコール関連問題（ア

ルコール健康障害対策基本法第７条に規定するアルコール関連問題をい

う。）の状況に応じた指導、助言、支援等を行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、運転免許試験課、運転免許管理課）］ 

○ 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

ア 自動車教習所における教習では、実際に発生した交通事故事例や視

聴覚機材の活用、実車による遠心力体感等の体験型教習を積極的に取

り入れるなど、危険予測及び危険回避能力の向上を図り、交通環境に

応じた的確な認知・判断・操作・回避行動が可能な運転者の育成に向

けた学科・技能一体の教習を推進するとともに、教習指導員等の資質

の向上、教習内容及び技法の充実を図り、教習水準を高める。 

 

イ 取得しようとする運転免許の種別に応じ、各種視聴覚教材等を活用

するなど、危険な場面を想定した実践的な講習の充実に努める。 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 高齢運転者対策の充実 

運転に不安を感じる高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境

づくりを行う「北海道高齢運転者免許自主返納サポート制度」を推進す

るほか、民間事業者や道警察等の関係機関と連携して、全道各地でシニ

アドライバー向けの安全運転講習会及び安全運転サポート車の試乗体験

などを行い、高齢者の事故防止に向けた取組を推進する。 

 

［北海道（保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課）］ 

○ アルコール健康障害を有する者等への対応 

飲酒運転の予防及び再発の防止のため、アルコール健康障害を有する

者（アルコール健康障害を有していた者を含む。）及びその家族に対する

相談支援等を推進する。 

また、飲酒運転により検挙された方には、公安委員会からの通知時に

保健所等によるアルコール健康障害に関する保健指導を受けるよう勧奨

する文書を同封し、当該飲酒運転をした者に係るアルコール関連問題（ア

ルコール健康障害対策基本法第７条に規定するアルコール関連問題をい

う。）の状況に応じた指導、助言、支援等を行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、運転免許試験課、運転免許管理課）］ 

○ 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

ア 自動車教習所における教習では、実際に発生した交通事故事例や視

聴覚機材の活用、実車による遠心力体感等の体験型教習を積極的に取

り入れるなど、危険予測及び危険回避能力の向上を図り、交通環境に

応じた的確な認知・判断・操作・回避行動が可能な運転者の育成に向

けた学科・技能一体の教習を推進するとともに、教習指導員等の資質

の向上、教習内容及び技法の充実を図り、教習水準を高める。 

 

イ 取得しようとする運転免許の種別に応じ、各種視聴覚教材等を活用

するなど、危険な場面を想定した実践的な講習の充実に努める。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

P38 

イ 運転者に

対する再教育

等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P38 

オ 二輪車安

全運転対策の

推進 

 

 

カ 高齢運転

者対策の充実 

 

 

 

また、効果的な講習を実施するために必要な体制の整備を図るとと

もに、委託先に対する必要な指導監督を行う。 

 

○ 運転者に対する再教育等の充実 

ア 取消処分を受けた者の運転行動の改善を図ることを目的としたディ

スカッション形式の指導を含めた取消処分者講習や安全運転に必要な

知識を再認識させる更新時講習等、運転者に対する再教育が効果的に

行われるよう交通事故実態等の具体的事例を積極的に活用するなど、

講習の充実を図る。 

 

イ 講習指導員の資質の向上を図るため、指導員研修会を開催するほか、

資料の提供等を行う。 

 

ウ 指定自動車教習所においては、卒業生に対し重大事故発生時等にお

ける情報提供等、恒常的な安全運転の声かけを行うほか、呼び戻し講

習や所在地域の町内会、老人クラブ等の地域組織を巻き込んだ交通安

全活動等を展開し、指定自動車教習所の持つ知識・技能を地域住民等

に還元することにより、地域の交通安全教育センターとしての活動の

充実を図る。 

 

○ 二輪車安全運転対策の推進 

指定自動車教習所による二輪免許新規取得者に対する継続指導、安全

運転講習会の開催、指導員等と二輪卒業生とのツーリングの実施、街頭

啓発活動への参加等「参加・体験型」の指導が実施されるよう働きかけ、

二輪車運転者に対する教育体制の充実に努める。 

 

○ 高齢運転者対策の充実 

ア 交通安全講話等を通じて、運転適性検査器材、運転シミュレーター

及び実車を活用した参加・体験型指導を行い、高齢運転者の身体的な機

能の変化を踏まえた的確な個別指導等を行う。 

また、効果的な講習を実施するために必要な体制の整備を図るとと

もに、委託先に対する必要な指導監督を行う。 

 

○ 運転者に対する再教育等の充実 

ア 取消処分を受けた者の性格的な危険性の改善を目的とした取消処分

者講習や安全運転に必要な知識を再認識させる更新時講習等、運転者

に対する再教育が効果的に行われるよう交通事故実態等の具体的事例

を積極的に活用するなど、講習の充実を図る。 

 

 

イ 講習指導員の資質の向上を図るため、指導員研修会を開催するほか、

資料の提供等を行う。 

 

ウ 指定自動車教習所においては、卒業生に対し重大事故発生時等にお

ける情報提供等、恒常的な安全運転の声かけを行うほか、呼び戻し講

習や所在地域の町内会、老人クラブ等の地域組織を巻き込んだ交通安

全活動等を展開し、指定自動車教習所の持つ知識・技能を地域住民等

に還元することにより、地域の交通安全教育センターとしての活動の

充実を図る。 

 

○ 二輪車安全運転対策の推進 

指定自動車教習所による二輪免許新規取得者に対する継続指導、安全

運転講習会の開催、指導員等と二輪卒業生とのツーリングの実施、街頭

啓発活動への参加等「参加・体験型」の指導が実施されるよう働きかけ、

二輪車運転者に対する教育体制の充実に努める。 

 

○ 高齢運転者対策の充実 

ア 交通安全講話等を通じて、運転適性検査器材、運転シミュレーター

及び実車を活用した参加・体験型指導を行い、高齢運転者の身体的な機

能の変化を踏まえた的確な個別指導等を行う。 

 

 

 

 

令和５年４

月から新た

に導入され

た取消処分

者講習の運

用に伴い修

正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P39 

カ 高齢運転

者対策の充実 

（カ）安全運転

サポート車の

普及啓発の推

進 

 

P39 

ク 自動車安

全運転センタ

ーの業務の充

実 

 

ケ 自動車運

転代行業の指

導育成等 

 

サ 悪質・危険

な運転者の早

期排除 

 

イ 75歳以上の高齢運転者に対しては、高齢者講習や運転技能検査 を通

じて、運転技能を客観的に評価するほか、交通事故を短期間に複数回起

こした高齢運転者に対しては、事故状況に応じたきめ細やかな個別指

導を実施する。 

また、認知機能検査により、認知症のおそれがあると判定された場

合には、臨時適性検査又は医師の診断書の提出命令の確実な実施等に

より、安全な運転に支障のある者に対する運転免許の取消等の行政処

分を行う。 

  さらに、一定の病気に該当する疑いのある者については、安全運転

相談及び臨時適性検査等を早期に実施するとともに、医療機関との緊

密な連携を強化する。 

 

ウ 交通安全講話等あらゆる機会を活用して、関係機関・団体等と連携

を図りながら安全運転サポート車の普及啓発のほか、安全運転サポー

ト車限定免許制度の分かりやすい周知に努める。 

 

○ 自動車安全運転センターの業務の充実 

自動車安全運転センターの行う通知、証明及び調査研究業務等を通じ

た交通安全意識の高揚を図るため、交通安全に関する情報の提供など必

要な支援を行う。 

 

○ 自動車運転代行業の指導育成等 

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用

者の保護を図るため、自動車運転代行業者に対し、立入検査等を行うほ

か、無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転等の違法行為の厳

正な取締りを実施する。 

 

○ 悪質危険な運転者の早期排除 

違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者を道路交通

 

イ 75歳以上の高齢運転者に対しては、高齢者講習や運転技能検査 を通

じて、運転技能を客観的に評価するほか、交通事故を短期間に複数回起

こした高齢運転者に対しては、事故状況に応じたきめ細やかな個別指

導を実施する。 

また、認知機能検査 により、認知症のおそれがあると判定された場

合には、臨時適性検査又は医師の診断書の提出命令の確実な実施等に

より、安全な運転に支障のある者に対する運転免許の取消等の行政処

分を行う。 

さらに、一定の病気に該当する疑いのある者については、安全運転

相談及び臨時適性検査等を早期に実施するとともに、医療機関との緊

密な連携を強化する。 

 

ウ 交通安全講話等あらゆる機会を活用して、関係機関・団体等と連携

を図りながら安全運転サポート車の普及啓発のほか、安全運転サポー

ト車限定免許制度の分かりやすい周知に努める。 

 

○ 自動車安全運転センターの業務の充実 

自動車安全運転センターの行う通知、証明及び調査研究業務等を通じ

た交通安全意識の高揚を図るため、交通安全に関する情報の提供など必

要な支援を行う。 

 

○ 自動車運転代行業の指導育成等 

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用

者の保護を図るため、自動車運転代行業者に対し、立入検査等を行うほ

か、無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転等の違法行為の厳

正な取締りを実施する。 

 

○ 悪質危険な運転者の早期排除 

違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者を道路交通
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 冬季の運

転に関する運

転者教育 

 

 

 

 

P40 

（２）運転免許

制度の改善 

 

 

（３）安全運転

管理の推進 

 

 

 

 

 

 

の場から早期に排除するため、行政処分を迅速・的確に実施するととも

に、違反登録に要する時間の短縮や長期未執行者の解消を図る。 

また、いわゆる「あおり運転」である妨害運転（他の車両等の通行を

妨害する目的で、一定の違反であって当該他の車両等に道路における交

通の危険性を生じさせるおそれのある方法によるものをいう。以下同

じ。）等の悪質・危険な運転に対する迅速・的確な行政処分を推進すると

ともに、捜査部門との連携を強化する。 

さらに、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気等に

かかっていると疑われる者等に対する臨時適性検査等の迅速・的確な実

施に努める。 

 

○ 冬季の運転に関する運転者教育 

冬季の安全運転に必要な知識及び技能を身につけ、実践できる運転者

を育成するため、自動車教習所等において実車による参加・体験・実践

型運転者教育を実施するとともに、各種広報媒体等を活用した広報啓発

など、凍結路によるスリップ事故をはじめとする冬型事故の防止に効果

的な対策を推進する。 

 

（２）道民の立場に立った運転免許行政の推進 

［北海道警察（運転免許試験課）］ 

○ 事務の合理化により申請者の利便を図るとともに、高齢者講習につい

ては、自動車教習所等と連携して、受講者の受入体制の拡充に努める。 

 

（３）安全運転管理の推進 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」と

いう。）に対する講習の充実等により、これらの者の資質及び安全意識の

向上を図るとともに、道路交通法施行規則の一部改正により、令和４年

４月１日から安全運転管理者等による運転者の酒気帯び確認の業務が拡

充されたことから、同改正内容の周知徹底を図り、事業所内で交通安全

の場から早期に排除するため、行政処分を迅速・的確に実施するととも

に、違反登録に要する時間の短縮や長期未執行者の解消を図る。 

また、いわゆる「あおり運転」である妨害運転（他の車両等の通行を

妨害する目的で、一定の違反であって当該他の車両等に道路における交

通の危険性を生じさせるおそれのある方法によるものをいう。以下同

じ。）等の悪質・危険な運転に対する迅速・的確な行政処分を推進すると

ともに、捜査部門との連携を強化する。 

更に、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気等にか

かっていると疑われる者等に対する臨時適性検査等の迅速・的確な実施

に努める。 

 

○ 冬季の運転に関する運転者教育 

冬季の安全運転に必要な知識及び技能を身につけ、実践できる運転者

を育成するため、自動車教習所等において実車による参加・体験・実践

型運転者教育を実施するとともに、各種広報媒体等を活用した広報啓発

など、凍結路によるスリップ事故をはじめとする冬型事故の防止に効果

的な対策を推進する。 

 

（２）道民の立場に立った運転免許行政の推進 

［北海道警察（運転免許試験課）］ 

○ 事務の合理化により申請者の利便を図るとともに、高齢者講習につい

ては、自動車教習所等と連携して、受講者の受入体制の拡充に努める。 

 

（３）安全運転管理の推進 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」と

いう。）に対する講習の充実等により、これらの者の資質及び安全意識の

向上を図るとともに、道路交通法施行規則の一部改正により、令和４年

４月１日から安全運転管理者等による運転者の酒気帯び確認の業務が拡

充されたことから、同改正内容の周知徹底を図り、事業所内で交通安全
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業用自

動車の安全プ

ランに基づく

安全対策の推

進 

ア 運輸安全

マネジメント

等を通じた安

全体質の確立 

 

P40 

イ 飲酒運転

の根絶 

 

P41 

キ 自動車運

送事業者に対

するコンプラ

教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう安全運転管理者

等を指導する。 

また、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全

運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業務の徹底を図る。 

さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用

者等に対する法令通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転

管理者等による下命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹

底し適正な運転管理を図る。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

  ○ 高速道路における交通事故を抑止するため、お客様等をはじめとした

多くの方々へさらなる交通安全意識の浸透を目指し、安全運転管理者等

講習に講師を派遣する。 

 

（４）事業用自動車の安全プランに基づく安全対策の推進 

［北海道運輸局（自動車交通部貨物課・自動車監査官、自動車技術安全部保

安・環境調整官）］ 

○ 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 

事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネ

ジメント評価を行う。運輸安全マネジメント評価にて、事業者によるコ

ンプライアンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認する。 

 

○ 飲酒運転の根絶 

飲酒運転の根絶を図るため、運転者に対して、アルコールの基礎知識

や法令遵守に関する適切な指導監督を実施するとともに、対面点呼での

目視等での確認及びアルコール検知器を使用した厳正な点呼の実施に

ついて、関係団体並びに各種会議、講習等を通じて自動車運送事業者を

指導する。 

また、いわゆる「あおり運転（妨害運転罪）」や携帯電話、スマートフ

ォン使用による「ながら運転」は重大な事故の発生が懸念されるため、

教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう安全運転管理者

等を指導する。 

また、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全

運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業務の徹底を図る。 

さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用

者等に対する法令通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転

管理者等による下命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹

底し適正な運転管理を図る。 

 

 

 

 

 

 

（４）事業用自動車の安全プランに基づく安全対策の推進 

［北海道運輸局（自動車交通部貨物課・自動車監査官、自動車技術安全部保

安・環境調整官）］ 

○ 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 

事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネ

ジメント評価を行う。運輸安全マネジメント評価にて、事業者によるコ

ンプライアンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認する。 

 

○ 飲酒運転の根絶 

飲酒運転の根絶を図るため、運転者に対して、アルコールの基礎知識

や法令順守に関する適切な指導監督を実施するとともに、対面点呼での

目視等での確認及びアルコール検知器を使用した厳正な点呼の実施につ

いて、関係団体並びに各種会議、講習等を通じて自動車運送事業者を指

導する。 

また、いわゆる「あおり運転（妨害運転罪）」や携帯電話、スマートフ

ォン使用による「ながら運転」は重大な事故の発生が懸念されるため、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の取組

について新

規追加 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

イアンスの徹

底 

 

P41 

エ 業態ごと

の事故発生傾

向、主要な要因

等を踏まえた

事故防止対策 

 

 

カ 運転者の

健康起因事故

防止対策の推

進 

 

 

P41 

キ 自動車運

送事業者に対

するコンプラ

イアンスの徹

底 

 

 

 

 

 

 

 

運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、事業者や運行管理

者等に対し指導を行う。 

 

○ 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策 

  輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとの特徴

的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組を実施させるとともに、指導・

監督指針等に基づく運転者への指導・監督の実施について、自動車運送

事業者に対して周知徹底する。 

また、社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事業

用自動車事故調査委員会における事故の原因分析・再発防止策の提言を

積極的に周知し、事故の未然防止に向けた取組を促進する。 

 

○ 運転者の健康起因事故防止対策の推進 

運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止す

るため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を

図るとともに、睡眠時無呼吸症候群、脳血管疾患、心臓疾患・大血管疾

患等のスクリーニング検査の普及を推進する。 

 

○ 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

労働基準法（昭和22年法律第49号）等の関係法令等の履行及び運行管

理の徹底を図るため、飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者及び重大事

故を引き起こした事業者等に対する監査を徹底するとともに、関係機関

合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者に対しては、処分基準

に基づき厳正な処分を行う。 

軽井沢スキーバスの事故を受け対策を強化した貸切バス事業につい

て、輸送の安全の確保を図るため、空港等のバス発着場を中心とした街

頭監査を実施し、バス事業における交替運転者の配置、運転者の飲酒・

過労等の運行実態を把握する。 

関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導監督結

果の相互通報制度等の活用により、過労運転に起因する事故等の情報共

運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、事業者や運行管理

者等に対し指導を行う。 

 

○ 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策 

  輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとの特徴

的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組を実施させるとともに、指導・

監督指針等に基づく運転者への指導・監督の実施について、自動車運送

事業者に対して周知徹底する。 

また、社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事業

用自動車事故調査委員会における事故の原因分析・再発防止策の提言を

積極的に周知し、事故の未然防止に向けた取組を促進する。 

 

○ 運転者の健康起因事故防止対策の推進 

運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止す

るため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を

図るとともに、睡眠時無呼吸症候群、脳血管疾患、心臓疾患・大血管疾

患等のスクリーニング検査の普及を推進する。 

 

○ 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

労働基準法（昭和22年法律第49号）等の関係法令等の履行及び運行管

理の徹底を図るため、飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者及び重大事

故を引き起こした事業者等に対する監査を徹底するとともに、関係機関

合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者に対しては、処分基準

に基づき厳正な処分を行う。 

軽井沢スキーバスの事故を受け対策を強化した貸切バス事業につい

て、輸送の安全の確保を図るため、空港等のバス発着場を中心とした街

頭監査を実施し、バス事業における交替運転者の配置、運転者の飲酒・

過労等の運行実態を把握する。 

関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導監督結

果の相互通報制度等の活用により、過労運転に起因する事故等の情報共
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 貨物自動

車運送事業安

全性評価事業

の促進等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P42 

（５）交通労働

災害の防止等 

ア 交通労働

災害の防止 

 

 

 

有を行い業界指導の徹底を図る。 

事業者団体等関係団体による指導として、国が指定した機関である、

貸切バス適正化センター及び貨物自動車運送適正化事業実施機関を通

じ、道路運送法等関係法令の遵守について周知徹底を図る。 

自動車運送事業の安全を確保するため、運行管理者に指導講習を確実

に受講させるよう、事業者に対する指導を徹底する。 

以上のような取組を確実に実施するため、監査体制の充実・強化を重

点的に実施する。 

 

○ 安全性優良事業者評価事業の促進等 

利用者が安全性の高い運送事業者を選択しやすくなるとともに、事業

者の安全性の確保に対する意識の向上や、その取組の促進を図ることを

目的として、貸切バス事業者や貨物自動車運送事業者の安全の確保に向

けた取組状況について関係機関による評価、認定、公表をする制度であ

る「貸切バス事業者安全性評価認定制度」（公益社団法人日本バス協会）、

「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（全国貨物自動車運送適正化事業

実施機関）の実施を促進する。 

また、国、道、市町村及び民間団体等において、貸切バス事業者や貨

物自動車運送事業者に運送申込みをする際には、それぞれの業務の範囲

内で道路交通の安全を推進するとの観点から、優良事業者の認定状況を

踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択される

よう努める。 

 

（５）交通労働災害の防止等 

［北海道労働局（安全課、健康課）］ 

○ 交通労働災害の防止 

交通労働災害防止のためのガイドラインの周知を行い、事業場におけ

る管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、適正な走行管理、運転者

に対する教育、健康管理、ヒヤリマップの作成、交通労働災害防止に対

する意識の高揚等を促進する。 

有を行い業界指導の徹底を図る。 

事業者団体等関係団体による指導として、国が指定した機関である、

貸切バス適正化センター及び貨物自動車運送適正化事業実施機関を通

じ、道路運送法等関係法令の遵守について周知徹底を図る。 

自動車運送事業の安全を確保するため、運行管理者に指導講習を確実

に受講させるよう、事業者に対する指導を徹底する。 

以上のような取組を確実に実施するため、監査体制の充実・強化を重

点的に実施する。 

 

○ 安全性優良事業者評価事業の促進等 

  利用者が安全性の高い運送事業者を選択しやすくなるとともに、事業

者の安全性の確保に対する意識の向上や、その取組の促進を図ることを

目的として、貸切バス事業者や貨物自動車運送事業者の安全の確保に向

けた取組状況について関係機関による評価、認定、公表をする制度であ

る「貸切バス事業者安全性評価認定制度」（公益社団法人日本バス協会）、

「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（全国貨物自動車運送適正化事業

実施機関）の実施を促進する。 

また、国、道、市町村及び民間団体等において、貸切バス事業者や貨

物自動車運送事業者に運送申込みをする際には、それぞれの業務の範囲

内で道路交通の安全を推進するとの観点から、優良事業者の認定状況を

踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択される

よう努める。 

 

（５）交通労働災害の防止等 

［北海道労働局（安全課、健康課）］ 

○ 交通労働災害の防止 

交通労働災害防止のためのガイドラインの周知を行い、事業場におけ

る管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、適正な走行管理、運転者

に対する教育、健康管理、ヒヤリマップの作成、交通労働災害防止に対

する意識の高揚等を促進する。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

イ 運転者の

労働条件の適

正化等 

 

 

 

 

 

 

P42 

（６）道路交通

に関連する情

報の充実 

ウ 気象情報

等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対しては、

労働安全衛生法に基づき面接指導等を行うとともに、必要があると認め

られるときは、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずるよう指導を実施

する。 

 

［北海道労働局（監督課）］ 

○ 運転者の労働条件の適正化等 

自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金、賃金形態等の労働条件の

改善を図るため、労働基準法（昭和22年法律第49号）等の関係法令及び、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示

第７号）の履行を確保するための監督指導を実施する。 

また、関係行政機関において、相互の連絡会議の開催及び監督・監査

結果の相互通報制度等の活用を図るとともに、必要に応じ合同による監

督・監査を実施する。 

 

（６）道路交通に関する情報の充実  

［札幌管区気象台］ 

○ 道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、暴風雪、暴風、竜巻等の

激しい突風、霧、高潮、地震、津波、火山噴火等の自然現象について、

的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速に

とり得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の

防止・軽減に努める。また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用

の促進を図るため、主に次のことを行う。 

気象観測予報

体制の整備 

・気象情報の改善・充実 

地震・津波・

火山の監視・

警報体制の整

備等 

・緊急地震速報（予報及び警報）の利活用の推進 

・津波警報等の確実な運用 

・火山監視体制の充実と噴火警戒レベルの改善

の推進 

・火山噴火に伴う量的降灰予報の確実な運用 

また、長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対しては、

労働安全衛生法に基づき面接指導等を行うとともに、必要があると認め

られるときは、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずるよう指導を実施

する。 

 

［北海道労働局（監督課）］ 

○ 運転者の労働条件の適正化等 

自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金、賃金形態等の労働条件の

改善を図るため、労働基準法（昭和22年法律第49号）等の関係法令及び、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示

第７号）の履行を確保するための監督指導を実施する。 

また、関係行政機関において、相互の連絡会議の開催及び監督・監査

結果の相互通報制度等の活用を図るとともに、必要に応じ合同による監

督・監査を実施する。 

 

（６）道路交通に関する情報の充実  

［札幌管区気象台］ 

○ 道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、暴風雪、暴風、竜巻等の

激しい突風、霧、高潮、地震、津波、火山噴火等の自然現象について、

的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速に

とり得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の

防止・軽減に努める。 

 

気象観測予報

体制の整備 

・気象情報の改善・充実 

地震・津波・

火山の監視・

警報体制の整

備等 

・緊急地震速報（予報及び警報）の利活用の推進 

・津波警報等の確実な運用 

・火山監視体制の充実と噴火警戒レベルの改善

の推進 

・火山噴火に伴う量的降灰予報の確実な運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言追加 

（気象庁交

通安全業務

計 画 を 反

映） 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

ア 危険物輸

送に関する情

報提供の充実

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P43 

４ 車両の安

全性の確保 

 

（１）先進安全

自動車（ASV）の

普及促進 

防災知識の普

及・啓発と防

災関係機関と

の連携強化 

・防災気象講演会の開催（各気象官署） 

・気象施設等見学会の開催（各気象官署） 

・防災情報に関する説明会等の開催（各気象官

署） 

・防災関係機関との担当者会議（各気象官署） 

 

［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

危険物輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止するため、危険

物取扱者に対する講習を行うほか、関係機関が共同して移動タンク貯蔵

所（タンクローリー）等の立入検査を実施する。 

危険物取扱者保安講習 <対面講習> 

第１回：６月１日～９月21日…札幌

市ほか23市町 

第２回：10月２日～12月５日…札幌

市ほか９市 

<オンライン講習> 

第１回：８月28日～９月27日 

第２回：９月28日～10月27日 

第３回：11月14日～12月13日 

第４回：１月29日～２月28日 

危険物安全週間の実施 ６月第２週 

移動タンク貯蔵所及び危険

物運搬車両の立入検査等 

11月 

  

４  車両の安全性の確保 

（１）安全に資する自動走行技術を含む先進安全自動車（ＡＳＶ）の普及の促

進 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 先進安全自動車として開発された、ドライバーの安全運転を支援する

防災知識の普

及・啓発と防

災関係機関と

の連携強化 

・防災気象講演会の開催（各気象官署） 

・気象施設等見学会の開催（各気象官署） 

・防災情報に関する説明会等の開催（各気象官

署） 

・防災関係機関との担当者会議（各気象官署） 

 

 ［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

危険物輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止するため、危険

物取扱者に対する講習を行うほか、関係機関が共同して移動タンク貯蔵

所（タンクローリー）等の立入検査を実施する。 

危険物取扱者保安講習  

第１回：６月１日～９月22日…札幌

市ほか21市町 

第２回：10月３日～12月２日…札幌

市ほか10市町 

 

 

 

 

 

危険物安全週間の実施 ６月第２週 

移動タンク貯蔵所及び危険

物運搬車両の立入検査等 

11月 

  

４  車両の安全性の確保 

（１）安全に資する自動走行技術を含む先進安全自動車（ＡＳＶ）の普及の促

進 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 先進安全自動車として開発された、ドライバーの安全運転を支援する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

（２）高齢運転

者による事故

が相次いで発

生している状

況を踏まえた

安全対策の推

進 

P44 

（４）自動車ア

セスメント情

報の提供等 

 

 

 

P44 

（５）自動車の

検査及び点検

整備の充実 

ア 自動車の

検査の充実 

 

 

 

 

 

 

 

イ 自動車点

検整備の充実 

 

「衝突被害軽減ブレーキ」等の市場化されたＡＳＶシステム（技術）に

ついて、補助制度等を引き続き活用し、普及を促進する。 

 

○ 高齢運転者による交通事故対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ

やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの運転支援機能を備えた「サポ

カー」「サポカーＳ」の普及啓発を行う。 

 

（２）自動車アセスメント情報の提供 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 自動車アセスメントとして公表される、自動車やチャイルドシートを

対象とした「安全性能評価結果」を活用することにより、安全な自動車

やチャイルドシートの普及を促進する。 

〈自動車総合安全情報〉 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/ 

 

（３）自動車の検査及び点検整備の充実 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課、整備・保安課）］ 

○ 自動車の検査の充実 

自動車の安全な運行を確保するために定められる保安基準は、「交通事

故による被害軽減」への役割も担うことから、当該基準の拡充・強化に

対応し自動車検査の確実な実施が執行できるよう適切な業務の管理を

行う。 

また、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両を始

めとした整備不良車及び保安基準不適合車を排除し、安全な運行の確保

及び環境保全を推進していく。 

自動車の検査に重要な役割を果たす事業者に対する指導監督を適切に

行うことにより、「指定自動車整備事業制度」の確実な運用・活用を図る。 

 

○ 自動車点検整備の充実 

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施を図

「衝突被害軽減ブレーキ」等の市場化されたＡＳＶシステム（技術）に

ついて、補助制度等を引き続き活用し、普及を促進する。 

 

○ 高齢運転者による交通事故対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ

やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの運転支援機能を備えた「サポ

カー」「サポカーＳ」の普及啓発を行う。 

 

（２）自動車アセスメント情報の提供 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 自動車アセスメントとして公表される、自動車やチャイルドシートを

対象とした「安全性能評価結果」を活用することにより、安全な自動車

やチャイルドシートの普及を促進する。 

〔自動車総合安全情報〕 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/ 

 

（３）自動車の検査及び点検整備の充実 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課、整備・保安課）］ 

○ 自動車の検査の充実 

自動車の安全な運行を確保するために定められる保安基準は、「交通事

故による被害軽減」への役割も担うことから、当該基準の拡充・強化に

対応し自動車検査の確実な実施が執行できるよう適切な業務の管理を行

う。 

また、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両を始

めとした整備不良車及び保安基準不適合車を排除し、安全な運行の確保

及び環境保全を推進していく。 

自動車の検査に重要な役割を果たす事業者に対する指導監督を適切に

行うことにより、「指定自動車整備事業制度」の確実な運用・活用を図る。 

 

○ 自動車点検整備の充実 

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施を図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P45 

（６）リコール

制度の充実・強

化 

 

 

 

 

 

（７）自転車の

安全性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下、「自動車点検整

備推進運動」を展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を推進す

る。 

また、自動車運送事業者の保有する事業用自動車の安全の確保のため、

自動車運送事業者への監査、整備管理者研修等のあらゆる機会を捉え、

車両の保守管理について指導を行い、その確実な実施を推進する。 

さらに、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故，車体腐食によ

る事故等の車両不具合による事故については，その原因の把握・究明に

努めるとともに，点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹

底を図る。 

 

（４）リコール制度の充実・強化 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 自動車製作者等の系列販売店に対し立入りにより不具合修理状況の調

査を実施する一方で、自動車ユーザーからの不具合情報を収集し制度の

充実を図る。 

〈自動車のリコール・不具合情報〉 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/ 

 

（５）自転車の安全性の確保 

［北海道経済産業局（総務企画部総務課）］ 

○ 経済産業局のホームページを活用した消費者への情報提供等を通じ

て、リコール製品の使用による事故拡大を防ぐ。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 小学生・中学生・高校生の各年齢層に応じた自転車の安全利用に関す

るリーフレットを作成し、第１学年の児童・生徒全員に配付する。（公益

社団法人北海道交通安全推進委員会事業費補助）（再掲） 

リーフレットでは、自転車事故の高額損害賠償事例やＴＳマークを紹

介することにより、乗車用ヘルメットの着用、自転車損害賠償保険等へ

るため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下、「自動車点検整

備推進運動」を展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を推進す

る。 

また、自動車運送事業者の保有する事業用自動車の安全の確保のため、

自動車運送事業者への監査、整備管理者研修等のあらゆる機会を捉え、

車両の保守管理について指導を行い、その確実な実施を推進する。 

さらに、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故，車体腐食によ

る事故等の車両不具合による事故については，その原因の把握・究明に

努めるとともに，点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹

底を図る。 

 

（４）リコール制度の充実・強化 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 技術課）］ 

○ 自動車製作者等の系列販売店に対し立入りにより不具合修理状況の調

査を実施する一方で、自動車ユーザーからの不具合情報を収集し制度の

充実を図る。 

〔自動車のリコール・不具合情報〕 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/ 

 

（５）自転車の安全性の確保 

［北海道経済産業局（総務企画部総務課）］ 

○ 経済産業局のホームページを活用した消費者への情報提供等を通じ

て、リコール製品の使用による事故拡大を防ぐ。 

 

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 小学生・中学生・高校生の各年齢層に応じた自転車の安全利用に関す

るリーフレットを作成し、第１学年の児童・生徒全員に配付する。（公益

社団法人北海道交通安全推進委員会事業費補助）（再掲） 

リーフレットの内容については、北海道自転車条例を踏まえ、乗車用

ヘルメットの着用及び自転車損害賠償保険等への加入を推奨するほか、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状にあわ

せた文章整

http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

P34 

ク 自転車の

安全利用の推

進 

 

 

 

 

 

P45 

５ 道路交通

秩序の維持 

（１）交通の指

導取締りの強

化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の加入及び自転車の定期的な点検整備の促進を図る。 

また、自転車損害補償保険等への加入が義務化されているレンタサイ

クル事業者向けや自転車条例に関する啓発資材をホームページに掲載し

て周知を図る。 

 

 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 薄暮時から夜間における自転車事故の防止を図るため、灯火点灯の徹

底と反射材用品等の取付け促進により、自転車の被視認性の向上を図る。

また、自転車利用者が定期的に制動装置、ハンドル等の点検整備や正し

い利用方法等の指導を受ける気運を情勢するとともに、具体的な事故事

例を示すなどして、損害賠償責任保険等の加入の必要性について、自転

車利用者に理解させるよう努める。 

 

５ 道路交通秩序の維持 

（１）交通の指導取締りの強化等 

［北海道警察（交通部交通指導課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 交通事故抑止に資する交通指導取締り及び街頭活動の推進 

ア 交通事故抑止に資する交通指導取締り 

交通事故の発生状況の分析や地域の交通実態に基づいた交通取締り

方針の策定、実施、効果検証、次回取締方針への反映等、いわゆるＰＤ

ＣＡサイクルにより管理し、真に交通事故抑止に資する交通指導取締

りを推進する。 

推進に当たっては、飲酒運転、速度違反、シーベルト装着義務違反、

交差点違反等の交通事故抑止に効果的な違反の取締り及び道民からの

交通取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置き実施する。 

また、自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時停止

等に対して積極的に指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に

対する検挙措置を講じるなど、自転車利用者に対する指導取締りを推

自転車の定期的な点検整備や損害賠償責任保険等の加入を促進するた

め、ＴＳマーク 及び高額の損害賠償事例などを含めるものとする。 

また、上記リーフレットに加え、自転車損害補償保険等への加入が義

務化されているレンタサイクル事業者向けのチラシを事業者に配布して

周知を図るほか、子供乗せ自転車の正しい乗り方等のチラシを配布する

などし、幼稚園等から保護者に注意喚起を行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 薄暮時から夜間における自転車事故の防止を図るため、灯火点灯の徹

底と反射材用品等の取付け促進により、自転車の被視認性の向上を図る。

また、自転車利用者が定期的に制動装置、ハンドル等の点検整備や正し

い利用方法等の指導を受ける気運を醸成するとともに、具体的な事故事

例を示すなどして、損害賠償責任保険等の加入の必要性について、自転

車利用者に理解させるよう努める。 

 

５ 道路交通秩序の維持 

（１）交通の指導取締りの強化等 

［北海道警察（交通部交通指導課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 交通事故抑止に資する交通指導取締り及び街頭活動の推進 

ア 交通事故抑止に資する交通指導取締り 

交通事故の発生状況の分析や地域の交通実態に基づいた交通取締り

方針の策定、実施、効果検証、次回取締方針への反映等、いわゆるＰＤ

ＣＡサイクルにより管理し、真に交通事故抑止に資する交通指導取締

りを推進する。 

推進に当たっては、飲酒運転、速度違反、シートベルト装着義務違

反、交差点違反等の交通事故抑止に効果的な違反の取締り及び道民か

らの交通取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置き実施する。 

 

 

 

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車利用

者に対する

交通指導取
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 高速自動

車国道等にお

ける指導取締

り 

 

 

 

（２）交通事故

事件等に係る

適正かつ緻密

な捜査の一層

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

進する。 

 

イ 道民の理解を深めるための情報発信 

交通事故の抑止と被害軽減に資する速度規制については、その基本

的な考え方と方向性を示した北海道警察速度管理指針により、速度規

制、速度取締り、交通安全教育などの総合的な対策に関して、分かりや

すい情報発信を推進する。 

また、北海道警察速度管理指針に基づき、警察署等が管内の交通事故

実態等の分析結果などを踏まえ、重点的に速度取締りを行う路線、時間

帯等を速度取締指針として示し、情報発信を推進する。 

 

○ 高速自動車国道等における指導取締りの強化 

高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽

微な違反であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通の

指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通実態

に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、違反の未然防止及

び交通流の整序を図る。 

 

（２）交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 

［北海道警察（交通部交通捜査課）］ 

○ 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

交通事故事件等の捜査においては、初動捜査から自動車運転死傷処罰

法第２条又は第３条（危険運転致死傷罪）の立件も視野に入れた捜査を

徹底する。 

 

○ 交通事故事件等に係る科学的捜査の推進 

各種車載記録装置、交差点事故自動映像記録装置等に記録された映像

をはじめ、多角的に証拠資料を収集するとともに、３Ｄレーザースキャ

ナやひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜査支援システム等、科

学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観的な証拠に基づいた

 

 

イ 道民の理解を深めるための情報発信 

交通事故の抑止と被害軽減に資する速度規制については、その基本

的な考え方と方向性を示した北海道警察速度管理指針により、速度規

制、速度取締り、交通安全教育などの総合的な対策に関して、分かり

やすい情報発信を推進する。 

また、北海道警察速度管理指針に基づき、警察署等が管内の交通事故

実態等の分析結果などを踏まえ、重点的に速度取締りを行う路線、時間

帯等を速度取締指針として示し、情報発信を推進する。 

 

○ 高速自動車国道等における指導取締りの強化 

高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽

微な違反であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通の

指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通実態

に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、違反の未然防止及

び交通流の整序を図る。 

 

（２）交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 

［北海道警察（交通部交通捜査課）］ 

○ 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

交通事故事件等の捜査においては、初動捜査から自動車運転死傷処罰

法第２条又は第３条（危険運転致死傷罪）の立件も視野に入れた捜査を

徹底する。 

 

○ 交通事故事件等に係る科学的捜査の推進 

各種車載記録装置、交差点事故自動映像記録装置等に記録された映像

をはじめ、多角的に証拠資料を収集するとともに、３Ｄレーザースキャ

ナやひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜査支援システム等、科

学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観的な証拠に基づいた

締りの推進

について11

次北海道交

通安全計画

に基づき修

正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P47 

（３）暴走族等

対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

ア 暴走族等

追放気運の高

揚及び家庭、学

校等における

青少年の指導

の充実 

 

 

科学的な交通事故事件捜査を推進する。 

 

○ 一定の病気等に係る運転者の把握と適切な措置 

自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響による

交通事故を防ぐため、短期的に複数回、交通事故を起こした者の抽出等

により、一定の病気にかかっている疑いのある者の把握に努め、適切な

措置を講ずる。 

 

○ 交通事故事件等に係る捜査力の強化 

交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び若手捜

査員を対象とした実践的な指導、研修等を行い、捜査員の捜査能力の一

層の向上に努める。 

 

（３）暴走族対策の強化  

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 暴走族の根絶及び暴走行為の防止に係る対策は、「北海道暴走族の根絶

等に関する条例」（平成15年8月8日公布・施行、罰則規定 同年11月1日

施行）第10条の規定に基づく、暴走族の根絶等に関する施策の「基本方

針」（平成16年1月23日公表）により設置した「北海道暴走族対策推進協

議会」（平成16年10月28日設置）において、関係する施策を総合的に推進

する。 

 

［北海道警察（交通部交通捜査課）］ 

○ 暴走族等追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充

実 

  暴走族根絶の気運高揚を図るため、「北海道暴走族の根絶等に関する条

例」を積極的に運用するとともに、報道機関等に対する積極的な資料提

供を行い、暴走族等や旧車會の実態が的確に広報されるよう努めるなど、

広報活動を積極的に行う。 

また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対する交通安全

科学的な交通事故事件捜査を推進する。 

 

○ 一定の病気等に係る運転者の把握と適切な措置 

自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響による

交通事故を防ぐため、短期的に複数回、交通事故を起こした者の抽出等

により、一定の病気にかかっている疑いのある者の把握に努め、適切な

措置を講ずる。 

 

○ 交通事故事件等に係る捜査力の強化 

交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び若手捜

査員を対象とした実践的な指導、研修等を行い、捜査員の捜査能力の一

層の向上に努める。 

 

（３）暴走族対策の強化  

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 暴走族の根絶及び暴走行為の防止に係る対策は、「北海道暴走族の根絶

等に関する条例」（平成15年8月8日公布・施行、罰則規定 同年11月1日

施行）第10条の規定に基づく、暴走族の根絶等に関する施策の「基本方

針」（平成16年1月23日公表）により設置した「北海道暴走族対策推進協

議会」（平成16年10月28日設置）において、関係する施策を総合的に推進

する。 

 

［北海道警察（交通部交通捜査課）］ 

○ 暴走族等追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充

実 

暴走族根絶の気運高揚を図るため、「北海道暴走族の根絶等に関する条

例」を積極的に運用するとともに、報道機関等に対する積極的な資料提

供を行い、暴走族等や旧車會の実態が的確に広報されるよう努めるなど、

広報活動を積極的に行う。 

また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対する交通安全
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

イ 暴走行為

阻止のための

環境整備 

 

 

 

 

 

ウ 暴走族等

に対する指導

取締りの推進 

 

 

 

 

 

 

 

エ 暴走族関

係事犯者の再

犯防止 

 

 

 

 

 

 

 

指導等を促進するほか、暴走族グループの新規結成の阻止及び暴走行為

等に参加しないための支援に努める。 

 

○ 暴走行為阻止のための環境整備 

暴走族等、旧車會及びこれに伴う群衆のい集 場所として利用されやす

い施設の管理者対策を徹底し、暴走行為者等をい集させないための環境

づくりを推進する。 

また、事前の情報の入手に努め、大規模集会や集団走行が行われるお

それがある場合には、早期に暴走行為者らと群衆を隔離し、違法行為者

を検挙・排除して、違法走行の未然防止を図る。 

 

○ 暴走族等に対する指導取締りの強化 

暴走行為取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、集団暴

走行為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険行為等の禁

止違反をはじめとする各種法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せ

て交通法規遵守の指導を積極的に行うなど、暴走族等に対する指導取締

りを推進する。 

また、不正改造等暴走行為を助長する行為に対しての背後責任の追及

を行い、関係機関等と連携した取締りを強化するなど根源的な対策を講

じる。 

 

○ 暴走族関係事犯者の再犯防止 

暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組

織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環

境等の諸事情をも明らかにしつつ、グループ結成の未然防止、グループ

化していない暴走行為者の把握に努めるほか、暴力団とかかわりのある

者については、暴力団対策関係部署と連携してその実態を明らかにし、

暴力団との関係を断ち切らせるなど、暴走族関係事犯者の再犯防止を図

る。 

 

指導等を促進するほか、暴走族グループの新規結成の阻止及び暴走行為

等に参加しないための支援に努める。 

 

○ 暴走行為阻止のための環境整備 

    暴走族等、旧車會及びこれに伴う群衆のい集 場所として利用されやす

い施設の管理者対策を徹底し、暴走行為者等をい集させないための環境

づくりを推進する。 

また、事前の情報の入手に努め、大規模集会や集団走行が行われるお

それがある場合には、早期に暴走行為者らと群衆を隔離し、違法行為者

を検挙・排除して、違法走行の未然防止を図る。 

 

○ 暴走族等に対する指導取締りの強化 

暴走行為取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、集団暴

走行為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険行為等の禁

止違反をはじめとする各種法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せ

て交通法規遵守の指導を積極的に行うなど、暴走族等に対する指導取締

りを推進する。 

また、不正改造等暴走行為を助長する行為に対しての背後責任の追及

を行い、関係機関等と連携した取締りを強化するなど根源的な対策を講

じる。 

 

○ 暴走族関係事犯者の再犯防止 

暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組

織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環

境等の諸事情をも明らかにしつつ、グループ結成の未然防止、グループ

化していない暴走行為者の把握に努めるほか、暴力団とかかわりのある

者については、暴力団対策関係部署と連携してその実態を明らかにし、

暴力団との関係を断ち切らせるなど、暴走族関係事犯者の再犯防止を図

る。 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

オ 車両の不

正改造の防

止 

 

 

 

 

 

 

P48 

６ 救助・救急

活動の充実 

（１）救助・救

急体制の整

備 

ア 救助体制

の整備・拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 整備・保安課）］ 

○ 車両の不正改造の防止  

暴走行為、過積載を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通

の秩序を乱すとともに、排気ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の

要因の一つとなっていることから、自動車の安全な運行を確保するため

に、関係機関及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する

運動」を展開し、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を実施

し自動車ユーザー及び自動車関係事業者の認識を高める。 

 

６ 救助・救急活動の充実 

（１）救助・救急体制の整備   

［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 救助・救急体制の整備・拡充 

消防機関における救助・救急体制の整備を図るため、消防学校等にお

いて、救助・救急隊員の教育訓練を次により実施し、資質向上を図る。   

区分 期間 

専科：救助科 4月10日～ 4月28日 

 

専科：救急科  8月21日～ 9月15日 

1月15日～ 2月 9日 

  

気管挿管再認定講習 6月15日～11月24日（18回） 

気管挿管講習(ビデオ喉

頭鏡） 

7月27日、7月28日 11月9日、11月10

日 

処置拡大２行為講習 5月16日～ 5月19日 

6月27日～ 6月30日 

7月11日～ 7月14日 

8月 1日～ 8月 4日 

11月14日～11月17日 

（令和５年４月28日時点） 

［北海道運輸局（自動車技術安全部 整備・保安課）］ 

○ 車両の不正改造の防止  

暴走行為、過積載を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通

の秩序を乱すとともに、排気ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の

要因の一つとなっていることから、自動車の安全な運行を確保するため

に、関係機関及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する

運動」を展開し、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を実施

し自動車ユーザー及び自動車関係事業者の認識を高める。 

 

６ 救助・救急活動の充実 

（１）救助・救急体制の整備   

［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 救助・救急体制の整備・拡充 

消防機関における救助・救急体制の整備を図るため、消防学校等にお

いて、救助・救急隊員の教育訓練を次により実施し、資質向上を図る。 

区分 期間 

専科：救助科 4月 7日～ 4月27日 

8月29日～ 9月16日 

専科：救急科  8月22日～ 9月16日 

1月11日～ 2月 7日 

 2月14日～ 3月14日 

気管挿管再認定講習 6月23日～11月30日（18回） 

気管挿管講習(ビデオ喉

頭鏡） 

5月12日、 5月13日、7月28日、7月

29日 10月13日、10月14日（6回） 

処置拡大２行為講習 6月28日～ 7月 1日 

7月12日～ 7月15日 

10月25日～10月28日 

11月 8日～11月11日（4回） 

 

（令和４年５月10日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

イ 多数傷者

発生時にお

ける救助・救

急体制の充

実 

ウ 自動体外

式除細器の

使用も含め

た心肺蘇生

法等の応急

手当の普及

啓発活動の

推進 

エ 救急救命

士養成・配置

等の促進 

 

 

 

 

 

P49 

オ 救助・救急

資機材等の

装備の充実 

カ 消防防災

ヘリコプタ

ーによる救

急業務の推

進 

 

○ 多数負傷者発生時における救助・救急体制の充実 

大規模道路交通事故等、多数の負傷者の発生に対処するため、救急業

務計画に対応した救護訓練を推進する。 

 

○ 応急手当等の普及啓発活動の推進 

消防機関等において、地域住民に対する自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当に関する講習会を実施するとと

もに、救急の日（９月９日）、救急医療週間（９月９日を含む１週間）等

の機会を通じて救急医療に関する普及啓発活動を推進する。 

救 急 法 等

講習会 

総合振興局又は振興局保健環境部保健行政室

又は地域保健室：26箇所 

 

○ 救急救命士の養成 

救急救命士の養成を行う一般財団法人救急振興財団に対して運営経費

等を負担し、消防機関から派遣された救急隊員が救急救命士資格を取得

するための環境整備を図り、救急業務の高度化を推進する。 

また、医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含む救急隊員が

行う応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図

る。 

救急振興財団派遣 救急救命東京研修所５名 

 

○ 救助・救急用資機材の整備の推進 

消防機関における救助工作車、救助用資機材、高規格救急自動車、高

度救命処置用資機材等の整備促進及び救急救命士の養成を図る。 

 

○ 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進 

消防防災ヘリコプターによる救急搬送体制の充実を図り、本道の広域

性を考慮した航空消防防災体制の整備を推進する。 

消防防災ヘリコプターの運航・管理 丘珠空港１機 

 

○ 多数負傷者発生時における救助・救急体制の充実 

大規模道路交通事故等、多数の負傷者の発生に対処するため、救急業

務計画に対応した救護訓練を推進する。 

 

○ 応急手当の普及啓発活動の推進 

消防機関等において、地域住民に対する自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当に関する講習会を実施するとと

もに、救急の日（９月９日）、救急医療週間（９月９日を含む１週間）等

の機会を通じて救急医療に関する普及啓発活動を推進する。 

救 急 法 等

講習会 

総合振興局又は振興局保健環境部保健行政室

又は地域保健室：26箇所 

 

○ 救急救命士の養成 

救急救命士の養成を行う一般財団法人救急振興財団に対して運営経費

等を負担し、消防機関から派遣された救急隊員が救急救命士資格を取得

するための環境整備を図り、救急業務の高度化を推進する。 

また、医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含む救急隊員が

行う応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図

る。 

救急振興財団派遣 救急救命東京研修所10名 

 

○ 救助・救急用資機材の整備の推進 

消防機関における救助工作車、救助用資機材、高規格救急自動車、高

度救命処置用資機材等の整備促進及び救急救命士の養成を図る。 

 

○ 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進 

消防防災ヘリコプターによる救急搬送体制の充実を図り、本道の広域

性を考慮した航空消防防災体制の整備を推進する。 

消防防災ヘリコプターの運航・管理 丘珠空港１機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

ク 高速自動

車国道等に

おける救急

業務実施体

制の整備 

 

 

 

 

P49 

ク 高速自動

車国道等に

おける救急

業務実施体

制の整備 

 

ケ 現場急行

支援システ

ムの整備 

 

 

コ 緊急通報

システム・事

故自動通報

システムの

整備 

P49 

ク 高速自動

車国道等に

おける救急

 

○ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

高速道路インターチェンジ等が所在する市町村及び関係機関が連携を

密にして、道内の高速自動車国道における消防、救急及び救助業務の円

滑かつ適正な推進を図るため、消防機関等と合同で、事故対策訓練など

を実施する。 

北海道高速自動車国

道事故等対策訓練の

実施 

北海道､北海道警察､東日本高速道路

(株) ､全国消防長会北海道支部 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通規制課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

高速道路インターチェンジの所在する市町村及び関係機関が連携を密

にして、道内の高速自動車国道等における消防、救急業務の円滑かつ適

正な推進を図るため、消防機関等と合同で、交通事故対策訓練などを実

施する｡ 

 

○ 現場急行支援システムの整備 

緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減等のため、

緊急車両優先の信号制御を行う現場急行支援システム（ＦＡＳＴ ）の整

備に努める。 

 

○ 緊急通報システムへの対応 

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び

事故処理の迅速化のため、緊急車両の迅速な現場急行を可能にする緊急

通報システム（ＨＥＬＰ  ）に適切に対応する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高速道路インターチェンジの所在する市町村及び関係機関が連携を密

にして、道内の高速自動車国道における消防、救急及び救助業務の円滑

 

○ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

高速道路インターチェンジ等が所在する市町村及び関係機関が連携を

密にして、道内の高速自動車国道における消防、救急及び救助業務の円

滑かつ適正な推進を図るため、消防機関等と合同で、事故対策訓練など

を実施する。 

北海道高速自動車国

道事故等対策訓練の

実施 

北海道､北海道警察､東日本高速道路

(株) ､全国消防長会北海道支部 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通規制課、高速道路交通警察隊）］ 

○ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

高速道路インターチェンジの所在する市町村及び関係機関が連携を密

にして、道内の高速自動車国道等における消防、救急業務の円滑かつ適

正な推進を図るため、消防機関等と合同で、交通事故対策訓練などを実

施する｡ 

 

○ 現場急行支援システムの整備 

緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減等のため、

緊急車両優先の信号制御を行う現場急行支援システム（ＦＡＳＴ ）の整

備に努める。 

 

○ 緊急通報システムへの対応 

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び

事故処理の迅速化のため、緊急車両の迅速な現場急行を可能にする緊急

通報システム（ＨＥＬＰ  ）に適切に対応する。 

 

［ＮＥＸＣＯ東日本（北海道支社道路管制センター交通管理課）］ 

○ 高速道路インターチェンジの所在する市町村及び関係機関が連携を密

にして、道内の高速自動車国道における消防、救急及び救助業務の円滑
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

業務実施体

制の整備 

 

P49 

（２）救急医療

体制の整備 

ア 救急医療

機関等の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P50 

イ 救急医療

担当医師・看

護師等の養

成等 

 

ウ ドクター

ヘリ事業の

推進 

 

 

かつ適正な推進を図るため、消防機関等と合同で、事故対策訓練などを

実施する。 

 

（２）救急医療体制の整備   

［北海道（保健福祉部地域医療推進局地域医療課）］ 

○ 救急医療機関等の整備 

休日・夜間における軽症救急患者の医療を確保するため、初期救急医

療として、休日夜間急患センター及び在宅当番医制による診療体制を推

進する。 

休日夜間診療確保事業 

また、二次救急医療として、重症患者の入院医療を確保する救急告示

医療機関や病院群輪番制の実施を推進するとともに、三次救急医療 とし

て、頭部損傷等の重篤救急患者に対して、高度診療機能を有する救命救

急センターの充実を図る。 

救命救急センター運営費補助事業 

さらに、医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをインター

ネットで結ぶ情報ネットワークにより、救急医療に必要な医療機関情報

を提供する。 

救急医療情報システム事業 

 

○ 救急医療担当医師への支援 

医療機関が救急勤務医等に支給する手当に対して助成をすることで、

救急医等の処遇改善を図り、救急医療体制を維持・継続する。 

救急勤務医・産科医等確保支援事業 

 

○ ドクターヘリ事業の推進 

救急医療用の医療機器等を装備し、救急医療の専門医、看護師が同乗

し救急現場に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に

救命医療を行うドクターヘリの運航により、一刻を争う重篤救急患者の

救命率の向上や後遺症の軽減を図る。 

かつ適正な推進を図るため、消防機関等と合同で、事故対策訓練などを

実施する。 

 

（２）救急医療体制の整備   

［北海道（保健福祉部地域医療推進局地域医療課）］ 

○ 救急医療機関等の整備 

休日・夜間における軽症救急患者の医療を確保するため、初期救急医

療として、休日夜間急患センター及び在宅当番医制による診療体制を推

進する。 

休日夜間診療確保事業 

また、二次救急医療として、重症患者の入院医療を確保する救急告示

医療機関や病院群輪番制の実施を推進するとともに、三次救急医療 とし

て、頭部損傷等の重篤救急患者に対して、高度診療機能を有する救命救

急センターの充実を図る。 

救命救急センター運営費補助事業 

さらに、医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをインター

ネットで結ぶ情報ネットワークにより、救急医療に必要な医療機関情報

を提供する。 

救急医療情報システム事業 

 

○ 救急医療担当医師への支援 

医療機関が救急勤務医等に支給する手当に対して助成をすることで、

救急医等の処遇改善を図り、救急医療体制を維持・継続する。 

救急勤務医・産科医等確保支援事業 

 

○ ドクターヘリ事業の推進 

救急医療用の医療機器等を装備し、救急医療の専門医、看護師が同乗

し救急現場に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に

救命医療を行うドクターヘリの運航により、一刻を争う重篤救急患者の

救命率の向上や後遺症の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容の

説明はされ

ているため

削除 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

P50 

（３）救急関係

機関の協力

関係の確保

等 

 

 

 

 

 

P50 

７ 被害者支

援の充実と

推進 

（１）自動車損

害賠償保障

制度に係る

無保険（無共

済）車両対策

の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターヘリ整備事業（道央、道東、道北、道南ドクターヘリ

を運航） 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関

と消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進す

るとともに、救急医療機関相互の受入・連絡体制の強化を図る。 

また、救急隊員が行う搬送途上等における応急処置等の質の確保・向

上を図るため、携帯電話等を活用し、搬送途上において医師との直接交

信により指示、指導・助言を受ける等、医療機関と消防機関が相互に連

携を取りながら効果的な救急体制の整備を促進する。 

 

７ 損害賠償の適正化を始めとした被害者支援の推進 

（１）自動車損害賠償保障制度に係る無保険（無共済）車両対策の徹底 

［北海道運輸局（自動車交通部 旅客第一課）］ 

○ 「自動車損害賠償責任保険（自動車損害賠償責任共済）」は強制加入の

制度であるが、特に車検制度の無い原動機付自転車・軽二輪自動車（総

排気量250cc以下）においては、期限切れ・掛け忘れのまま運行している

使用者が散見される。このため保険（共済）制度の広報活動・街頭など

での取締により、保険（共済）制度の概要と重要性を幅広く啓発する。 

ア 無保険（無共済）車の監視活動を実施し、個別に指導を行う。 

無保険（無共済）車指導員：全道で10人任命 

 

イ 街頭取締を実施し、無保険（無共済）車に対して指導する。 

無保険（無共済）車街頭取締補助員：全道で５人任命 

 

ウ ポスター掲示、リーフレットの配付などにより、保険（共済）制度

の広報活動を実施し、一般道民に対して制度の重要性を周知すること

によって、加入の徹底を図る。 

ドクターヘリ整備事業（道央、道東、道北、道南ドクターヘリ

を運航） 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

［北海道（総務部危機対策局危機対策課）］ 

○ 救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関

と消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進す

るとともに、救急医療機関相互の受入・連絡体制の強化を図る。 

また、救急隊員が行う搬送途上等における応急処置等の質の確保・向

上を図るため、携帯電話等を活用し、搬送途上において医師との直接交

信により指示、指導・助言を受ける等、医療機関と消防機関が相互に連

携を取りながら効果的な救急体制の整備を促進する。 

 

７ 損害賠償の適正化を始めとした被害者支援の推進 

（１）自動車損害賠償保障制度に係る無保険（無共済）車両対策の徹底 

［北海道運輸局（自動車交通部 旅客第一課）］ 

○ 「自動車損害賠償責任保険（自動車損害賠償責任共済）」は強制加入の

制度であるが、特に車検制度の無い原動機付自転車・軽二輪自動車（総

排気量250cc以下）においては、期限切れ・掛け忘れのまま運行している

使用者が散見される。このため保険（共済）制度の広報活動・街頭など

での取締により、保険（共済）制度の概要と重要性を幅広く啓発する。 

ア 無保険（無共済）車の監視活動を実施し、個別に指導を行う。 

無保険（無共済）車指導員：全道で11人任命 

 

イ 街頭取締を実施し、無保険（無共済）車に対して指導する。 

無保険（無共済）車街頭取締補助員：全道で５人任命 

 

ウ ポスター掲示、リーフレットの配付などにより、保険（共済）制度

の広報活動を実施し、一般道民に対して制度の重要性を周知すること

によって、加入の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

P50 

（２）損害賠償

の 請

求についての援助等 

ア 交通事故

相談活動の

推進 

 

 

 

イ 損害賠償

請求の援助

活動等の強

化 

 

（３）交通事故

被害者支援

の充実強化 

イ 公共交通

事故被害者

等への支援 

 

 

「令和５年度 自賠責制度ＰＲ」の実施 

（令和５年９月を全国統一の重点期間として予定） 

 

エ 自賠責保険（共済）制度に関するホームページにおいて、制度の基

本事項や被害者救済対策の現状等を掲載し、啓発する。 

〈自動車総合安全情報〉 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ 

 

（２）損害賠償の請求についての援助等   

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 北海道交通事故相談所の運営 

道庁１階に北海道交通事故相談所を設置し、専任の相談員を配置して、

面接、電話の相談に応じるほか、総合振興局や市町村において巡回相談

を実施する。 

北海道交通事故相談所（北海道庁本庁舎１階）：相談員４人（交

代制） 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通部交通捜査課）］ 

○ 損害賠償請求の援助活動等の推進 

交通事故被害者に対する適正かつ迅速な援助の一助とするため、保護・

支援のための制度の概要を紹介した冊子、パンフレット等により、救済

制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進する。 

 

（３）交通事故被害者支援の充実強化 

［北海道運輸局（交通政策部バリアフリー推進課）］ 

○ 公共交通事故被害者等への支援 

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成24年４

月に、国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置した。同支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被

害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長

「令和４年度 自賠責制度ＰＲ」の実施 

（令和４年９月を全国統一の重点期間として予定） 

 

エ 自賠責保険（共済）制度に関するホームページにおいて、制度の基

本事項や被害者救済対策の現状等を掲載し、啓発する。 

〔自動車総合安全情報〕 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ 

 

（２）損害賠償の請求についての援助等   

［北海道（環境生活部くらし安全局道民生活課）］ 

○ 北海道交通事故相談所の運営 

道庁１階に北海道交通事故相談所を設置し、専任の相談員を配置して、

面接、電話の相談に応じるほか、総合振興局や市町村において巡回相談

を実施する。 

北海道交通事故相談所（北海道庁本庁舎１階）：相談員４人（交

代制） 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通部交通捜査課）］ 

○ 損害賠償請求の援助活動等の推進 

交通事故被害者に対する適正かつ迅速な援助の一助とするため、保護・

支援のための制度の概要を紹介した冊子、パンフレット等により、救済

制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進する。 

 

（３）交通事故被害者支援の充実強化 

［北海道運輸局（交通政策部バリアフリー推進課）］ 

○ 公共交通事故被害者等への支援 

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成24年４

月に、国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置した。同支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被

害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 交通事故

被害者等の

心情に配慮

した対策の

推進 

 

 

 

 

 

 

期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関

する相談への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。引き続

き、関係者からの助言をいただきながら、外部の関係機関とのネットワ

ークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事

業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等へ

の支援の取組を着実に進めていく。 

 

［北海道（保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課）］ 

○ 交通遺児等の父母のない児童及び交通遺児家庭等のひとり親家庭に対

し、母子・父子自立支援員及び家庭相談員による相談活動並びに生活資

金等各種貸付制度を活用した支援を行う。 

母子・父子・寡婦

福祉資金の貸付け 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金は、

技能習得資金、修業資金、修学資金な

ど12種類あり、母子家庭の母、父子家

庭の父及び寡婦や児童等の就労に必要

な知識技能習得のために必要な費用、

児童の高校、大学等への進学の費用等

の貸付けを行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通部交通捜査課）］ 

○ 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

    交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に

対する支援や、警察署、交通安全活動推進センター員等による交通事故

被害者等の心情に配慮した相談業務を推進するほか、関係機関及び民間

の犯罪被害者支援団体等との連携を図る。 

  警察においては、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経

過等の情報を提供するとともに、刑事手続きの流れ等をまとめた「交通

事故被害者の手引」を作成し、活用する。 

  ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害者等につ

いては、被疑者の検挙、送致状況等を連絡する被害者連絡制度の適正な

期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関

する相談への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。引き続

き、関係者からの助言をいただきながら、外部の関係機関とのネットワ

ークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事

業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等へ

の支援の取組を着実に進めていく。 

 

［北海道（保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課）］ 

○ 交通遺児等の父母のない児童及び交通遺児家庭等のひとり親家庭に対

し、母子・父子自立支援員及び家庭相談員による相談活動並びに生活資

金等各種貸付制度を活用した支援を行う。 

母子・父子・寡婦

福祉資金の貸付け 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金は、

技能習得資金、修業資金、修学資金な

ど12種類あり、母子家庭の母、父子家

庭の父及び寡婦や児童等の就労に必要

な知識技能習得のために必要な費用、

児童の高校、大学等への進学の費用等

の貸付けを行う。 

 

［北海道警察（交通部交通企画課、交通部交通捜査課）］ 

○ 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

    交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に

対する支援や、警察署、交通安全活動推進センター員等による交通事故

被害者等の心情に配慮した相談業務を推進するほか、関係機関及び民間

の犯罪被害者支援団体等との連携を図る。 

  警察においては、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経

過等の情報を提供するとともに、刑事手続きの流れ等をまとめた「交通

事故被害者の手引」を作成し、活用する。 

  ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害者等につ

いては、被疑者の検挙、送致状況等を連絡する被害者連絡制度の適正な
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P52 

８ 研究開発

及び調査研

究の充実 

（１）道路交通

の安全に関

する研究開

発及び調査

研究の推進 

ウ 交通事故

の長期的予

測の充実 

（２）道路交通

事故原因の

総合的な調

査研究の充

実強化 

P53 

第２章 鉄道

交通の安全 

１ 鉄道交通

運用を図る。 

また、交通死亡事故の遺族から加害者の行政処分に係る意見聴取等の

期日について問い合わせがあった場合や、交通死亡事故の遺族又は重度

後遺障害を受けた者及びその直近の家族から加害者の行政処分結果に

ついての問い合わせがあった場合は、適切な情報の提供を図る。  

さらに、警察本部交通捜査課の被害者連絡調整官等が、各警察署で実

施する被害者連絡にて指導を行うほか、自ら被害者連絡を実施するなど

して組織的な対応を図るとともに、交通事故被害者等の心情に配意した

対応について教養を徹底する。 

 

８ 研究開発及び調査研究の充実 

（１）道路交通の安全に関する研究開発の推進 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 多様な側面を有する交通安全対策のより効率的、効果的、重点的な推

進を図るため、交通事故に関して統計学的な見地から分析を行い、交通

事故の発生に関する傾向や特徴について、長期的な予測の充実を図る。 

 

（２）道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 交通事故の実態を的確に把握し、効果的な交通安全施策の検討、立案

等に資するため、統計分析及び事例分析の深化を図るとともに、人、道

路及び車両について総合的な観点からの事故分析を行う。 

 

第２章 鉄道交通の安全 

１ 鉄道交通環境の整備 

（１）鉄道施設等の安全性の向上 

［北海道運輸局(鉄道部 技術・防災課)］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進

んでいる橋梁等の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進める。

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられ

運用を図る。 

また、交通死亡事故の遺族から加害者の行政処分に係る意見聴取等の

期日について問い合わせがあった場合や、交通死亡事故の遺族又は重度

後遺障害を受けた者及びその直近の家族から加害者の行政処分結果につ

いての問い合わせがあった場合は、適切な情報の提供を図る。  

さらに、警察本部交通捜査課の被害者連絡調整官等が、各警察署で実

施する被害者連絡にて指導を行うほか、自ら被害者連絡を実施するなど

して組織的な対応を図るとともに、交通事故被害者等の心情に配意した

対応について教養を徹底する。 

 

８ 研究開発及び調査研究の充実 

（１）道路交通の安全に関する研究開発の推進 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 多様な側面を有する交通安全対策のより効率的、効果的、重点的な推

進を図るため、交通事故に関して統計学的な見地から分析を行い、交通

事故の発生に関する傾向や特徴について、長期的な予測の充実を図る。 

 

（２）道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化 

［北海道警察（交通部交通企画課）］ 

○ 交通事故の実態を的確に把握し、効果的な交通安全施策の検討、立案

等に資するため、統計分析及び事例分析の深化を図るとともに、人、道

路及び車両について総合的な観点からの事故分析を行う。 

 

第２章 鉄道交通の安全 

１ 鉄道交通環境の整備 

（１）鉄道施設等の安全性の向上 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進

んでいる橋梁等の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進める。

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられ
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

の整備 

（１）鉄道施設

等の安全性

の向上 

 

 

 

 

 

 

P53 

（１）鉄道施設

等の安全性

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている地域鉄道については、補助制度等を活用しつつ、施設、車両等の

適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制

度を活用する等して技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が

喫緊の課題となっている。このため、切土や盛土等の土砂災害への対策

の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。 

さらに、駅施設等について、高齢者・視覚障がい者を始めとする全て

の旅客のプラットホームからの転落・接触等を防止するため、ホームド

ア又は内方線付き点状ブロック等の整備などによるホームからの転落防

止対策を引き続き推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、自然災害へ

対応するため、線路防災設備等の整備、駅部等の耐震性の強化等の取組

を実施する。さらに、駅施設等について、ホームからの転落防止につい

て検討を進めるほか、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮した

バリアフリー化を推進する。 

また、車両や地上設備を整備し安全基盤を強化するため、予防保全の

考え方に基づく保全体制の確立に向け、車両や地上設備の長期的な保守

計画の策定や検査手法の見直し等を進める。 

軌道設備については、引き続き、橋マクラギの合成マクラギ化やロン

グレール化等による軌道強化を推進する。 

車両故障対策としては、Ｈ１００形電気式気動車及び７３７系電車の

新製による老朽取替、７８９系特急電車や２６１系特急気動車等の重要

機器取替を推進する。 

〈令和５年度整備計画〉 

項目 予算 

老朽設備取替 70億円 

保安・防災対策 34億円 

安定輸送対策 9億円 

ている地域鉄道については、補助制度等を活用しつつ、施設、車両等の

適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制

度を活用する等して技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が

喫緊の課題となっている。このため、切土や盛土等の土砂災害への対策

の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。 

さらに、駅施設等について、高齢者・視覚障がい者を始めとする全て

の旅客のプラットホームからの転落・接触等を防止するため、ホームド

ア又は内方線付き点状ブロック等の整備などによるホームからの転落防

止対策を引き続き推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、自然災害へ

対応するため、線路防災設備等の整備、駅部等の耐震性の強化等の取組

を実施する。さらに、駅施設等について、ホームからの転落防止につい

て検討を進めるほか、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮した

バリアフリー化を推進する。 

また、車両や地上設備を整備し安全基盤を強化するため、予防保全の

考え方に基づく保全体制の確立に向け、車両や地上設備の長期的な保守

計画の策定や検査手法の見直し等を進める。 

軌道設備については、引き続き、橋マクラギの合成マクラギ化やロン

グレール化等による軌道強化を推進する。 

車両故障対策としては、Ｈ１００形電気式気動車の新製によるキハ４

０形気動車の更新、２６１系特急気動車の新製投入、７８９系特急電車

や２０１系気動車等の重要機器取り替え工事を推進する。 

〔令和４年度整備計画〕 

項目 予算 

老朽設備取替 48億円 

保安・防災対策 32億円 

安定輸送対策 9億円 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

（１）鉄道施設

等の安全性

の向上 

 

 

 

 

（２）運転保安

設備等の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運転保安

設備等の整

備 

 

 

P53 

２ 鉄道交通

の安全に関

する知識の

合計 113億円 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、障がい者等

の安全利用にも配慮した内方線付き点状ブロックについて駅舎内、ホー

ムへの設置を継続する。また、安全基盤を強化するため、予防保全の考

え方による保全体制の確立に向け、中長期的な修繕・更新計画に基づき、

ロングレール化や橋マクラギの合成マクラギ化及びトロリ線取替・踏切

しゃ断機取替等を継続実施する。 

 

（２）運転保安設備等の整備 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ 等、運転士異常時列車停止装

置、運転状況記録装置等について、法令により整備の期限が定められた

もの※の整備については完了したが、これらの装置の整備については引き

続き推進を図る。 

※ １時間あたりの最高運行本数が往復10本以上の線区の施設又はその

線区を走行する車両若しくは運転速度が100km/hを超える車両又はその

車両が走行する線区の施設について10年以内に整備するよう義務づけ

られたもの。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道の安全性向上のための対策として、法令により整備の期限が定め

られた速度制限機能を有する「ＡＴＳ－ＤＮ」の整備は平成28年６月ま

でに完了。令和２年３月に、学園都市線あいの里公園から北海道医療大

学間を拡大し、整備をした。引き続き、列車速度・列車本数等を勘案し

て、本区間以外についても、「ＡＴＳ－ＤＮ」の整備を検討する。 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

合計 89億円 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、自然災害へ

の対応をするため、防災設備の整備を実施する。また、安全基盤を強化

するため、予防保全の考え方による保全体制の確立に向け、中長期的な

修繕・更新計画に基づき、ロングレール化や橋マクラギの合成マクラギ

化及びトロリ線取替・踏切しゃ断機取替等を継続実施する。 

 

 

（２）運転保安設備等の整備 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ 等、運転士異常時列車停止装

置、運転状況記録装置等について、法令により整備の期限が定められた

もの※の整備については完了したが、これらの装置の整備については引

き続き推進を図る。 

※ １時間あたりの最高運行本数が往復10本以上の線区の施設又はその

線区を走行する車両若しくは運転速度が100km/hを超える車両又はその

車両が走行する線区の施設について10年以内に整備するよう義務づけ

られたもの。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道の安全性向上のための対策として、法令により整備の期限が定め

られた速度制限機能を有する「ＡＴＳ－ＤＮ」の整備は平成28年６月ま

でに完了。令和２年３月に、学園都市線あいの里公園から北海道医療大

学間を拡大し、整備をした。引き続き、列車速度・列車本数等を勘案し

て整備を進める。 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

 

 

 

設備整備内

容の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当区間の

整備が完了

したため、

それ以外の

区間の記述

を追加 
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普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鉄道交通

の安全に関

する知識の

普及 

 

 

２ 鉄道交通

の安全に関す

る知識の普及 

 

 

 

３ 鉄道の安

全な運行の

確保 

（１）保安監査

の実施 

 

 

○ 運転事故の約７割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、鉄

道利用者や踏切通行者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、

これらの事故の防止には、鉄道事業者による安全対策に加えて、鉄道利

用者等の理解と協力が必要である。このため、学校、沿線住民、道路運

送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、交通安全運動

や踏切事故防止キャンペーンの実施、鉄道利用者における「歩きスマホ」

の危険性の周知等において広報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関す

る正しい知識を浸透させる。 

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタ

ン等の安全設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作

等の緊急措置の周知徹底を図る。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道沿線に近接する小学校・幼稚園等の新入学児童等を対象に鉄道の

安全に関する正しい知識の普及に努める。また、北海道運輸局、関係機

関の協力の下、踏切通行者に対して事故防止の啓発活動を実施する。 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室）］ 

○ 自治体及び各教育委員会を通じ、沿線に近接する小学校の新入学児童

等を対象に、「線路・踏切の近くで遊ばない。」等、踏切通行者の安全

普及に努める。 

また、北海道運輸局及び関係機関の協力の下、踏切通行者に対し事故

防止の啓発活動を実施する。 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保 

（１）保安監査等の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 鉄道安全監査官）］ 

○ 鉄道事業者等に対し、計画的に保安監査を実施するほか、重大な事故、

同種トラブル等の発生を端緒とした臨時の保安監査を実施するなど保安

監査の充実を図り、メリハリの利いたより効果的な保安監査を実施し、

鉄道輸送の安全を確保する。 

○ 運転事故の約７割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、鉄

道利用者や踏切通行者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、

これらの事故の防止には、鉄道事業者による安全対策に加えて、鉄道利

用者等の理解と協力が必要である。このため、学校、沿線住民、道路運

送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、交通安全運動

や踏切事故防止キャンペーンの実施、鉄道利用者における「歩きスマホ」

の危険性の周知等において広報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関す

る正しい知識を浸透させる。 

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタ

ン等の安全設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作

等の緊急措置の周知徹底を図る。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道沿線に近接する小学校・幼稚園等の新入学児童等を対象に鉄道の

安全に関する正しい知識の普及に努める。また、北海道運輸局、関係機

関の協力の下、踏切通行者に対して事故防止の啓発活動を実施する。 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室）］ 

○ 自治体及び各教育委員会を通じ、沿線に近接する小学校の新入学児童

等を対象に、「線路・踏切の近くで遊ばない。」等、踏切通行者の安全

普及に努める。 

また、北海道運輸局及び関係機関の協力の下、踏切通行者に対し事故

防止の啓発活動を実施する。 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保 

（１）保安監査等の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 鉄道安全監査官）］ 

○ 鉄道事業者等に対して保安監査を実施し、輸送の安全確保に関する取

組の状況、施設及び車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等

に対する教育訓練の状況等を確認し、適切な指導を行うとともに、過去

の指導のフォローアップを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章入替等 
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P54 

（２）運転士の

資質の保持 

 

 

 

 

（２）運転士の

資質の保持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運転士の

資質の保持 

 

保安監査においては、輸送の安全確保に関する取組の状況、施設及び

車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の

状況等を確認し、適切な指導を行うとともに、過去の指導のフォローア

ップを実施する。 

このほか、年末年始の輸送等安全総点検により、事業者の安全意識を

向上させる。 

 

（２）運転士の資質の保持 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に

実施する。 

また、資質が保持されるよう、運転管理者及び乗務員指導管理者が教

育等について適切に措置を講ずるよう指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 安全管理規程に基づく指導訓練の実施状況の把握及び指導を行うほ

か、鉄道の乗務員及び保安要員に対する教育訓練の充実を図るとともに、

教育成果の一層の向上を図る。 

 

○ 乗務員及び保安要員の適性の確保を図るため、科学的な適性検査を定

期的に実施する。 

 

○ 乗務員の基本動作の励行、服務規律の遵守の徹底、就業時における点

呼等による心身状況の把握等を確実に実施する。 

 

○ 社員の自立を促す教育・思考・訓練として各種シミュレーターを活用

した乗務員の訓練を実施する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 運転士の当社線特有の業務実態を把握した指導及び教育訓練の実施に

より、資質の維持、向上を図る。                                       

また、計画的な保安監査のほか、重大な事故、同種トラブル等の発生

を契機に臨時の保安監査を実施するなど、保安監査の充実を図る。 

 

 

 

 

 

（２）運転士の資質の保持 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に

実施する。 

また、資質が保持されるよう、運転管理者及び乗務員指導管理者が教

育等について適切に措置を講ずるよう指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 安全管理規程に基づく指導訓練の実施状況の把握及び指導を行うほ

か、鉄道の乗務員及び保安要員に対する教育訓練の充実を図るとともに、

教育成果の一層の向上を図る。 

 

○ 乗務員及び保安要員の適性の確保を図るため、科学的な適性検査を定

期的に実施する。 

 

○ 乗務員の基本動作の励行、服務規律の遵守の徹底、就業時における点

呼等による心身状況の把握等を確実に実施する。 

 

○ 社員の自立を促す教育・思考・訓練として各種シミュレーターを活用

した乗務員の訓練を実施する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 運転士の当社線特有の業務実態を把握した指導及び教育訓練の実施に

より、資質の維持、向上を図る。                                       
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（３）安全上の

トラブル情報

の共有・活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全上の

トラ 

ブル情報の共

有・活用 

 

 

（３）安全上の

トラブル情報

の共有・活用 

 

 

（４）気象情報

等の充実 

 

 

 

○ 運転士の適性の維持に向け、定期的に適性検査を実施する。 

○ 異常時における対応能力向上に向けたシミュレーター訓練を計画的に

実施する。 

 

（３）安全上のトラブル情報の共有・活用 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、

事故等及びその再発防止対策に関する情報共有等を行う。 

また、安全上のトラブル情報を収集し、速やかに鉄道事業者へ周知・

共有する。 

さらに、国への報告対象となっていない安全上のトラブル情報につい

て、鉄道事業者による情報共有化を推進するとともに、運転状況記録装

置等の活用や現場係員による安全上のトラブル情報の積極的な報告を推

進するよう指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 北海道運輸局から得られた他社の事故事例等の情報を社内で共有し、

事故防止に活用していくとともに、「ヒヤリ・ハット」活動を推進し、事

故を未然に防ぐための情報の共有化を図っていく。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部 安全企画室）］ 

○ 北海道運輸局及び日本民営鉄道協会等から得られた他社の事故事例の

情報を社内で水平展開し、系統ごとに事例検討を実施する。また、事象

及びヒヤリ・ハット情報の収集と活用方法を推進し、事故を未然に防ぐ

ための情報の共有化及び環境整備を図っていく。 

 

（４）気象情報等の充実 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 自然現象を的確に把握し、特別警報・警報・予報等の情報収集及び鉄

道事業者への迅速な伝達を行うことで、安全を確保しつつ、鉄道施設の

○ 運転士の適性の維持に向け、定期的に適性検査を実施する。 

○ 異常時における対応能力向上に向けたシミュレーター訓練を計画的に

実施する。 

 

（３）安全上のトラブル情報の共有・活用 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、

事故等及びその再発防止対策に関する情報共有等を行う。 

また、安全上のトラブル情報を収集し、速やかに鉄道事業者へ周知・

共有する。 

さらに、国への報告対象となっていない安全上のトラブル情報につい

て、鉄道事業者による情報共有化を推進するとともに、運転状況記録装

置等の活用や現場係員による安全上のトラブル情報の積極的な報告を推

進するよう指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 北海道運輸局から得られた他社の事故事例等の情報を社内で共有し、

事故防止に活用していくとともに、「ヒヤリ・ハット」活動を推進し、事

故を未然に防ぐための情報の共有化を図っていく。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部 安全企画室）］ 

○ 北海道運輸局及び日本民営鉄道協会等から得られた他社の事故事例の

情報を社内で水平展開し、系統ごとに事例検討を実施する。また、「ヒヤ

リ・ハット」報告を推進し、事故を未然に防ぐための情報の共有化及び

環境整備を図っていく。 

 

（４）気象情報等の充実 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 自然現象を的確に把握し、特別警報・警報・予報等の情報収集及び鉄

道事業者への迅速な伝達を行うことで、安全を確保しつつ、鉄道施設の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道南いさり

び鉄道（株）

のヒヤリ・

ハットの活

用方針の変

更 
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（４）気象情報

等の充実 

 

 

 

 

 

（４）気象情報

等の充実 

 

 

（４）気象情報

等の充実 

 

 

（５）大規模な

事故等が発生

した場合の適

切な対応 

 

 

 

 

 

 

 

（５）大規模な

事故等が発生

した場合の適

被害軽減と安定輸送に努めるよう指導する。 

 

［札幌管区気象台］ 

○ 鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、暴風雪、暴風、竜巻等の

激しい突風、霧、高潮、地震、津波、火山噴火等の自然現象について、

的確な実況監視を行い、関係機関及び乗務員等が必要な措置を迅速にと

り得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防

止・軽減に努める。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 気象台等から気象情報の早期収集・把握に努め、列車の安全を確保す

るとともに、安定輸送の確保に努める。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 北海道運輸局や気象台、民間気象会社等からの気象情報の早期把握に

努め、鉄道の安全輸送を確保する。 

 

（５）大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制を点検・確認

し、大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収

集・連絡を行う。 

事故等が発生した場合の混乱を軽減するため、鉄道事業者に対し、列

車の運行状況を的確に把握して、鉄道利用者への適切な情報提供を行う

とともに、迅速な復旧に必要な体制を整備するよう指導する。 

また、情報提供を行うに当たっては、訪日及び定住外国人にも対応す

るため、事故等発生時における多言語案内体制の強化も指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・

連絡を行うため、夜間・休日における連絡体制を確保するとともに、列車

被害軽減と安定輸送に努めるよう指導する。 

 

［札幌管区気象台］ 

○ 鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、暴風雪、暴風、竜巻等の

激しい突風、霧、高潮、地震、津波、火山噴火等の自然現象について、

関係機関及び乗務員等が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・

警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 気象台等から気象情報の早期収集・把握に努め、列車の安全を確保す

るとともに、安定輸送の確保に努める。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 北海道運輸局や気象台、民間気象会社等からの気象情報の早期把握に

努め、鉄道の安全輸送を確保する。 

 

（５）大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制を点検・確認

し、大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収

集・連絡を行う。 

事故等が発生した場合の混乱を軽減するため、鉄道事業者に対し、列

車の運行状況を的確に把握して、鉄道利用者への適切な情報提供を行う

とともに、迅速な復旧に必要な体制を整備するよう指導する。 

また、情報提供を行うに当たっては、訪日及び定住外国人にも対応す

るため、事故等発生時における多言語案内体制の強化も指導する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・

連絡を行うため、夜間・休日における連絡体制を確保するとともに、列車

 

 

 

文言追加 

（気象庁交

通安全業務

計 画 を 反

映） 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

切な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）大規模な

事故等が発生

した場合の適

切な対応 

 

 

 

 

（６）運輸安全

マネジメント

評価の実施 

 

 

 

 

 

P54 

４ 鉄道車両

の安全性の確

保 

の運行状況を的確に把握し、お客様への適切な情報提供の充実、迅速な

応急復旧による運行の確保など、迅速かつ適切な措置を講ずる。 

  令和３年度冬期に発生した雪害による大規模輸送障害の再発防止に向

け検討した札幌圏大雪対策のトレースを実施するほか、除雪機械の増強

等の設備強化を継続する。 

また、インバウンドのお客様に対し、ＱＲコードを活用したホームペ

ージ列車運行情報への誘導、タブレット端末等を活用した異常時等にお

ける駅や車内での多言語によるリアルタイムな放送案内などによる情報

発信を実施する。 

 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部 安全企画室）］ 

○ 異常時の連絡体制（夜間・休日）の緊急連絡体制図を点検・確認し、

大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・

連絡を行う。事故対応の各マニュアルにより、被害者の救護を最優先

に、迅速な復旧により運行確保に努める。 

また、消防・警察との連携構築のために、協定に基づき異常時訓練を

行い、マニュアル・規程類の確認をする。 

 

（６）運輸安全マネジメント評価の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 鉄道安全監査官）］ 

○ 鉄道事業者が経営トップを含む社内一丸となった安全管理体制を構

築・改善し、その実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価につい

ては、運輸防災マネジメント指針を活用し、自然災害への対応を重点的

に確認するなど事業者の取組の深化を図り、鉄道事業者が構築した安全

管理体制の更なる向上に資する事項の評価と助言を行う。 

 

４ 鉄道車両の安全性の確保 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時、適切に鉄道車両

の構造・装置に関する保安上の技術基準を見直す。 

の運行状況を的確に把握し、お客様への適切な情報提供の充実、迅速な

応急復旧による運行の確保など、迅速かつ適切な措置を講ずる。 

  札幌圏雪害対策として、早めの運転規制と計画運休の在り方、除雪体

制の在り方、お客様への情報提供の在り方、降積雪に対応する鉄道施設

の在り方の観点などから、検討した改善策に取り組むなど、冬期安定輸

送対策を進める。 

また、インバウンドのお客様に対し、ＱＲコードを活用したホームペ

ージ列車運行情報への誘導、タブレット端末等を活用した異常時等にお

ける駅や車内での多言語によるリアルタイムな放送案内などによる情報

発信を実施する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部 安全企画室）］ 

○ 異常時の連絡体制（夜間・休日）の緊急連絡体制図を点検・確認し、

大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・

連絡を行う。事故対応の各マニュアルにより、被害者の救護を最優先

に、迅速な復旧により運行確保に努める。 

また、消防・警察との連携構築のために、協定に基づき異常時訓練を

行い、マニュアル・規程類の確認をする。 

 

（６）運輸安全マネジメント評価の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 鉄道安全監査官）］ 

○ 鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を確認する運輸安全マネ

ジメント評価を実施する。運輸安全マネジメント評価において、鉄道事

業者が構築した安全管理体制の更なる向上に資する事項の評価と助言を

行う。 

 

 

４ 鉄道車両の安全性の確保 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時、適切に鉄道車両

の構造・装置に関する保安上の技術基準を見直す。 

 

 

令和5年度

ＪＲ北海道

グループ経

営計画にあ

わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省

交通安全業

務計画を反

映 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

４ 鉄道車両

の安全性の確

保 

 

 

 

 

 

４ 鉄道車両

の安全性の確

保 

 

 

 

 

 

 

P55 

５ 救助・救急

活動の充実 

 

 

 

 

 

５ 救助・救急

活動の充実 

 

 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道車両の構造・装置に関する保安上の技術基準に則り、車両の安全

性を確保する。また、重大事故の風化防止や検査品質の向上を目的とし

た取組を実施するとともに、車両品質管理体制の充実に向けた取組を推

進する。 

石勝線列車脱線火災事故の原因となった車輪踏面の損傷対策について

は、車輪フラット検出装置による車輪管理の徹底を図る。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 鉄道車両の保守については、車両の構造、整備に関する実施基準及び

関係規程、マニュアルに基づいた検査の実施により安全性を確保する。

また、他社の故障事例や過去に発生した重大事故を参考に指導訓練や社

員教育を通して、安全意識の高揚を図り、車両の品質向上に向けた取組

を徹底する。 

 

○ 過去に発生した列車脱線火災事故を教訓に、車輪管理体制を徹底し計

画的な車輪削正と取替を推進するとともに、重大事故に結び付く、落と

すな・燃やすな・こぼすなをキーワードとした検査を徹底する。 

 

５ 救助・救急活動の充実 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 鉄道の重大事故等に備え、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確

に行うため、訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関

係機関との連携・協力体制の強化を図る。 

また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含

めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動を推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 事故災害時における関係機関との連携・協力体制の強化を進めるとと

もに、津波警報等の発表時に列車又は駅をご利用のお客様等の安全を確

保することを目的として、自治体が公表しているハザードマップを基に

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 鉄道車両の構造・装置に関する保安上の技術基準に則り、車両の安全

性を確保する。また、重大事故の風化防止や検査品質の向上を目的とし

た取組を実施するとともに、車両品質管理体制の充実に向けた取組を推

進する。 

石勝線列車脱線火災事故の原因となった車輪踏面の損傷対策について

は、車輪フラット検出装置による車輪管理の徹底を図る。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 鉄道車両の保守については、車両整備及び構造に関する実施基準及び

関係規程に基づいた検査を実施することにより、安全を確保する。ま

た、過去に発生した他社の重大車両故障事象を参考に、指導訓練等で事

故防止を目的とした事例検討を行い、品質向上に向けた取組を実施す

る。 

 

○ 車輪管理体制を徹底し、計画的な車輪削正と取替を実施するとともに、

各種規程に基づいた検査を徹底する。 

 

 

５ 救助・救急活動の充実 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 鉄道の重大事故等に備え、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確

に行うため、訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関

係機関との連携・協力体制の強化を図る。 

また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含

めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動を推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 事故災害時における関係機関との連携・協力体制の強化を進めるとと

もに、津波警報等の発表時に列車又は駅をご利用のお客様等の安全を確

保することを目的として、自治体が公表しているハザードマップを基に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わ

せた文章整

理 

 

現状に合わ

せた文章整

理 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

５ 救助・救急

活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 公共交通

事故被害者

等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定した津波警戒区間及び津波避難場所・避難経路の周知や、避難場所

案内看板を設置し、必要に応じ見直しを実施する。 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置駅における普通救命講習の定期

的な実施を行う。 

駅におけるバリアフリー講習会の内容の充実等によりお客様への介助

スキルの向上を図るなど、お客様が安心して利用できるサービスを提供

する。 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室、運輸部）］ 

○ 事故災害時において、「お客様避難誘導マニュアル」「津波対応マニ

ュアル」に基づいた社内訓練、及び各自治体、消防、警察、ＪＲ北海道

と連携した訓練を実施する。各駅に津波警報等の発表時に列車又は駅を

ご利用のお客様等の安全を確保する目的として掲示するとともに「避難

経路・避難場所」について、必要に応じて見直しを行う。 

 

○ 消防の協力の下、社員を対象にＡＥＤを活用した普通救命講習を定期

的に行う。 

 

６ 公共交通事故被害者等への支援 

［北海道運輸局（交通政策部バリアフリー推進課）］ 

○ 公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成24年４

月に、国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置した。同支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被

害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長

期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関

する相談への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。引き続

き、関係者からの助言をいただきながら、外部の関係機関とのネットワ

ークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事

業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等へ

の支援の取組を着実に進めていく。（再掲） 

 

設定した津波警戒区間及び津波避難場所・避難経路の周知や、避難場所

案内看板を設置し、必要に応じ見直しを実施する。 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置駅における普通救命講習の定期

的な実施を行う。 

駅におけるバリアフリー講習会の内容の充実等によりお客様への介助

スキルの向上を図るなど、お客様が安心して利用できるサービスを提供

する。 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室、運輸部）］ 

○ 事故災害時において、「お客様避難誘導マニュアル」「津波対応マニ

ュアル」に基づいた社内訓練、及び各自治体、消防、警察、ＪＲ北海道

と連携した訓練を実施する。各駅に津波警報等の発表時に列車又は駅を

ご利用のお客様等の安全を確保する目的として掲示している「避難経路・

避難場所」について、必要に応じて見直しを行う。 

 

○ 消防の協力の下、社員を対象にＡＥＤを活用した普通救命講習を定期

的に行う。 

 

６ 公共交通事故被害者等への支援 

［北海道運輸局（交通政策部バリアフリー推進課）］ 

○ 公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成24年４

月に、国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置した。同支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被

害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長

期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関

する相談への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。引き続

き、関係者からの助言をいただきながら、外部の関係機関とのネットワ

ークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事

業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等へ

の支援の取組を着実に進めていく。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章整理 
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第11次計画 令和５年度（案） 令和４年度 修正理由 

P55 

７ 鉄道事故

等の原因究明

と事故等防止 

 

 

 

 

７ 鉄道事故

等の原因究明

と事故等防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 鉄道事故

等の原因究明

と事故等防止 

 

 

 

 

 

７ 鉄道事故等の原因究明と再発防止 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を

さらに迅速かつ的確に行うため、調査を担当する職員への専門的な研修

を充実させ、調査技術の向上を図るとともに、過去の事故等調査で得ら

れたノウハウや各種分析技術、同種事故の比較分析など事故調査結果の

ストックの活用等により、調査・分析手法の高度化を図る。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 「安全計画２０２３」に基づき、「安全意識を高め、命を守るためにと

るべき行動の定着」「命を守るための仕組み作りと取り組みの徹底」「安

全管理体制の維持と安全確保を最優先とした事業運営」を推進すること

とし、重大事故やインシデント、重大な事故に至る可能性がある事象に

ついて、原因究明・再発防止策の策定並びに対策の進捗状況及び有効性

について半年後、２年後のトレースを継続するほか、「安全アドバイザー

会議」での外部有識者からの鉄道の安全に関わる施策等への助言を取組

へ反映させる。 

また、平成26年に見直した事故報告に関する社内規程に基づき、鉄道

運転事故、鉄道運転事故に至るおそれがあった事象等安全に関するリス

クが高い事象について徹底して原因究明を行い、その結果を再発防止対

策の検討に反映する。 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室）］ 

○ 社員の安全意識醸成のため策定した「安全の手引き」を活用し、「安全

管理体制の構築」「安全確保のための取り組み」について、社員教育を定

期的に行う。発生した事故、事象について、原因の究明を行い、必要な再

発防止を実行し安全推進委員会等で検証する。 

 

 

第３章 踏切道における交通の安全 

１ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

７ 鉄道事故等の原因究明と再発防止 

［北海道運輸局（鉄道部 安全指導課）］ 

○ 鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を

さらに迅速かつ的確に行うため、調査を担当する職員への専門的な研修

を充実させ、調査技術の向上を図るとともに、過去の事故等調査で得ら

れたノウハウや各種分析技術、同種事故の比較分析など事故調査結果の

ストックの活用等により、調査・分析手法の高度化を図る。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 「安全計画２０２３」に基づき、「安全意識を高め、命を守るためにと

るべき行動の定着」「命を守るための仕組み作りと取り組みの徹底」「安

全管理体制の維持と安全確保を最優先とした事業運営」を推進すること

とし、重大事故やインシデント、重大な事故に至る可能性がある事象に

ついて、原因究明と再発防止策の策定並びに対策の実施状況の半年後、

２年後のトレースを継続するほか、「安全アドバイザー会議」での外部有

識者からの鉄道の安全に関わる施策等への助言を取組へ反映させる。 

また、平成26年に見直した事故報告に関する社内規程に基づき、鉄道

運転事故、鉄道運転事故に至るおそれがあった事象等安全に関するリス

クが高い事象について徹底して原因究明を行い、その結果を再発防止対

策の検討に反映する。 

 

 

［道南いさりび鉄道（安全企画室）］ 

○ 社員の安全意識醸成のため策定した「安全の手引き」を活用し、「安全

管理体制の構築」「安全確保のための取り組み」について、社員教育を定

期的に行う。原因究明と再発防止については、北海道運輸局で行われる研

修に参加するとともに、過去の事故事例を分析し必要な対策をとるための

勉強会を開催する。 

 

第３章 踏切道における交通の安全 

１ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の有効

性について

の記述を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わ

せた文章整

理 
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P56 

第３章 踏切

道における交

通の安全 

１ 踏切道の

立体交差化、構

造の改良及び

歩行者等立体

横断施設の整

備の促進 

 

 

 

 

 

 

 

１ 踏切道の

立体交差化、構

造の改良及び

歩行者等立体

横断施設の整

備の促進 

 

 

 

 

 

 

 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 主要な道路で交通量の多い踏切道等については、抜本的な交通安全対

策である連続立体交差化等により、除却を促進するとともに、道路の新

設・改築及び鉄道の新線建設に当たっては、極力立体交差化を図る。 

 

 

 

 

また、歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動

車等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など、事

故防止対策効果の高い構造への改良を促進する。 

さらに、平成27年10月の高齢者等による踏切事故防止対策検討会の取

りまとめを踏まえ、軌道の平滑化等のバリアフリー化を含めた高齢者等

が安全で円滑に通行するための対策を促進する。 

以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等によ

る「速効対策」の両輪による総合的な対策を促進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 主要な道路で交通量の多い踏切道等については、抜本的な交通安全対

策である連続立体交差化等により、踏切道の除却を促進する。 

また、歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動

車等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮し、カラー舗装化を進

める。 

以上のとおり、構造改良等による「速効対策」と立体交差化による「抜

本対策」との両輪による総合的な対策を推進する。 

 

 

 

 

 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 遮断時間が特に長い踏切道（開かずの踏切）や、主要な道路で交通量

の多い踏切道等については、抜本的な交通安全対策である連続立体交差

化等により、除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新

線建設に当たっては、極力立体交差化を図る。 

加えて、立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等について

は、早期に安全・安心を確保するため各踏切道の状況を踏まえ、歩道拡

幅等の構造改良や歩行者立体横断施設の設置等を促進する。 

また、歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動

車等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など、事

故防止対策効果の高い構造への改良を促進する。 

さらに、平成27年10月の高齢者等による踏切事故防止対策検討会の取

りまとめを踏まえ、軌道の平滑化等のバリアフリー化を含めた高齢者等

が安全で円滑に通行するための対策を促進する。 

以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等によ

る「速効対策」の両輪による総合的な対策を促進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等について、効果の

早期発現を図るための構造の改良や歩行者等立体横断施設の整備等を

促進する。 

また、遮断時間が特に長い踏切等で、かつ道路交通量の多い踏切道が

連続している地区等や、主要な道路との交差に関わるもの等について

は、抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により、踏切道の除

却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっ

ても、極力立体交差化を図る。 

また、歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動

車等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮し、事故防止効果の高

い構造への改良を促進する。 

以上のとおり、構造改良等による「速効対策」と立体交差化による「抜

 

 

 

 

 

「開かずの

踏切」に関

する整備終

了のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備終了を

反映した取

組内容に修

正 
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１ 踏切道の

立体交差化、構

造の改良及び

歩行者等立体

横断施設の整

備の促進 

 

２ 踏切保安

設備の整備及

び交通規制の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 踏切保安

設備の整備及

び交通規制の

実施 

 

 

 

２ 踏切保安

設備の整備及

び交通規制の

 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部、経営企画課）］ 

○ 安全を確保するため、踏切道の整備については、沿線自治体との連携

を継続する。 

 

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏

切道に比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の

幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行う。 

  大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多

く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについて

は、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力

短くする。 

  自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生

状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報

装置 等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。 

高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装

置、非常押ボタンの整備等を推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 交通量の多い踏切道については、道路交通、事故の発生状況等を勘案

して、障害物検知装置等、事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を計

画する。 

また、踏切設備の保安度向上を推進する。 

踏切設備の保安度向上  39箇所 

冬期間、接続する道路が除雪されていない等、交通量の少ない踏切の

冬期規制を推進する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

本対策」との両輪による総合的な対策を推進する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部、経営企画部）］ 

○ 令和３年度、大野道道踏切の拡幅工事は終了し、歩道の確保を図っ

た。 

 

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏

切道に比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の

幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行う。 

  大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多

く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについて

は、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力

短くする。 

  自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生

状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報

装置 等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。 

高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装

置、非常押ボタンの整備等を推進する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 交通量の多い踏切道については、道路交通、事故の発生状況等を勘案

して、障害物検知装置等、事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を計

画する。 

また、踏切設備の保安度向上を推進する。 

踏切設備の保安度向上  33箇所 

冬期間、接続する道路が除雪されていない等、交通量の少ない踏切の

冬期規制を推進する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

 

 

 

整備終了に

伴い現状の

取組内容に

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業量の修

正 
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実施 

２ 踏切保安

設備の整備及

び交通規制の

実施 

 

３ 踏切道の

統廃合の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 踏切道の

統廃合の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 踏切道の

統廃合の促進 

○ 踏切警報機の視認性向上のため、警報灯の全方向化を継続実施する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状

況等を勘案し、必要な交通規制を実施するとともに、見やすい道路標識・

標示を設置し、視認性の向上を図る。 

 

３  踏切道の統廃合の促進 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切

道のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、第３、４種踏切

道など地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものにつ

いて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道につい

ても同様に統廃合を促進する。 

ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合

の歩道整備については、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を

行わずに実施できることとする。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道

のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に

特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとと

もに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進す

る。 

ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合

の歩道整備については、その緊急性に鑑み、近接踏切道の統廃合を行わ

ずに実施できることとする。 

また、協議等により踏切の統廃合を引き続き推進する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 

○ 踏切警報機の視認性向上のため、警報灯の全方向化を継続実施する。 

 

［北海道警察（交通部交通規制課）］ 

○ 道道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の

状況等を勘案し、必要な交通規制を実施するとともに、見やすい道路標

識・標示を設置し、視認性の向上を図る。 

 

３  踏切道の統廃合の促進 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課）］ 

○ 踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切

道のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、第３、４種踏切

道など地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものにつ

いて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道につい

ても同様に統廃合を促進する。 

ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合

の歩道整備については、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を

行わずに実施できることとする。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道

のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に

特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとと

もに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進す

る。 

ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合

の歩道整備については、その緊急性に鑑み、近接踏切道の統廃合を行わ

ずに実施できることとする。 

また、協議等により踏切の統廃合を引き続き推進する。 

 

［道南いさりび鉄道（運輸部）］ 
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４ その他踏

切道の交通の

安全及び円滑

化等を図るた

めの措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他踏

切道の交通の
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○ 往来実績のほとんど無い踏切（３種、４種）について、一部廃止を進

める（継続）。 

 

４ その他踏切道の交通の安全及び円滑化を図るための措置 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課、安全指導課）］ 

○ 緊急に対策の検討が必要な踏切道は、「踏切安全通行カルテ」を作成・

公表し、効果検証を含めたプロセスの「見える化」を推進し、透明性を

保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進する。 

また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、

踏切道予告標、踏切信号機の設置等を進める。 

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上

及び踏切支障時における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底

を図るため、踏切事故防止キャンペーンを推進する。 

また、学校、自動車教習所等において、踏切の通過方法等の教育を引

き続き推進するとともに、鉄道事業者等による高齢者施設や病院等の医

療機関へ踏切事故防止のパンフレット等の配布を促進する。 

さらに、ＩＣＴ技術の発展やライフスタイルの変化等、社会を取り巻

く環境の変化を見据え、更なる踏切道の安全性向上を目指し、対策を検

討する。 

 

［ＪＲ北海道（安全推進部）］ 

○ 踏切事故は、直前横断、落輪等に起因するものが大部分であるが、特

に冬期間においては路面の凍結等により一旦停止できずにスリップし

て踏切内に進入し、列車と衝突する事故が発生する傾向にある。 

このような状況から、踏切を通行する自動車運転者や歩行者に安全意

識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作等緊急措置の周知

徹底を図るため、各季節の交通安全運動期間や本格的な冬期前を利用し

て踏切事故防止キャンペーンの実施や、毎月23日を「踏切の日」として

踏切事故防止の啓発活動を実施する。 

 

○ 往来実績のほとんど無い踏切（３種、４種）について、一部廃止を進

める（継続）。 

 

４ その他踏切道の交通の安全及び円滑化を図るための措置 

［北海道運輸局（鉄道部 技術・防災課、安全指導課）］ 

○ 緊急に対策の検討が必要な踏切道は、「踏切安全通行カルテ」を作成・

公表し、効果検証を含めたプロセスの「見える化」を推進し、透明性を

保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進する。 

また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、

踏切道予告標、踏切信号機の設置等を進める。 

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上

及び踏切支障時における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底

を図るため、踏切事故防止キャンペーンを推進する。 

また、学校、自動車教習所等において、踏切の通過方法等の教育を引

き続き推進するとともに、鉄道事業者等による高齢者施設や病院等の医

療機関へ踏切事故防止のパンフレット等の配布を促進する。 
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に冬期間においては路面の凍結等により一旦停止できずにスリップし

て踏切内に進入し、列車と衝突する事故が発生する傾向にある。 

このような状況から、踏切を通行する自動車運転者や歩行者に安全意
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[道南いさりび鉄道（安全企画室、運輸部）] 

○ 交通量が多い踏切や通学路に指定されている踏切に対し、交通安全

意識の向上及び踏切支障時に列車を緊急停止させる非常押しボタンの

操作等の周知を図るため、関係機関と連携し、踏切事故防止キャンペ

ーンを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（奥付  省略） 

 

 

 

 

 

[道南いさりび鉄道（安全企画室、運輸部）] 

○ 交通量が多い踏切や通学路に指定されている踏切に対し、交通安全

意識の向上及び踏切支障時に列車を緊急停止させる非常押しボタンの

操作等の周知を図るため、関係機関と連携し、踏切事故防止キャンペ
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